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 開  会

 議  長  改めまして、おはようございます。

 ただ今の出席議員数は、１０名です。

 定足数に達しておりますので、令和２年第５回東峰村議会定例会を開会します。

 （９時３０分）

 開  議

 議  長  本会議に先立ち、議長の諸般報告を行います。

 報告は、お手元に配布のとおりの、議案書の最後のページの議長諸般報告をもって

代えさせていただきます。

 それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。

 日程第１

 議  長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、

８番 大蔵久徳議員、９番 伊藤均議員を指名いたします。

 日程第２

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。

 議会運営委員会委員長に、議会運営委員会の報告を求めます。

９番 伊藤均議員

 ９  番  今期定例会の議会運営にあたり、議会運営委員会の協議の結果について、ご報告を

申し上げます。

 本日招集に係る令和２年第５回東峰村議会定例会の運営につきましては、６月８日

に議会運営委員会を開催いたしました。

 まず、議案につきましては、補正予算が１件、承認が１件、報告が２件、同意が１

４件の、合計１８件の議案が予定されています。

 会期につきましては、慎重に審議をいたしまして、本日１６日から２３日までの８

日間と決定いたしました。

 会期日程につきましては、お手元に日程表を配布しております。

 まず、議会運営委員会委員、広報特別委員会委員の選任、議案上程後、村長のあい

さつ及び提案理由の説明を聴取し、各課長の補足説明の後、通告順に一般質問を予定

しております。

 １７日には、引き続き一般質問を行い、１８日には、議案の審議、質疑、討論、採

決を予定しております。

 以上、簡単でありますが、議会運営委員会の協議の概要であります。

 本定例会が円滑に運営されますように、特段のご協力を賜りますよう心からお願い

いたしまして、報告といたします。

 議  長  ただ今、議会運営委員長より報告がありました。

 本定例会の会期は、本日１６日から２３日までの８日間といたしたいと思います。

 お諮りをいたします。

 これに、ご異議ありませんか。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認め、会期は、６月１６日から６月２３日までの８日間と決定をいたし

ました。

 日程第３

 議  長  日程第３ 「東峰村議会運営委員会委員の選任」を行います。

 お諮りします。

 東峰村議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定によ
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り、お手元に配布しております、議案書３ページの名簿のとおり指名したいと思いま

す。

 これに、ご異議ありませんか。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認めます。

 したがって、東峰村議会運営委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり選

任することに決定しました。

 議  長  東峰村議会運営委員長及び副委員長の互選につきましては、委員会条例第９条第２

項の規定により、議会運営委員会において、委員長及び副委員長が互選されておりま

すので、その結果を報告します。

 議会運営委員長  伊藤均議員

 議会運営副委員長 黒川隆康議員

以上のとおり互選されましたので、報告します。

 日程第４

 議  長  日程第４ 「東峰村議会広報特別委員会委員の選任」を行います。

 お諮りします。

 東峰村議会広報特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定

により、お手元に配布しております議案書４ページの名簿のとおり指名したいと思い

ます。

 これに、ご異議ありませんか。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認めます。

 したがって、東峰村議会広報特別委員会の委員は、お手元にお配りしました名簿の

とおり選任することに決定しました。

 議  長  東峰村議会広報特別委員会委員長及び副委員長の互選につきましては、委員会条例

第９条第２項の規定により、広報特別委員会において委員長及び副委員長が互選され

ておりますので、その結果を報告します。

 議会広報特別委員長  伊藤均議員

 議会広報特別副委員長 黒川隆康議員

以上のとおり互選されましたので、報告します。

 日程第５

 議  長  日程第５ 事務局長に議案の上程報告を求めます。

事務局長

（事務局長議案上程報告）

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。

 日程第６

 議  長  日程第６ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。

村長

 村  長  皆さん、改めましておはようございます。

 本日ここに、令和２年第５回東峰村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私ともにお忙しい中、ご参集をいただき誠にありがとうござ

います。

 また、日頃から村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につきご理解とご協

力をいただき、深く感謝を申し上げます。

 さて、新型コロナウイルス感染者は、全国的には減少傾向となっておりますが、依

然として北海道、東京都、福岡県においては、第２波とも言える新たな感染者が確認
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され、油断できない状態です。

 本村においては、村民の皆様一人ひとりの感染防止の強い意識と取り組みにより感

染者の発生はありませんが、既に梅雨に入り、豪雨による避難の時期を迎え、避難場

所での感染防止対策等にも万全を期してまいる所存であります。

 また、先日１２日の国会において、新型コロナウイルス感染症拡大に対応する過去

最大の二次補正予算が成立をいたしました。本村は前回と同様、スピード感を持って

対応する所存でございます。

 日田彦山線復旧に関しましては、先月２４日の小川知事による住民説明会で、小川

知事は、鉄道での復旧の断念を明言し、彦山駅から宝珠山駅までのＢＲＴを提案した

ことにより、本村は、知事の提案を苦渋の決断で容認をしたところです。

 今後は、小川知事がＪＲ九州と早急に交渉を行い、知事自らの明言を１日も早く実

現してほしいと思うところです。

 鉄道での復旧という私たちの思いは叶えられませんでしたが、ここまで来たのも議

員の皆様の力強いご支援をはじめ、村民の皆様、日田彦山線の完全復旧を求める会、

並びに九州の自立を考える会、福岡県議会挙げてのご支援のおかげだと、改めて心か

ら感謝を申し上げる次第であります。

 それでは、本定例会に執行部から提案しております議案等について、ご説明を申し

上げます。

 本定例会には、補正予算について１件、専決処分の承認について１件、繰越計算書

報告２件、同意について１４件、計１８件の議案等を提案申し上げ、ご審議をお願い

する次第であります。

 議案第２８号、令和２年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）につきまし

ては、歳入歳出それぞれに４，７３７万３千円を追加し、歳入歳出総額を４５億１，

９８８万８千円とするものです。

 歳出では、林道城ケ迫線排水改良設計３００万円、プレミアム付き地域商品券事業

５６４万円、教育費３２万４千円、公共土木災害復旧１，７３２万９千円、林道施設

災害復旧２，１１７万円を計上しております。

 歳入としては、国庫補助金の減、また県補助金、地方債、財政調整基金繰入金をそ

れぞれ計上しております。

 承認第９号、東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）に係る専決

処分につきましては、令和元年度東峰村簡易水道事業特別会計における国庫補助金の

交付額確定により予算不足が生じたため、令和２年度予算より繰上充用する必要が生

じましたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。

 補正予算については、歳入歳出それぞれ２，２４０万円を追加し、歳入歳出それぞ

れ１億１，４４９万７千円とするものです。

 報告第１号、令和元年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告につきましては、令和元

年度予算から令和２年度予算に繰越明許費として繰り越す予算につきまして、地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定により、報告するものであります。

 報告第２号、令和元年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告につきましては、令和元

年度予算から令和２年度予算に事故繰越しとして繰り越す予算につきまして、地方自

治法施行令第１５０条第３項の規定により報告するものです。

 同意第３号から第５号につきましては、固定資産評価審査委員会委員の任期が６月

２２日で満了するのに伴い、３名の委員選出にあたり、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。
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 同意第６号から第１６号につきましては、農業委員会委員の任期が７月１９日で満

了することに伴い、１１名につきまして、農業委員会等に関する法律第８条第１項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。

 以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、皆様方におかれましては、慎重審

議をいただき、ご可決、ご承認、ご同意賜りますようお願いを申し上げ、私の提案理

由の説明といたします。よろしくお願いいたします。

 日程第７

 議  長  日程第７ 一般質問につきましては、日程第８から日程第２５までの補足説明終了

後に行います。

 日程第８

 議  長  日程第８ 議案第２８号「令和２年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）」

 担当課長に補足説明を求めます。

総務課長

 総務課長  議案の１６ページをお願いいたします。

 議案第２８号「令和２年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）」

 令和２年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，７３７万３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億１，９８８万８千円とする。

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債の補正」

による。

 令和２年６月１６日提出、東峰村長名でございます。

 １７ページをお願いいたします。

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入について、でございます。

 歳入につきましては、国庫支出金、県支出金、繰入金、村債の各項目を予算計上さ

せていただきまして、補正前の額４４億７，２５１万５千円、補正額４，７３７万３

千円、補正後の額で４５億１，９８８万８千円の補正予算を計上しているところでご

ざいます。

 １８ページをお願いいたします。

 歳出でございます。

 歳出につきましては、総務費、農林水産費、商工費、教育費、災害復旧費の各項目

で予算の計上をさせていただいているところで、補正前、補正額については、歳入と

同額でございます。

 詳細につきましては、事項別明細書のところで説明をしたいと思います。

 １９ページをお願いいたします。

 第２表、地方債の補正につきまして、起債の目的、補正前、補正後について、概略

説明いたします。

 まず、過疎対策事業債につきましては、補正前６，７２０万円、補正後につきまし

ては８，３２０万円、総務債が１，１００万円の増額、商工債については５００万円

の増額となっております。これは事項別の中でご説明申し上げます。

 災害復旧事業債につきましては、補正前３憶１３０万円、補正後の額３億３，２２

０万円、災害復旧事業債と小災害につきましては変更ございません。

 災害復旧事業債について、限度額を増額しているものでございます。
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 緊急自然災害防止対策事業債、補正前１億１，０００万円、補正後１億１，３００

万円、３００万円の増額でございます。

 ２２ページをお願いいたします。

 事項別明細書の歳入のページでございます。

 １１款２項１目総務費国庫補助金、２５節農山漁村振興交付金につきましては１，

０７９万３千円の減。

４目教育費国庫補助金、教育費国庫補助金につきましては、学校臨時休業対策費補

助として９千円。

 １２款２項７目教育費県補助金、教育費県補助金としては、福岡県重点課題研究指

定委嘱事業ということで委嘱を受けており１０万円、英語教育強化推進事業で６万円

で、計１６万円の計上をしております。

 １５款２項１目財政調整基金繰入金については８０９万７千円の計上をしている

ところでございます。

 １８款１項１目総務債、総務債については、観光施設整備事業で１，１００万円、

これは先ほどの農山漁村振興交付金の補助の内示の減によりまして、過疎債のほうで

ですね、財源を充てるという形で、今回歳入の予算を計上しているものでございます。

 ５目商工債、商工債については、プレミアム付き地域商品券事業として５００万円、

９目災害復旧事業債は、災害復旧事業債として３，０９０万円、１２目緊急自然災害

防止対策事業債として３００万円の村債、地方債の予算の計上をしているところでご

ざいます。

 歳出につきましては、総務課の所管はございませんので、歳入のみの説明とさせて

いただきます。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  ２３ページをお開きください。

 企画振興対策費ということで、これは財源の組替えでございます。先ほど総務課長

が申しましたように、１，０７９万３千円を国庫支出金から減額しております。

 理由といたしましては、ほうしゅ楽舎の補助金の農山漁村振興交付金、これにつき

ましては、当初予算計上の段階では２分の１というふうにしておりましたけども、上

限額と申請、交付申請をしまして、マイナスの１，０７９万３千円ということで、交

付決定額に合わせたものでございます。以上です。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  同じく２３ページをお願いします。

 ７款１項１目商工振興費です。補正額５６４万円。

 １８節負担金補助及び交付金ということで、２０２０年度プレミアム商品券の助成

事業の５６０万円となります。

 今年度につきましては、プレミアム分を含めました商工会による発行総額は６，０

００万円を予定いたしております。

 内訳といたしまして、販売額が５，０００万円、プレミアム分が１，０００万円と

なります。プレミアム分の１，０００万円につきましては、販売額の２０％になりま

すが、１０％が村の負担で５００万円、同じく１０％が県の負担で５００万円となり

ます。

 今回村の負担率をですね、１０％、５００万円といたしました理由につきましては、

県が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策、これの一環といたしまして、プレミア

ム分の助成拡大を行っております。

 県の負担につきまして、１０％へ引き上げを行う場合につきましては、市町村のプ

レミアム率を同じく１０％へ引き上げを行うことが必要ということで、合わせて販売
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額の２０％のプレミアム率へ拡大すると、今回はそういうことになっておりますので

５００万円、５，０００万円の１０％、５００万円を補正させていただいております。

 それから６４万円につきましては、商工会に事務委託する金額でございます。こち

らにつきましては、前年と同額となっております。以上でございます。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  同じく２３ページ目をお願いします。

 ６款２項５目林道施設費でごさいますけども、３００万円の増となります。これに

つきましては、林道城ケ迫線の排水処理に関する測量設計を追加したものです。

 なお、緊急自然災害防止対策事業債の活用の見込みができましたことから、今回補

正にて計上するものです。以上です。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  ２４ページをお願いいたします。

 １１款１項２目公共土木施設災害復旧費、補正額１，７２３万９千円。

 財源の内訳といたしまして、地方債１，７２０万円、一般財源３万９千円でござい

ます。

 委託料といたしまして１，０３３万９千円、こちらは測量設計委託費となります。

 それから、工事請負費６９０万円、令和元年度の単災復旧工事費となります。

 こちらにつきましては、５月のヒアリングを受けましての、追加のですね、補正を

計上させていただいております。

 続きまして、４目林道施設災害復旧費、補正額２，１１７万円。

 財源の内訳といたしまして、地方債１，３７０万円、一般財源７４７万円、工事請

負費２，１１７万円となりまして、こちらも５月のヒアリングで、新規の計上となり

ます。

 この財源内訳が異なります分は、充当率が異なりまして、公共災ほぼ１００％でご

ざいますが、農林水産漁業の災害復旧に関しましては、充当率６５％ということであ

ります。以上です。

 議  長  教育課長

 教育課長  教育課の説明をさせていただきます。

 ２３ページをお願いいたします。

 １０款教育費、１項教育総務費。２目教育委員会事務局費、１８負担金補助及び交

付金、学校が３月に休業いたしましたことによりまして、学校給食費の返還金の補助

金を１万４千円出したものです。

 １０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、１７備品購入費、これは、学校に

拡大カラーコピー機を購入するものです。

 ３目小学校振興費、この部分は、歳入のほうでも県の補助金が入ります福岡県の重

点課題研究指定校に東峰学園が指定されましたので、その事業費を組んでおります。

報償費１万、旅費３万５千、需用費１万７千、役務費２千、備品購入費３万７千を予

算計上しております。以上です。

 日程第９

 議  長  日程第９ 承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」

 担当課長に補足説明を求めます。

建設水道課長

建設水道課長  ２４－２の、あとでお配りした、こちらペーパーのほうをお願いします。

 承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し承認を求める。
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 令和２年６月１６日提出、東峰村長名でございます。

 次の２５ページ目をお願いします。

 東峰村専決第９号、専決処分書。

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和２年度東峰村簡易水道事業特別会

計歳入歳出補正予算（第１号）を専決処分する。

 令和２年５月２９日、東峰村長名でございます。

 理由、令和元年度東峰村簡易水道事業特別会計における国庫補助金の交付額確定に

より予算不足が生じたため、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第

１項の規定により専決処分するものである。

 次の２６ページ目をお願いします。

 令和２年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）

 令和２年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２４０

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，４４９万７千円とす

る。

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

 令和２年５月２９日提出、東峰村長名でございます。

 次の、２７ページ目をお願いします。

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入。

 ４款１項雑収入、補正前の額３千円、補正額２，２４０万円、トータル２，２４０

３千円。

 歳入合計、補正前９，２０９万７千円、補正後１億１，４４９万７千円。

 次の、２８ページ目をお願いします。

 歳出でございます。

 ５款１項前年度繰上充用金、補正前０円、補正後２，２４０万円、トータル２，２

４０万円。

 歳出合計、補正前９，２０９万７千円、補正後１億１，４４９万７千円でございま

す。

 ２９ページ以降の事項別明細書のほうで説明いたします。

 ３１ページ目をお願いします。

 ４款１項１目雑収入、補正前３千円、補正額２，２４０万円となっており、雑収入

として歳入欠陥補填収入として２，２４０万円を見込んでおります。

 こちらにつきましては、平成２９年九州北部豪雨におきまして被災した村内の水道

施設の災害復旧工事を行っており、令和元年度の交付額の確定後に、令和元年度の予

算に不足が生じたため、必要不足額２，２４０万円を歳入欠陥補填収入として計上す

るものです。

 次の、３２ページ目をお願いします。

 歳出でございます。

 ５款１目前年度繰上充用金、補正額２，２４０万円となっており、前年度繰上充用

金としまして２，２００万円を計上しております。以上です。

 休  憩

 議  長  １０時１０分まで換気のため休憩します。

（１０時００分）
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 再  開

 議  長  会議を再開します。

（１０時１０分）

日程第１０

 議  長  日程第１０ 報告第１号「令和元年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」

 担当課長に補足説明を求めます。

総務課長

 総務課長  ３３ページをお願いいたします。

 報告第１号「令和元年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和元年度東峰村繰越明許費繰

越計算書を次のように報告する。

 令和２年６月１６日提出、東峰村長名でございます。

 下に令和元年度東峰村繰越明許費繰越計算書の一覧表を載せている分であります。

 詳細な項目につきましてはご説明を省略いたしますが、まず、款、項につきまして

は、予算書の款、項の項目でございます。

 事業名と繰越明許費設定額につきましては、令和元年度の補正予算におきまして、

繰越明許費として翌年度に繰り越すことができる予算という形で議決をいただきま

した金額と事業名を書かせていただいている分でございます。

 それで、予算上の繰越明許費の設定額の横にあります翌年度繰越額が、実際にです

ね、元年度から２年度に繰り越す予算額になっております。設定額以内の範囲内でで

すね、実際に繰り越す額を今回計算いたしまして、計算書という形でご報告をいたす

ものでございます。

 その横にあります左の財源内訳につきましては、一番そこの真ん中辺りにあります

が既収入特定財源、既収入特定財源につきましては、令和元年度中にですね、特定財

源として収入のあったものでございます。

 ２年度に繰り越すんですが、元年度の収入の特定財源につきましては、もう既に収

入があった特定財源ということで２年度に繰り越すもので、１１款１項の公共土木災

害施設災害復旧事業費の中で９万８千円という金額が上がっております。

 これにつきましては、元年度事業執行見込分で、起債のですね、借入をした分の起

債前貸しと言いますが、元年度分で起債を借りてた分が、事業の執行状況で少し借り

すぎと言いますか、借りた金額が多かった分をですね、そのまま既収入特定財源とい

うことで、２年度の収入として財源を移すものでございます。

 その横の未収入特定財源については、元年度から２年度に事業を繰り越しておりま

すが、令和２年度中にですね、事業の完了等によりまして収入が得られる部分の特定

財源でございます。

 事業によりまして、国庫支出金、県支出金、村債、その他、その他につきましては

分担金とかですね、基金の繰入れ等をしているものでございます。

 これについては、元年度中に収入があっておりませんので、２年度の明許繰越しと

いう予算の中でですね、収入が発生するものでございます。

 一番右については一般財源ということで、これは決算書の中で収入と支出の差の部

分の引いた分で繰越金というのが出ますが、繰越金のところに翌年度に繰り越すべき

財源という項目がございます。この金額をここに書いているもので、一般財源につき

ましては、財調等の村の手持ちのお金になりますが、その部分についてですね、元年

度の予算から２年度の予算にですね、一般財源としてこの金額を繰り越すという形で

計算書を作成しているものでございます。

 個別の内容につきましては、項目を見ていただきたいと思いますので、よろしくお
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願いしたいと思います。以上です。

日程第１１

 議  長  日程第１１ 報告第２号「令和元年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告」

 担当課長に補足説明を求めます。

総務課長

 総務課長  ３４ページをお願いいたします。

 報告第２号「令和元年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告」

 地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、令和元年度東峰村事故繰越し繰

越計算書を次のように報告する。

 令和２年６月１６日提出、東峰村長名でございます。

 下にですね、３項目の事業が載っております。

 事故繰越しにつきましては、１つは、元年度が明許繰越事業であった部分が、どう

しても事業の完了ができずに２年度に繰り越す部分と、現年度予算におきましても年

度末完了予定であったものが突発的な理由によりまして、どうしても年度内に完了で

きなかった事業についてですね、事故繰越しという形で行った部分について、今回計

算書の報告を行うものでございます。

 これにつきましては、一番上の消防費の消防施設維持管理経費につきましては、こ

れ支出負担行為について、これは元年度に支出負担行為をした分ですね、１１８万８

千円。その内訳としては、支出している分としていない分ということで支出ができて

おりません。

 これについては、役場の下のですね、指令車の倉庫でございますが、シャッターの

改修、交換ということで予算を上げてて、３月中に終了する予定であったんですが、

これについてはコロナウイルスの関係で部材のほうが全く入らなくなったというこ

とで、先日６月のですね、先週だったと思いますが、シャッターの工事がようやく完

了したということで、事故繰越しという形で処理をさせていただいているものでござ

います。

 見方としては支出負担行為額、基本的に事故繰越しを行うにあたっては、元年度に

おいて支出負担行為を行っているもの、若しくは確実に見込まれるものでないとでき

ないという部分がございまして、支出行為の負担額を行っているものに対して、翌年

度の繰越額を、真ん中にありますが計算します。

 翌年度繰越額は元年度から２年度に、２年度の事故繰越しという会計種目に対して

繰り越すものでございます。

 左の財源内訳については、先ほどの明許繰越しと同じような意味合いになっており

ます。

 一般財源も先ほどと同じような意味合いになっておりまして、説明として、先ほど

の消防については、資機材の納入の遅れによる事故繰越しを行ったという形で説明を

しているものでございます。

 下２つの公共土木施設災害、農地・農業用施設災害復旧については、元年度明許繰

越しからですね、２年度の事故繰越しのほうに繰り越しをしているということで、工

事の遅れ等によるという形で説明をさせていただいているものでございます。

 一般会計の計につきまして、翌年度繰越額の合計が５億５，７２３万８千円という

金額を繰り越すということで、計算書の調整を行っているものでございます。以上で

す。

日程第１２～

日程第１４

 議  長  日程第１２ 同意第３号「東峰村固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい
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て」

 担当課長に補足説明を求めます。

総務課長、一括説明をお願いします。

 総務課長  同意３号から５号につきまして、一括して補足説明を行います。

 まず、３５ページをお願いいたします。

 同意第３号「東峰村固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について」

 下記の者を東峰村固定資産評価審査委員会の委員に任命したいので、地方税法第４

２３条第３項の規定により議会の同意を求める。

 令和２年６月１６日提出、東峰村長名でございます。

 同意３号につきましては、氏名、重石豊臣、住所、東峰村大字福井２６３８番地２。

 提案理由といたしまして、固定資産評価審査委員会委員の重石豊臣氏の任期が令和

２年６月２２日をもって満了となるため、引き続き同氏を選任することについて議会

の同意を得たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、この案を提出するも

のでございます。

 生年月日と略歴につきましては、同ページ、次の３６ページに書いておりますので、

お目通しいただきたいと思います。

 続いて、同意第４号でございます。

 同意第４号で選任の同意をいただきたい方につきましては、氏名が元永彰一、住所、

東峰村大字小石原８８３番地６。

 提案理由についても同様の理由で、元永彰一氏の任期が満了になるため、引き続き

同氏を選任することについて同意を得たいという案件でございます。

 続いて、３９ページをお願いします。

 同意第５号につきましては、氏名、川村卓三、住所、東峰村大字福井２６９２番地。

 提案理由につきましても、川村卓三氏の任期が６月２２日満了となるため、引き続

き同氏を選任することについて同意をお願いしたいということで、今回３名について

ですね、同意についてお願いするものでございます。以上です。

日程第１５～

日程第２５

 議  長  日程第１５ 同意第６号から日程第２５ 同意第１６号「東峰村農業委員会委員の

任命について」

 担当課長に補足説明を求めます。

総務課長

 総務課長  ４１ページをお願いいたします。

 同意第６号から１６号までですね、一括してご説明をさせていただきます。

 ４１ページ、同意第６号「東峰村農業委員会委員の任命について」

 下記の者を東峰村農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。

 令和２年６月１６日提出、東峰村長名でございます。

 同意第６号につきましては、住所、東峰村大字小石原７８１番地１、氏名、金丸伸

一郎。

 提案理由につきましては、現委員の任期満了に伴いまして、新たに任命をしたいと

いうことでございます。

 続いて、４２ページをお願いいたします。

 同意第７号につきましては、住所、東峰村大字小石原６７５番地１、氏名、青山善

一。

 提案理由としては、現委員の任期満了により新たに任命したいというものでござい
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ます。

 ４３ページをお願いします。

 同意第８号につきましては、住所、東峰村大字小石原２５１番地、氏名、熊谷弘枝。

 提案理由につきましても同様で、新たに任命したいためでございます。

 ４４ページをお願いいたします。

 同意第９号につきましては、住所、東峰村大字小石原鼓１４７３番地、氏名、小林

光博。

 提案理由としても、新たに任命したいというものでございます。

 ４５ページをお願いします。

 同意第１０号につきましては、住所、東峰村大字小石原鼓４０３２番地１、氏名、

小野直利。

 提案理由としても、新たに任命したいというものでございます。

 ４６ページをお願いします。

 同意第１１号、住所、東峰村大字宝珠山４３３４番地、氏名、和田一喜。

 提案理由につきましても、新たに任命したいというものでございます。

 続いて４７ページ、同意第１２号につきましては、東峰村大字宝珠山２９３３番地、

氏名、梶原秀文。

 提案理由といたしまして、新たに任命したいものということでございます。

 同意第１３号につきましては、住所、東峰村大字宝珠山６１２番地、氏名、眞田和

義。

 提案理由として、新たに任命したいためでございます。

 同意第１４号につきましては、東峰村大字福井１９９９番地９、氏名、岩田謙二。

 提案理由として、新たに任命したいためというものでございます。

 ５０ページをお願いいたします。

 同意第１５号につきましては、東峰村大字福井７３５番地８、氏名、小川利勝。

 理由といたしましても、新たに任命したいためでございます。

 ５１ページ、同意第１６号につきましては、住所、東峰村大字福井２７３６番地３、

氏名、髙倉栄。

 提案理由として、新たに任命したいためというもので、１１件のですね、同意につ

きまして、今回お願いするものでございます。以上です。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  少し募集の経緯について、補足説明をさせていただきたいと思います。

 募集につきましてはですね、法改正後の前回、平成２９年の改選時と同様の形で行

わせていただいております。

 今年度第１回目の区長会、それから４月１５日の全戸配布のチラシ並びに東峰テレ

ビで応募または推薦についての広報を行っております。

 期間につきましては、４月２０日から５月１９日までの１カ月間を募集期間として

設定をいたしておりました。その後募集を締め切りをいたしまして、６月５日に農業

委員候補者評価委員会を開催いたしまして、１１名の候補者を決定していただき、今

回提案させていただいたところでございます。

 補足説明は、以上でございます。

 議  長  以上で、補足説明が終了しました。

 休  憩

 議  長  １０時３０分まで休憩します。

（１０時２６分）
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 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（１０時３０分）

 日程第７

 議  長  日程第７ 一般質問をこれから行います。

 一般質問は、７名の議員より提出されております。

 なお、一般質問に際し、会議規則において、質問者は質問、答弁者の時間を含め６

０分の持ち時間となっております。

 通告に従いまして、順次一般質問をお願いいたします。

 答弁者、村長以下執行部の皆さんの明瞭、明確な答弁を期待いたします。

 それでは、質問に入ります。

 ３番 黒川隆康議員の質問を認めます。

３番 黒川隆康議員

 ３  番  まず、質問の前に、新型コロナ感染症によりお亡くなりになられました多くの皆様

へお悔やみを申し上げますとともに、診療等にあたられました医療従事者の皆さんに

対し、敬意と感謝を申し上げます。また、感染された方々の一日も早い回復をお祈り

申し上げます。

 それでは、質問をさせていただきます。

 コロナ感染症も一息つき、経済活動が再開されております。

 しかし、専門家の方々は、第２波、第３波の恐れを指摘し、実際に北九州市では第

２波が発生された感じがしております。

 そうした中、梅雨を迎え災害等の心配をする季節になりました。避難指示等が発令

されたときの避難時のコロナ対策については、既にチラシ等により全戸配布されては

いますが、周知を徹底するために、改めて避難時における対策を伺います。

 配布されたチラシはこれでありますけれども、これは、「避難所へ行く前に」とい

う題で、避難する時に準備するもの等が用意されているようにあります。

 私は、避難所における対応を少しお伺いしたいと思います。

 １つの避難所に多くの人が集合し、３密が起きない対策が必要であると思います。

 そのためには、それぞれの避難所毎に避難者数の制限、避難者数の設定ですね、等

が必要だと思いますが、どのように考えておられるのか、お伺いします。

 議  長  村長

 村  長  避難所への避難につきましては、先日、６月３日の区長会でも協議をいたしており

ます。

 先ほどチラシのほうということで、昨日ですね、全戸配布しておりますけれども、

その中に、中身をですね、こういった形でやっております。

 今回違いますのは、今まではレベル３、レベル４あたりでは全員避難、とにかく全

員避難ということでありましたけれども、今回は「危険な場所から」という文言が入

っております。

 つまり２年前に防災マップ等を作りまして、安全だというようなところにつきまし

ては、避難はしなくてもいいですよと。それから、近くの親戚とかですね、そういっ

たところで安全な場所があれば、そちらのほうでもいいですよというようなことを、

今回配布させておりますし、それから、じゃあ、避難行動の、どういう場合に判定す

るのかということにつきましても、一番後ろのほうにですね、このようにフローを付

けさせていただいているところであります。

 しかしながら、やはり防災マップ等でもう一度確認をしていただいて、そして避難

行動等をですね、とるようにお願いをしたいと思っております。
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 今月の２８日の防災訓練、その中でもそういったところを活かしてほしいと思って

いるところであります。 

 避難者数の制限等ということでございますけれども、今回はまず警戒レベル３、避

難準備とか高齢者避難開始では、これまで３カ所の指定緊急避難場所を開設をいたし

ておりました。その３カ所というのは、いずみ館、宝珠の郷、小石原公民館でござい

ます。今回はそれに追加をいたしまして、村民センターを追加をいたしております。

 村民センターにつきましては、トイレの改修、それから給湯場と言いますか、そう

いったところの設備も改修工事ででき上がっておりますので、村民センターを追加を

いたしております。

 また、警戒レベル４、これは避難勧告ということになりますけれども、ここにつき

ましては、プラスの東峰学園の武道場ですね、そういったところも開設をするところ

で、今進めているところであります。

 ただ、３密の関係で密接とかありますと、これはまた教育長のほうとも、学校側と

も話をしまして、最悪の場合、全教室等もですね、開放できるようには取り組んでい

きたいと思っております。

 非常に３密の関係を私どもも気にしているところでありまして、例えばの例でござ

いますけれども、いずみ館の多目的ホールで２ｍの距離感を確保するということにな

りますと、１６区画しかできません。

 そういったところで、１５日に配布したこのチラシをよく読んでいただいて、安全

な公民館とかご親戚並びに知人のお宅、そういったところに一時避難、そういったと

ころをお願いをしたいと思っているところであります。

 とにかく３密を避けるためには収容人員あたりがですね、極端に言えば半分以下に

なるかと思っております。そういった対策については、事前にですね、割振りという

わけにもいきませんので、来られた方で、また別のところに移動していただくという

こともあり得るかと思っているところであります。以上です。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  今、村長からいろいろ説明をいただきました。

 今、この今日のチラシですね、私も今日見ました。

 これは、あまり強く言いますと、逆に今度避難情報とか出たときにですね、避難の

遅れ、あるいは遠慮するとかいうことになってですね、逆にそういうふうに繋がるん

ではないかというような恐れも感じます。

 だから、あまりこれを強く言うのではなくて、やっぱり自己判断というのが大事に

なってくるんだろうと思いますので、そういうところの指導のほうもですね、ぜひお

願いしたいと思います。

 それから、各避難所においての、例えば手指消毒等の準備等はしっかりとなされて

いるのでしょうか。各公民館も含めてですけども、どうでしょうか。

 議  長  総務課長

 総務課長  指定緊急避難場所等村が設置する分につきましては、脆弱とは言いませんが、必要

十分な数量について、アルコール消毒と体温測定ですね、非接触型の、それについて

は準備をしているところでございます。

 各地区の公民館につきましては、消毒液等については、やはりちょっと村のほうで

まとまった数量がございませんので、基本的に地区のほうで準備していただきたいと

いう分、それでどうしてもないというところについては、ちょっとこちらのほう、今

だいぶ市場のほうにも出回りだしましたので、準備のほうをさせていただきたいとい

うふうに思っております。

 基本的には地区のほうで準備してくださいということでお願いはしております。
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 体温計についても区長会等の中で、基本的には自分の家で体温を測って、避難して、

そのときに自分の体温とか体調を申し出るという形にしております。

 体温計の用意をしなくていいのかとか言っておりましたが、接触式というか脇に挟

む体温計の使いまわしはやっぱりしたくないよね、とかいう言葉もございまして、ち

ょっとまだ商品は来てないんですけど、各集会所等の避難所には最低１台の非接触式

の体温計が配布できるようにですね、そちらのほうは手配をしているところでござい

ます。以上です。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  ありがとうございました。

 各避難所においては、手指消毒液等についてはそれぞれで用意してくれということ

ですけれども、それについては村が補助するということでよろしいんですか。

 僕は、思うのは、やっぱり村がですね、そういう消毒液等をやっぱり購入してです

ね、そして配る。

 国のほうとしても、そういう予算補助みたいなのを今検討されているとかいうこと

を、ちょっとテレビで聞いたんですけども、準備、いろんなマスクなり、いろんなこ

れに関する、災害に関するものをですね、できるだけ多く準備してくださいというよ

うなこと、昨日もテレビで言ってたようにあったんですよね。

 それを国からの補助として、たぶん来るんではないかと思うんですが、それの把握

はされているんでしょうか。

 議  長  総務課長

 総務課長  補助と言いますか、これまでの交付金関係の事業のメニューの中に、避難所等のそ

ういう環境整備というのはございました。メニューにですね。その中の事業として、

体温計等は購入しようという形で行っております。

 アルコール系の消毒液がなかなかまとまって手に入らないという実情がございま

したので、今ある備蓄をまわすにあたっては、やっぱり二桁ぐらいしか在庫がござい

ませんので、一応地元の方のお持ちの方のやり繰りをお願いします、という形でお願

いしておりました。

 今の状況を見て、ちょっと手配についても考えているところなんですけど、間に合

うようであればですね、各地区のほうに配布、それについては、予算については交付

金のメニューの中からですね、予算、また２次補正等もあっておりますので、そうい

った予算の中からですね、捻出したいというふうに思っているところです。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  この避難に関してはですね、ぜひ、適切な対応をお願いしたいと思います。

 次の高齢者福祉施設、つまり宝珠の郷が避難所に指定されております。高齢者の方

が感染すれば重篤になると言われております。

 施設の方にすれば気になるところだと思いますが、これ受け入れは可能なのでしょ

うか。また、施設とは話し合いがされているのか、お伺いしたいと思います。

 議  長  村長

 村  長  宝珠の郷での受け入れにつきましては、今年も同様に避難者の受け入れをしていた

だくようにお願いをしているところであります。

 高齢者の方が結構多いということで、対策としては、受付での検温、それから避難

者同士の間隔、３密ですね、を保持していただきたいということで、村の備蓄の段ボ

ールの間仕切り板、パーテーションでございますけれども、活用して対応していただ

くということを考えております。

 しかし、避難者が増えた場合には、ちょっといろいろ３密になりますので、施設の

ほうには空き部屋とかですね、空き室、そういったところのスペースを利用して、さ
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せていただくということも確認をしているところであります。

 また、宝珠の郷が混んできますと、東福井地区と西福井地区につきましては、福井

地区のコミュニティセンターとかですね、あと船の家というのがグラウンドのところ

にありますけれども、ああいったところも利用していただくということをですね、検

討をしていただいているところであります。

 できるだけ分散した避難となるようにですね、今後も検討していきたいと考えてい

るところであります。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  ぜひですね、適切な対応をお願いいたしたいと思います。避難所に関しては、これ

で質問を終わりたいと思います。

 次に、高齢者の交通対策について、お伺いいたしたいと思います。

 高齢者の交通対策については、タクシー券の発行等で対応はしておりますが、この

度の日田彦山線問題の中で、交通問題が再度浮上してまいりました。

 この交通問題は、今まで幾度となく取り上げられてきましたが、村内事業者との兼

ね合い等を考慮して、解決には至っておりません。

 しかし、高齢化の進むこれからの社会の中で、交通体系については検討しなければ

ならない問題であると考えます。また、高齢者の声として、買い物や通院などで困っ

ているとお聞きしております。

 そこで総務常任委員会においては、５月１４日に協議を行いました。その結果、交

通体系のあり方について、調査研究を行っていくことといたしました。

 最終的には提言書の作成まで行いたいと考えております。村として現状をどのよう

に捉え、どのようにされようとしているのか、お伺いしたいと思います。

 議  長  村長

 村  長  まず、現在の交通体系ですね、交通体系と言いますか、タクシー券を配布した経過

について、ちょっとご説明をさせていただきたいと思っております。

 本村におきましては、平成２２年１２月に、東峰村地域交通検討委員会から地域交

通に関する提言書を受けております。

 それを受けまして、平成２３年度、東峰村地域公共交通協議会というのが発足をい

たしまして、そこからの検討を行っていただいたということであります。

 その結果を踏まえまして、平成２６年度より、現在の外出支援タクシー助成事業と

いうのを実施しているところであります。

 議員の質問の、高齢者の交通対策及び地域全体の交通対策につきましては、議員か

らも言われましたように、ＪＲ日田彦山線の問題の解決のですね、大体方向性が見え

たかなと思っております。

 したがいまして、今後は通院、通学、買い物など、最寄りのバス停や駅までの移動

手段、つまり地域内交通をどうするのかにつきまして、村としてもしっかりとですね、

取り組んでまいりたいと思っております。

 今、議員が言われましたように、総務常任委員会でも調査研究を行っていただくと

いうことでありますので、執行部と合わせてですね、いろんな協議をさせていただき

たい。そして住民の方にとって、やはり利便性の良い地域交通をですね、確立をして

いきたいと考えているところであります。

 タクシーの状況を申し上げたいと思っておりますけれども、現在村では、高齢者に

対してタクシー利用券を１カ月５千円、年間で６万円の補助、それから免許証を自主

返納された方に対して、返納後１回限りでありますけれども、３万円のタクシーの利

用券を交付しておるところであります。

 昨年の実績といたしましては、１６７名の方が利用していただきまして、約５３６
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万円の利用がされているところであります。

 先ほども言いましたように、今後はやはり住民の皆さんのですね、ご意見等をお聞

きしながら、ＪＲとか西鉄バス、タクシーの業者さんとの協議によりまして、高齢者

だけでなくですね、やはり東峰村全体の利便性、そういったところについても今後考

えていきたいと思っているところであります。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  ぜひですね、今から高齢者それから村民の人たちがですね、暮らしやすい村をつく

っていくためにも、この交通問題を解決していきたい。私たちも一生懸命努力したい

と思いますので、ぜひ、執行部としてですね、よろしくお願いしたいと思います。

 以上で、私の質問を終わります。

 休  憩

 議  長  ４番 泉守議員の質問を認めますが、１１時まで換気のため休憩いたします。

（１０時５２分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

（１１時００分）

 議  長  ４番 泉守議員の質問を認めます。

４番 泉 守議員

 ４  番  一般質問に入る前に、一言執行部対してお礼を申し上げたいと思います。

 今年は３月ごろからＪＲの問題につきまして、執行部は目の回るような忙しさに追

われながら、その後また新型コロナと、それぞれ暇なく取り組んでこられたことだと

思います。

 しかしながら、わが村には１人もなく、感染者が出なかったことは、村長をはじめ

執行部の皆様方のご協力による努力だと高く評価するところであります。その点に代

わりまして、村民に代わりまして心から私お礼を申し上げるところでございます。本

当にありがとうございます。

 さて、それでは一般質問に入らせていただくわけでございますけれども、１番にす

いとうー小石原とございますけども、現在すいとー小石原ということにつきまして

は、存在をしておりません。個人的にやられておるということでございますので、私

の質問に知ってあるだけ答えていただければ、無理に私は皆さんに聞こうとは思って

おりません。

 まず、１番にですね、小石原の個人でやられておるこのすいとーですね、これは、

始めたのはいつ頃から始められたんですかね。企画課長が一番知ってあるんじゃない

かと思って、企画課長にお伺いをしたいと思いますけども。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  企画政策課長としてですね、お答えすべきことじゃないと思いますけども、構成員

の一員でございますので、ご指名ですのでお答えさせていただきます。

 すいとー小石原はですね、平成２３年の２月の３日に設立されております。以上で

ございます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  現在ですね、広さですね、これどのくらいぐらい作ってあるんですかね。

 議  長  農林観光課長、面積が分かれば面積を答えてください。

農林観光課長

農林観光課長  私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

 今年度の作付面積は、すいとー小石原さんとしては、３．４ha を受託されておる
と聞いております。
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 組合員の方所有の作付面積は７．５ha、合計面積といたしまして、１０．９ha、
約１１町を作られているというふうにお伺いいたしております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長にお伺いしますけども、これはですね、いつ頃から村の職員がアルバイトので

すね、アルバイトという形で証明を発行されたのか、お伺いします。

 議  長  村長

 村  長  平成２３年５月より、地方公務員法第３８条第１項の規定により、営利企業等従事

許可申請によって許可をしておるところであります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長にですね、昨年でございました。副村長もおられたですが、村長室で、こうい

ったことで村の職員が農業にですね、すいとーに加勢して、いくらか安い賃金で払い

よることらしいというようなことをお話をしたことがあるんですが。

 これについて村長は全く知らないと、そういうことは許されんと、それを私がパー

トの、アルバイトのことは認めたことはない、というふうなお返事をいただいたわけ

でございますが、その件についてはどのように考えておられますか、村長。

 議  長  村長

 村  長  よく調べてみますと、小石原地区のですね、すいとー、稲作の担い手として遊休水

田を活用されているということでございましたので、それであれば地方公務員法の第

３８条第１項の規定には該当するのか、しないのかということで調査をいたしました

ところ、該当しないと。

 それから、平成２３年５月からですね、そういった許可をしているということがあ

りましたもんですから、私のほうもそれ以後、許可をしているところであります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  それはそれなりとしてね、私はアルバイトをやって悪いとは思っておりません。

 これはですね、このすいとーの関係者ですね、関係者はですね、稲刈りですね、稲

刈り、なんというんですかね、稲刈る、これはですね、十何ヘクタールもあるのをで

すね、自分たちで刈ったのか、人を使ったのか。企画課長あたりでよごさいますけど

も、稲刈り機はですね、自分たちで出したのか、人のとを借りて使ったのか、これを

お伺いします。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  基本的にはですね、個人所有の機械を出されておるというふうには聞いておりま

す。それ以上は、ちょっと私たちも関与いたしておりませんので。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  農林観光課長からですね、他人の人のを借りたと、じゃなかろうかというようなこ

とでございます。

 確かにそうですね。人のを借りてきたわけですね。そして、村の職員がパートで行

っている。パートで行っている人たちがよその機械を使ったわけですね。

 これで５０万修理代が、クボタに持って行きますと５０万円かかると。そして、こ

の使った人たちが払わなくて、個人の所有者がクボタに払っているんですね。

 このことについて、村長、どう思いますか。

 議  長  村長

 村  長  私の聞き及んでいるところではですね、このすいとー小石原のメンバーの皆さんの

機械をそれぞれ使用し、そして修理代等につきましても個人個人が修理代を払ってい

るということを聞いております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  それはね、私は調べてきてますけどね、全くそういうことじゃなくね、個人のね、
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個人の人、その人が使って崩したんじゃなく、これ、役場のアルバイトの方と、そう

いうすいとーに協力している人たちが使った。そして５０万かかった。

 今申し上げるように、取りに行かなかったと。

 それで貸した人の話ではですね、自分のところの稲刈りだけやったら１０年間ぐら

い持ちますよと、クボタさんから言われた。これみんな刈ったら十何 ha、広さ刈っ
たらですね、１年で終えてしまいますよ、こう言われてね、まあね、大変困っている

んですよ。

こういうのはですね、私はね、村長でも同じこと、車、人のを借りた、くずれた。

修理屋に持って行って、何もせんでできますか、人間として。

 今言う、私は、この公務員のアルバイトに行こうとね、農家を作ることは良いこと

だと、僕はこれに反対はしてないんです。今ね。

 しかし、この公務員とは何かというんです。アルバイト出してもいいですよ。公務

員とは何かと。村民の全体の奉仕者じゃなくちゃならないと書いてあるんですね。そ

のアルバイト出しても村民の奉仕者としてなっているかと、こういうやり方で。どう

ですか。

 議  長  村長

 村  長  泉議員のおっしゃることはですね、間違ってないと思っております。

 当然、そういった使用をした限りにはですね、やはりそのすいとー小石原という組

織があるわけですから、やっぱりその中から修理費なりそういったのを払うのが、通

常の考えじゃないかと思っております。

 そういった質問をいたしましたところ、そのすいとー小石原が発足してずっとです

ね、その個人の機械を使っても、個人がやはり修理をしてきてたということでござい

ますので、それについてはやはり問題があるということは、申し上げはさせていただ

いているところであります。

 やはり組織ができているんであれば、組織でそういったところはですね、やはり修

理代なり、そういったところは払うべきじゃないかというのは、泉議員が言われるこ

とと私は同感でございます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  確かにね、今申し上げるように、良いことです。協力して、村長が、アルバイトに

行って、アルバイトもいくらか知りませんけど。

 このアルバイトのですね、契約書については提出できますか。やったアルバイトの

内容についてですね、書いたものは提出できますか。

 議  長  総務課長

 総務課長  先ほどの村長の答弁にございました、営利企業等従事許可申請ですね、これについ

ての書類につきましては総務課のほうで保管しておりまして、決裁等の手続きを行っ

ております。

 特段個人情報という部分まではないかと思いますが、内容についてご確認いただく

分については、総務課のほうにございますので、可能であるというふうに思っており

ます。お見せする分についてはですね。

 確認していただけることはできると思います。

 その書類自体を提出という形であれば、やはり通常の情報公開ですね、そちらのほ

うの手続きを踏んでいただきたいというふうに思っているところです。以上です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  私、手元に提出されることはちょっと難しいと、見ることはできるということでご

ざいますので、後日見らせていただきますけども。

 これは、もう２０何年からと言いますけどもね、私はね、それぞれそ職員の人も私
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のところには知ってると思う。

 私のところのね、家の前に、その当時は職員がね、１０人ぐらい来とった。働きよ

った。私はね、もうどうしてやるんだろうなと、甚だ私の目の前に来るなというよう

な、あんまりこれはあれかなというふうに思いながらですね、もうこれ２０年至った

わけでございます。

 もう１件お尋ねいたしたいと思いますが。

 これ、苗床ですね、苗床はどこで作られましたか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  苗床につきましてはですね、構成員の方のところで種をまかれて、その後は構成員

の方のハウス、それから借り上げたハウスの４カ所で育苗をされていると聞いており

ます。以上です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  苗床は構成員のところで、４カ所で作られたということでございますが、この、作

ったところは構成員かもしれません。このハウスについてはですね、じいちゃん、お

ばあちゃんが作ったハウスです。そして野菜やら、白菜とか大根とか作ってね、やり

たいというふうに思って、もう何年か前に作ったところに苗床を作っている。

 それにポンプ代、お金も関係者は一銭も払ってないんじゃないですか。そして、そ

こ辺りははっきりしてますかね。構成員の持ち物ですか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  先ほど申し上げました、その構成員の方のところ、それから借り上げたハウスの４

カ所というところまでしかですね、今のところはお伺いしておりませんし、その料金

関係も構成員の方がお支払いしているというふうには伺っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長にお伺いしますがね。

 今申し上げますように、実際、苗床もですね、関係のないとは言いませんけどね、

その家族の一員ですけど、それぞれお年寄り、若い者があってね、お年寄りのハウス

ですね、お年寄りのハウスが大根とか、そういった野菜を作って道の駅に出すとかい

うふうな、そういうところのハウスを建てとるんです。

 それを若い者から「あれ使うばい」と言われたらですね、言えないんです。お年寄

りは。

 だから、そういうようなですね、この関係者ですね。関係者がやっぱそこを使った

らいかん、苗床ぐらい自分たちで、土地はあるんだから作るべきじゃないですか。

 そして今言うけどね、この人は調べなくて言っているんです。観光課長は。

 私は調べて来て、ポンプ代の、この構成員とか、ポンプ代の電気代も払ってないっ

て、一銭も。どう思いますか、これ。

 今、観光課長が言うたのは、全く調べなくて、でたらめなことを言っているんじゃ

ないですか。こういうことを村長、どう思いますか。

 議  長  村長

 村  長  まず言っておきたいのはですね、すいとー小石原、これは任意団体でありますので、

私どもが直接関与をしてないというところはご理解をいただきたいと思っておりま

す。

 そういった中で、今、議員が言われるようなですね、様々な、様々なと言いますか、

やっぱり多き問題があります。これは、やはり構成員の方の家族の中でも問題視があ

るかなと、今の発言等では察知をさせていただいておりますので、この辺りは、やは

り代表者がいますので、代表者等呼んでですね、話をちょっとさせていただきたいと

思います。
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 そして、せっかく小石原の遊休農地あたりをですね、頑張って作っているわけでご

ざいますので、やはり皆さんが良かったと思えるような、やはり事業を展開をしてい

ただかないと、今のやり方ではちょっと問題があるかなと感じておりますので、この

件につきましては、役場のほうとしてもですね、きっちりと話をお聞きしたいと思っ

ておるところであります。

 また、その件についてはご報告をですね、申し上げたいと思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長がね、やっぱ、私はね、このすいとー小石原であろうとね、やはり東峰村が高

齢化をしまして、お百姓さんが非常に少なくなって、もう自分のところ作れんような

人もたくさん出られてきてます。

 そういったことからですね、このすいとー小石原であり何であり、それをですね、

第三者で作ってやれるような状態でやることは、最も私は協力し、一議員として協力

を惜しまないところでございます。

 しかし、今の状態では、もう１点あるんですけどもね、これ今、ヘクタールで言っ

ても、私も昔の人間だから分かりませんけど、今、作って、私の前だけで大体３町か

４町ぐらいあると思います。これにね、農林観光課長、米がいくらできたと思います

か。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  すみません。大体その１１町というところの計算ですよね。反当大体８俵から１０

俵と。６０kで４５０kから５００kぐらいだとは思われますけども、正式にはです
ね、すいとーさんのほうから聞いたわけではございませんので、ちょっと今即答は控

えさせていただきたいと思います。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  企画課長に、稲も刈っておりますし、よく知っていると思いますので、私の前、３

町、４町あると思いますけども、米いくらできたんですか。知っている限りで結構で

す。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  このすいとーの分につきましては、例年大体１反当たり４俵から５俵穫れればいい

かなということで、これにつきましては、病害虫等によりまして、１反当たり２俵程

度ぐらいの収穫でございます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  あのね、田植えただけ、田んぼを、うちの前なんて植えただけ。

 これね、猪が入ったわけでもない、鹿が入ったわけでもない、全くですね、土手と

言いますかね、田んぼの土手には１mぐらい草が生えています。草刈りも１回もして
ないでしょう。

 米は１合もできてないですよ。私がこう言うと、もう１回、１合もできてないんじ

ゃないですか。うちの前のあれは。企画課長にもう一度。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  昨年につきましては、泉議員の前の部分につきましては、確かに収穫はほぼ皆無の

状態でございます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  今、企画課長が言うように、１合も穫れてない。そして、猪も鹿もですね、食べ物

の餌がなかったら入って来ないんですよ。人間よりも賢い動物ですよ。稲があるとこ

ろに入ってきますよね。稲がないところ、稲が１０㎝も立たんでないところには、猪

や鹿は入ってきませんよ。

 また、それだけできてないね、管理がされてない。今年はどうか分かりませんけど
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ね。

やるなら本当にですね、今、農林観光課長が言われるように、８俵ぐらいは作って

くださいよ。それくらい作るように、やっぱり村の職員がアルバイトで行けば、努力

してご指導しなきゃならんじゃないですか。４町も５町も、１合も穫れなかったと。

常識で分かるでしょう。こんなことがどういうふうにされているのか。

 機械は人のをくずした。苗はよそん方の土地でポンプの金を一銭も出さない。米は

１合も穫れなかった。具体的にそういうことを考えたときにですね、考えられますか。

 それは企画課長に言いますけど、他のところはですね、やはり手入れをする、米が

できる、猪が入らんごと柵をする、そういった手入れをしているんです。

 今回でも雨が降っています。もう植えたばっかりですね。水は見たこともないんじ

ゃないですか、本人は。水がたっぷり溜まって、稲の上に溜まってますよ。１週間溜

まったら稲は腐れてしまいます。私も百姓の子ですから分かります。

 それで、あれかわいそうになんか、水どげんかしたらいいとじゃないかなと近所の

人に僕は言ったんです。いや、あそこは元々米穫らんとやけん、それでいいですよと。

近所からも苦情がたくさん寄せられていることはご承知でしょうかね、企画課長。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  以前からですね、泉議員もその辺ご心配されて、いろいろ私どもに、もうちょっと

しっかりやれよという激励をいただいておりまして、確かに昨年まではですね、そう

いった法面の草刈りであるとか、そういったものに対しましてですね、若干やはりメ

ンバーみんなのですね、力が足りなかったもんですから、今年につきましては、しっ

かり草刈りと、今、電柵をずっと張り巡らせておる状況でございまして、確かに、言

われるように見本になるようなですね、農業を今後も続けていきたいと考えておりま

す。

 休  憩

 議  長  一般質問の途中ですが、１１時３５分まで換気のため休憩します。

（１１時３０分）

 再  開

 議  長  一般質問を再開します。

（１１時３５分）

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  私も先ほどから、一番最初に言ったが、すいとーの問題についてはあれでございま

すのでね、ただ言いたいだけ言うてもらわなね。

 企画課長あたりがいつもついておられますから、知っているんじゃなかろうかと思

って聞きよるんですね。

 そういう大体ね、そういうことについては、具体的にすべて稲がどのくらい作って、

１粒もできなかったと。それで、まず手入れをしてないと、草も刈らんと、近所から

やっぱり苦情があると、こういうことじゃいかんと。

 それで、すいとーでするならするようにね、村長、ピシッとやっぱ基準を作ってや

らないけないです。人のものを使ったり、人のものをくずしたりね、やっぱりそれな

ら県なり国なり、やっぱり米作る申請をして、やっぱりきちっとやって、それでやっ

ぱり東峰村でね、今、よそでも知っとるところは鴨入れて、草入れたりして、鴨の米

ですとか言うて高く売れる。そういったですね、やっぱ一品一村の米を作るぐらいな

有機で作ってほしいと、僕は村長にもお願いします。

 今言ったことについて、村長が十分やっぱ、この職員の指導、こういったことにつ

いても当たってほしいというふうに思って、このすいとーの問題については終わりた

いと思います。
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 次にですね、これもすいとー関係になるんですけどね、この南の原にすいとーの倉

庫を今回建てましたね。これは私どもも予算を認めておるわけでございますので、あ

んまりなし建てたとか言えないことでありますけどもね、内容的な、具体的な内容を

ですね、水資源開発から建ててくれて、この農家にとっては倉庫もなかったから良い

ことだと私は思うんです。

 しかし、組織のあり方ですね、組織のあり方、これを村がですね、作っておるのが

ですね、平成２９年の４月にですね、それぞれベテランの農業者を入れまして、代々

ですね、１４名の方でですね、この農業協同利用施設の農業用倉庫建設要望書という

ことで、それぞれ書いているんですね。そして、これを出しているんですね。

 そして、この会長さんがですね、この１４名の中に会長さんもおられるわけですね。

会長さんに僕もお会いしてきたんですけどね、会長さんはですね、それはもう大変い

い事だというふうに思っている、今でも思っている。

 しかしながら、この会長さんにですね、会長さんのところは管理が、後の管理がど

うするのかと。建てるのは建ててもいいけど、管理はどのようにするのかと。管理の

問題があってこそ建物を建てたときに稼働するんじゃないかというふうに言われて

いる。この会長さんが知らんうちに次の会長さんができて、申請して家建てとるわけ

ですね。

 だから少なくともね、次に会長さんは言うなら、管理の問題で反対するから次の人

を立ててね、その人に頼めばいいけんと思って、その会長が代わっているんです。

 だから、代わったけんと、本人もね、前会長はですね、もう長いことしたけん辞め

させてくれと、もう自分は辞めたいというようなことを役場にも申し立てしとるんで

す。

 だから、辞めることについては、異議はないんです。しかし、次にどういう形でな

ったのかということだけは知りたかったというんです。

 これはですね、やはり会長があって、それが辞めた。次にやった組織ができた。そ

したら古い、今までしてきた会長さんに、こういうことでいきますから、こういうこ

とでご了解してくださいということを言うべきじゃないですか。

何も知らんですよ、今でも。どういうふうになっとるか知らない。自分が辞めとる

けんいいということも、やっぱり何もない辞め方ですよ。

 それで、村長、いいのかということを、お伺いをしたいと思いますけど、どうです

か。

 議  長  村長

 村  長  この農業用倉庫につきましてはですね、議員言われるように小石原川ダムの水特法

によって建てられたものであります。

 この建てるにあたりましても、小石原地区の農業者の方々が組織をされまして、そ

していろんな大きさの問題から、それから設備の問題まで、話の中でこの倉庫が建て

られたということは伺っているところであります。

 しかし、先ほどの前会長から新会長になった経緯とかですね、そういったところに

つきましては、ちょっと私も把握しておりませんので、すいとー小石原の構成員であ

ります城課長のほうからですね、もし分かれば、その辺りは答弁させたいと思ってお

ります。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  先ほど泉議員がおっしゃられた、会長がですね、ちょうど２９年度をもってですね、

新会長に代わっております。こちらの会長というのが、小石原農地・水・環境保全会

の会長でございます。

 今やろうとしておりますのは、農地・水・環境保全会と、あと中山間の協定が２協
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定ございます。ここをトータルで、全体の大きなですね、大字小石原地区の農業を利

用していく、そういった管理組合というのを立ち上げようと今しております。

 実際、泉議員がおっしゃられたような内容について、これから詳しい検討をしてい

く中で、前会長も当然お呼びして、全体での今３９名ぐらいになりますので、そうい

った会合を今月中にもですね、１回開こうというような計画で今進めてまいりますの

で、前回の会長にも、他の農業者の皆様全体にですね、そういったことは周知できる

かと考えております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  その中にですね、例えばそうあったとしてもですね、会長にですね、前会長にこう

いうふうなことでありますというような、今言うようなことを、説明を、私はすべき

じゃないかと言っているんです。

 なーんも知らないんですよ、どうやっているのか。家が建っとるなということしか

会長さん知らない。

 だからグレーンとか、そういうものもね、頼んでもおらんと。言うなら、役場のほ

うに、こういうことをしますから、こういう倉庫を建てますからこれでしてくれと名

前を募って、あんたが会長になってくれとなったと思いますけどね、やはりですね、

今、企画課長が言うようにですね、私は、内容を大きくなってやっていけばいいんで

す。

 だから、こういうように、今の１４名については、このようについて拡大をしてい

こうということを、説明をされたのかと私は聞いているんですよ。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  それにつきましてはですね、当初、平成２８年９月よりですね、そういった保全協

議会、各中山間協定、２協定ですね、の話し合いというのは、やはり２８年の９月で

あったり、２９年度でしたら３、４、５と月１回ぐらいはですね、会合を重ねており

ました。

 その中で会長が交代して、新たな会長なり役員で話してくれよという話でございま

したので、その結果を踏まえて、前の会長にはお話はできてない状況ですので、今回

新たにですね、そういった大きな会の中でですね、そういった説明をさし上げようと

考えております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  それはね、企画課長そう言いますけどね、やっぱり今度のメンバーを見たらね、な

りやすいような、すぐ「うん」と言うような人ばっかりがなっているんですね。

 だから私はね、そういうことじゃなく、こういうことでいきますと言うべきでない

かと聞いているんですよ。

 やっぱり会長さんが、今まで会長さんに２９年からなって、会長に世話になって、

今会長じゃないんですよ。そうしたときには、会長を辞めると、こういう形でなって、

こういう会長さんを幅広く選ぶということを説明して、前会長さんを、今会長じゃな

い、辞めさせられとるね。

 そしたらその中にグレーンとか、ああいう大きいグレーンとか、そういうのは一切

なかったんじゃないですか。いつできたんですか、そういうグレーンやら。その内容

的には分かりますよ、倉庫は。グレーンやら、ああいう大きいグレーン、誰から頼ま

れて、村で企画したんですか。どうですか。

 議  長  村長

 村  長  一般質問等の通告もありましたので、調べはさせていただきました。

 そういった中で、あそこに籾をですね、一時的に保管する。そのときにライスセン

ターあたりでも持っているんですけど、舟形のですね、籾入れ機があるわけなんです
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けれども、これが１７，０００リッターって言いますから、約１t ぐらいですね、入
るバックと言いますか、入れ物だそうです。

 その対応のために、その１ｔづりのですね、チェーンブロックを設置したというこ

とでありまして、この設置に関しましても、先ほど企画課長のほうが申しました団体

のほうですね、百丁原とか天ヶ谷、そういった中山間地の人たちも入った中でそうい

う要望が出てきて設置をしたということを聞いております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  それは良いことかもしれません。しかし、やはりね、このやり方は独断すぎるんで

すよ。そういうことは知らないんですよ。グレーン、何のために付いたんだろうかと

言っているんです。

 だからそういうところをですね、やはり徹底して、やっぱり関係者に説明して、こ

ういうグレーンも付けますと。住民がグレーン付けた、あなたたちだけがグレーン付

けたほうが良かろうということでして、知らないんですよ、みんな。そんなグレーン

が付いとるなと言うんです。

 だから、そういうところをね、私時間もないから次に進みますけどね、やはりそう

いうところは関係者に徹底したですね、やっぱ説明しながら努力をいただかないか

ん。こういうことを私はお願いして、この件については次に進みまして、終わりたい

と思いますけどね。

 次に、道の横のコンテナの問題ですね。

 このコンテナの問題については、どのようにされているんですか、村長。

 議  長  村長

 村  長  議員質問の、あの役場駐車場のですね、コンテナにつきましては、議員のほうにも

ご承知だと思いますけれども、庁舎管理規則によりまして、令和２年３月３１日まで

ということで、使用の許可をしているところであります。

 しかしながら、なかなか撤去をですね、していただいていないというのが現状であ

ります。

 しかも駐在所の跡地に建っております建物ですね、これ２つお借りをしているわけ

でございますけれども、なかなか使用料がですね、納付が不定期でありまして、した

がいまして役場といたしましては、昨年の１２月１６日に催告ですね、使用料等の催

告をさせていただき、そして本年の５月１２日に、もうそういうことであればですね、

契約の解除という予告と、それから、コンテナの撤去についての通知を行っておりま

す。

 ５月の１５日、三日後に設置者と協議をして、同意を得ているところでありますけ

れども、なかなか撤去をしていただけないということで、撤去にあたっては、移動先

など準備が必要だということで、準備ができ次第退去、撤去するということは伺って

いるところであります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  店舗のほうは別としてですね、またこれは別ですけど、そのコンテナはですね、５

月中にのかすということは、村長は、私と約束した記憶もあるんじゃないですか。そ

れはどうですか。

 議  長  村長

 村  長  泉議員のほうにはですね、先ほど言いました庁舎管理規則に則ってですね、貸付け

をしておりますので、今年の３月３１日までが契約期間となっておりますので、その

後は撤去していただきますと、いうことは申し上げたところでございます。

 それにつきまして村のほうとしても、それで進んでいるわけでございますけれど

も、先ほど言いましたように、なかなか撤去していただけないというところが現状で
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あります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  時間が着々と迫りよるけんですね。

 村長ね、でけんというんじゃないんですよ。あなたが出て行ってくださいと言った

って出ていきませんよ、裁判せな。

 裁判をしてですね、裁判は、これはね、あれですよ、簡易裁判ですから簡単でしょ

う。裁判、弁護士に頼んでいくら取るか知りませんけどね、簡易裁判所で明け渡しを

求めなければですね、これは、村長がいくら言うても、課長さんが言うてもね、出て

いきませんよ。そしたら３年も置いたらですね、既成事実ができて裁判負けますよ。

 家でも、誰かが持っていて、そこで生活１年もしたら、土地の明け渡しできません

よ。その人がですね、場所をですね、作ってやらなければ。その人を生活できるよう

なところを土地の持ち主がとってやらなけりゃ、これは村長が言うても、長く置いた

らですね、あなたがコンテナを置くところを見つけてやらなければ裁判勝てません

よ。だから、早く裁判をすると、こういう気持ち。

 またですね、この前回言うて、高倉議員がですね、紹介している。この高倉議員に

も、こういうことだということをお話はされたんですか。

 議  長  村長

 村  長  村長室でですね、２人で話をさせていただいたことはあります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  高倉議員もね、法律的にはですね、問題じゃない。道義的な責任というのは十分あ

るんですよ。道義的な責任ね。

 だから、高倉議員、紹介者共々ですね、あなたがせんやったら弁護士を、安い弁護

士を紹介してやりますけん、まず、この問題については裁判することですね。

 私も不動産屋を何年もやってきておりますから、明け渡しなんか簡単なことです

ね。しかし、弁護士を入れなければですね、そして明け渡しの請求をする。そして、

甘木簡易裁判所でやれるんだから、福岡の裁判所じゃなく普通の裁判で簡単だから、

明け渡しの裁判は。

 ぜひともこれを行ってほしいですね、これを村長に強く申し上げたいと思います。

 そして、今言うなら、昨日ですね、昨日ですか、今月の十日ですね、十日。チャン

ネルの、テレビチャンネルの５が来てね、取材に来ています。そして、あのコンテナ

の中でですね、取材されておるんです。

 それで、あの女の人が出てきましてね、料理を作っとったんでしょうね、ハンバー

グみたいに、パンにソーセージを入れまして、そして出しているんですね、あれにね。

 そしたらね、それでね、その記者がですね、「はぁー、これはおいしいですね」と

言うんですね。「はぁー、どんどん売れますよ」と言うんですね。あの経営者にどん

どん売れますよと、あのコンテナの中でですよ。

 野菜はどうしているか。野菜はですね、小石原のある人から取ってます。そしてパ

ンは福岡のほうから取ってますと。ソーセージは浮羽から取っている。ほー、食べた

い一回食べたら止められませんよというて、テレビで宣伝しているんです。あのコン

テナの中で。

 こういったことはですね、許されませんよ。

 あなたたちはね、なめられとると言ったら言葉が悪いけどね、問題にしてませんよ。

 だから、あなたたちが今言うようにね、こういうような宣伝をされながらですね、

あなたたちは仕事が忙しいから、こうあるけど、友だちからすぐ電話がかかって、「泉

さん、泉さん、５チャンネル入れてんない、５チャンネル、東峰村のことがあるばい、

コンテナのことが出とるばい」と言って、電話があったので見た。
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 とんでもない話ですよ。こういうのをね、やっぱり裁判で処置せな、とてもあなた

方の手には負えません。

 はっきり言って、裁判するということをお約束できますか。

 議  長  村長

 村  長  まずはその前にですね、再度当事者と話をさせていただきたいと思います。

 それで、それがなかなか結論的にいかなければですね、それは今、議員がご紹介い

ただきましたので、そういった手法等もですね、考えていきたいと思います。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  ぜひともですね、時間もありませんのでね、ぜひとも、早急に話をしていただきた

い、そういう話をね。

 もうコンテナなんて言うたら、こっちはお金払っている、払わんとかいろいろある

けど、向こうはただで置いているんですよ。金も一銭も取ってない、駐車場について

も、今後ですね、今後、今梅雨に入りました。そしてあそこは、今先ほども聞きよっ

たら避難場所です。

 車もあっちに置いたり、こっちら置いたり職員はしてますけど、ああいうところを

やっぱりきちっと駐車場の場所をコンテナのかして、村の職員の車をあそこに置い

て、きちっと避難場所を大きく駐車場を開けるというようなことに努力をしていただ

きたいと思います。

 その話は早急にしましてね、そして、しないときには弁護士に依頼して、裁判をし

て、こういうことをですね、村長にぜひとも努力をしていただきたいということを申

しましてですね、私の質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。

 休  憩

 議  長  午後１時まで休憩します。

（１１時５９分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。

（１３時００分）

 議  長  １番 梶原伯夫議員の質問を認めます。

１番 梶原伯夫議員

 １  番  この度、また教育長が交代されました。これからのですね、何と言いますか、小学

校とかですね、宝珠山小学校、小石原小学校にも勤務されたと聞いております。いろ

んな思い出もあると思いますが、これからの東峰村の教育行政、どのようにお考えで

しょうか、お伺いします。

 議  長  縄田教育長

 教 育 長  失礼いたします。ご質問ありがとうございます。

 回答に先立ちまして、まず、５月３１日をもちまして教育長を拝命いたしました縄

田でございます。名前を憶えていただくのをお願いとしながら、ぜひ、ご支援をお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 今後の教育長としての１つのビジョンと言いますか、まだ２週間程度ですので、具

体的な実態分析がまだできておりませんが、私が知り得た限りのことで、これからの

私の考えを申し述べたいと思います。

 まず、東峰村の教育目標であります「チャレンジ精神を持った想像力豊かな村民の

育成、子どもたちの育成」、これを大目標に掲げ、次の３点から具体的に行動してい

きたいと思っております。

 １点目は、やはり新型コロナウイルスから学校を守る。安心・安全な学校づくり、

これが１点目です。
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 ２点目が、やはり将来の東峰村を担う人材、児童・生徒の育成、これが２点目です。

 ３点目が、村人が自己の人生を楽しむ生涯学習の充実という面で、３点から実行し

ていきたいと思います。

 特に１丁目１番地は、学校が再開されて、安心・安全な学校をつくるということが

一番です。

 そのために、もう教職員一同でですね、いろんな消毒作業それから検温、水際対策、

これを本当に一生懸命頑張っております。

 ただ、その影響で、やはり日常の業務に影響が出ているということは否めません。

その辺りを少しでも軽くしていきたいと考えています。

 ２点目が、子ども、生徒が、先生から言われてするんではなくて、やはり自分たち

で考え、こういうときにどう行動すればいいのかということを、考えさせるチャンス

にしたいと思っております。

 具体的には、やはり生徒会とか児童会で、自分たちがコロナウイルスから守るため

に、自分を守るためにどうするかということを、生徒会を中心にですね、子どもたち

みんなで自己決定していくようなことを考えてほしいと思っています。

 ２番目は、東峰村の発展を望んで貢献しようとする子どもですけど、やはりそのた

めには郷土の良さ、郷土愛というものを基盤に学力を付けなければいけません。もう

１つは、村に貢献しようという道徳心を付けなければいけません。その３つをしっか

り子どもたちに身に付けさせたいと考えております。

 ３点目は、村人みんなが、やはり絆づくり、そういった人間関係を、やっぱり今希

薄な時代ですので、それを少しでも結び付きが強くなるような、公民館活動とかいろ

んな社会活動を考えていきたいと考えております。以上です。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  ありがとうございました。子どもたちのため、東峰村のためによろしくお願いしま

す。

 続きまして質問ですが、本当はですね、前教育長に聞かなければいけないこととは

思うんですが、結果的に、今度コロナウイルスの拡大に対しまして、他のところでは

ですね、いろんな問題があったと聞いております。

 この東峰村で、小さくと言いますか、学校関係だけでもいいです。どのようなこと

があって、これがちょっと問題であった、こうすればよかったということがあったら、

お伺いしたいと思います。

 議  長  教育長

 教 育 長  コロナ対策におきましては、もう基本的な文科省、文部科学省のガイドラインとい

うのがありますので、それに則って福岡県教委、そして教育事務所、その指示に従っ

てやっていきました。

 ただ東峰村におきましては、私はうきは市におりましたけど、東峰テレビとかケー

ブルテレビがございましたので、そういった意味じゃ、非常に恵まれているというふ

うに思います。

 ということで、これは、他と比べてあれなんですけど、そういう意味じゃ子どもた

ち、学校と地域を繋ぐ材料としての、そういうメディアというものがあったことが非

常にすばらしいなと、私は思っております。

 問題点としまして、今の段階ではあれですけど、やはり消毒作業とか、子どもたち

をコロナウイルスから守るためのもっと人材をですね、今後確保していかなければい

けないということは考えております。以上です。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  いろんなことはあると思いますが、今後に活かしてですね、子どもたちのためによ
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ろしくお願いいたします。

 続きまして、今言ったＩＣＴ教育ですね、その抱負について、ちょっとお伺いした

いと思います。

 ＧＩＧＡスクール構想ということでありますけれども、ＧＩＧＡスクール構想です

よね。でありますので、いろんな各地でその土地、土地に合った構想があるのだと思

いますが、この東峰村の東峰学園ではどのような構想があるのか、お伺いします。

 議  長  教育長

 教 育 長  ＧＩＧＡスクール構想におきましては、文科省から出されまして、全国でそのため

の整備をやっておるところでございます。

 まずＧＩＧＡスクールのＧＩＧＡというのが、なんか横文字が最近多くてですね、

さっぱり分からないんですね。なんか横文字をすれば新しいものになったような気が

しますけど、そう大したことはありません。

 一応言いますが、ＧＩＧＡは、グローバルのＧですね、アンドイノベーションのＩ、

そしてゲートウェイ フォー オール、すべての人々にとって価値ある世界的な価値

を生み出すような教育をしますよと、いう意味合いに捉えていただけたらいいと思い

ます。そのための材料がＩＣＴ、つまりインフォメーション、これも横文字です。イ

ンフォメーション アンド コミュニケーション テクノロジー、情報での交流をす

る技術という意味合いですね。

 これを基に、子どもたちがタブレットを１台持ちます。タブレット、iPad とかで
すね、それを全児童・生徒に配布する。そして、それだけじゃ繋がりませんので、校

内のネットワークの設備を本年度中に整備して、そして子ども自らいろんなところに

情報を取って、アクセスして、iPad とかスマホと同じようなもんですけど、いろん
な情報を取ると。そして勉強に役立てていくというふうな教育です。

 今後これは、もうこれだけの高度情報化社会においては避けられない技術であると

考えます。

 もちろんこの表と裏の部分でですね、これによって非常にユーチューブを見る子ど

もが増えたりとか、いろんな犯罪に巻き込まれている子が増えるという負の部分もご

ざいますが、実際に正の部分として、そういうふうな高度情報化社会の中で生きてい

く、そして外国人と一緒に渡り歩く、コミュニケーションを取る、そのためにはこの

ＩＣＴの教育というのが、今後どの学校、どの自治体でも盛んになっていきます。

 残念ながらまだ東峰村のほうは今年中にということで、ちょっと遅れている部分が

ありますが、本年度中にやれるということは非常にすばらしいと思います。もっとも

っと遅れている自治体もあります。かなり自治体によって格差がありますので、その

点じゃ非常に恵まれているのではないかと思っております。以上です。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  ありがとうございます。

 いくつかもうおっしゃられましたけれども、わが東峰村は自分たちでテレビ局を持

っています。せっかくの自前のテレビ局であります。この東峰テレビの使い方につい

て、教育長はどのようにお考えか、また、東峰テレビ局と話し合いをしたのか、そう

いうことをお伺いします。

 議  長  教育長

 教 育 長  まず、東峰テレビの活用ということでございますが、まだ東峰テレビのほうには出

向けておりません。申し訳ございません。

 ただ、実際に学校に行きまして、東峰テレビの映像とかを、学校の先生が一生懸命

作っている活動を見ましたので、この前も社会教育委員さんの集まりの中で、学校で

の学園チャンネルが、非常に村人との距離を縮めるツールになっていると、非常に喜
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んでもらいました。

 ですので、私としましては２点、１点目は、学校のいろんな教育の情報を村人に繋

ぐツールとして、いろんな学校の、実際消毒作業とかも大変なんです。共用部分、ト

イレの部分とかの掃除とかもものすごく大変です。その分教材研究の時間が割かれて

います。

 そういったもので、学校の大変さとか先生の頑張りとか、それを村人に繋ぐ一つの

役目としてケーブルテレビを使いたい。

 もう１点は、やはり村人としての郷土愛の醸成と言いますか、村人の方々が、いろ

んな郷土の良さとか、往々にして郷土に住んでいたら郷土のことを知らないというこ

とが結構あるんですよ。私もそうです。朝倉市におりますけど、志波のことはあんま

り知りません。

 やっぱりそういったことを改めてケーブルテレビによって、知識として入れること

によって、こんないい良さがあるんだって、こんなすばらしい活動をしているんだと

いうことで、われらの公民館活動でも取り入れようかと。そういった一つの発展の材

料になればと思っております。

 ということでまとめますと、学校と地域を繋ぐツール、それから村人同士を繋ぐツ

ール、この２つで東峰テレビを活用していきたいと思っております。

 そういう意味で、早々に実際に出向いて、お話をしたいと考えております。以上で

す。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  このテレビ局との協力をやっていただきたいと思います。

 他の自治体はですね、民放テレビとかとですね、協力してやっていったということ

も聞いております。せっかくの、何度も言いますけれども、自前のテレビ局です。思

う存分使っていただきたいと思います。

 そこのところは、これで私の質問は終わります。

 次に、小石原道の駅横のテナントについて、伺います。

 賃貸料の滞納があるとお聞きしたんですが、事実ですか。もしあるとすれば、いつ

頃から、何カ月ぐらいで、どういう理由であったんでしょうか。お伺いします。

 議  長  総務課長

 総務課長  普通財産の貸付けという形でお貸しをしていた案件でございまして、滞納等につい

ての事情については、調査というか、あれは行っていない状態でございましたが、先

ほどの泉議員の質問の中でもお答えしたとおり、催告とですね、退去等の通知をお出

しして、納付についてもですね、お願いしたというところで、５月末だったですかね、

に一応今のところ全額納めていただいているということで、報告は上がっておりま

す。以上です。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  それがですね、今言ったように、６月頃で何カ月分あったか、もう１回いいですか。

 議  長  総務課長

 総務課長  催告等の通知の中でお願いしていた分は、７カ月でございます。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  ７カ月というとコロナ前からですよね。だから、コロナというのは理由にならない

とは思うんですが、もしそういうことがあって、うちには徴収アドバイザーとかいま

すよね。そういう方にもちろんやっていただくのもいいんでしょうけれども、さっき

泉議員がおっしゃっていましたように、紹介の村民がいらっしゃるんであったらです

ね、そういう方をなんでもうちょっと早く利用しなかったのか、お伺いします。

 議  長  村長
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 村  長  ただ今の質問につきましては、６月に入ってからだったと、臨時議会の後ぐらいで

すかね、先月末ぐらいにですね、今の業者さんと同席をしておりました議員の方には

ですね、事情等は説明をしたところであります。

 やはりなかなか借り賃と言いますか、それが入らないということがありましたの

で、そういったご説明は申し上げさせていただいているところであります。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  それで、今言ったように、もう何カ月もですね、たまるようなことがあったらいけ

ないと思うからですね、だから、そういうことがあったら、もう少し早く手を打って、

徴収アドバイザーさんの手を煩わせないようにですね、やっていただきたいと思いま

す。

 泉議員がお聞きしてたから大体分かってはおりますが、確認のためですね、トレー

ラーハウスのほうはどうなってますか。

 議  長  村長

 村  長  泉議員のほうにもご説明を申し上げたところでありますけれども、使用期限です

ね、これにつきましては、庁舎管理規則により、令和２年３月の３１日までというこ

とで許可をしているところでありますので、その点につきましては、撤去していただ

くように申し上げておりますけれども、なかなか撤去をしていただけないということ

があります。

 したがいまして、先ほども言いましたように、５月の１２日に、第２販売所の契約

解除の予告とですね、コンテナの撤去についての通知を申し上げたところでありま

す。

 そういった中で、三日後の５月１５日、設置者と協議し同意を得たところでありま

すけれども、ただ撤去にあたっては移動先などの準備が必要ということで、準備がで

き次第退去、撤去するということになっております。

 一日でも早く撤去してほしいと願っているところであります。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  何度も言いますけど、その村民の方なりを使ってですね、早く解決をしていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

 次にですね、村の交通体系について、お伺いします。

 自分もタクシーに乗っているということもありましてですね、大体内容は分かって

います。どういう困り事があるとかですね、そういうのは分かってはおるんですが、

村長は断腸の思いで、苦渋の決断をした日田彦山線問題、これは一段落をしたと思い

ますが、確かにタクシー券補助とか、自分は必要と思っています。普通コミュニティ

をまわすにしてもですね、やっぱり玄関まで行かないから、やっぱりタクシー券補助

というのは必要であると、自分たちが言うと、なんか非常に悪いみたいに思いますが、

私はそう思っております。

 でですね、今度黒川議員も質問されていましたけれども、どのような方向で、言っ

たようにコミュニティバスをまわすとかですね、実際竹方面、古城原方面、小石原の

ほうにすればですね、奥畑、稗畑、原、皿山方面、遠くは、遠くと言えばあれですけ

ど、塔ノ瀬もありますよね。そういうところの方の足のほうですね、どのような方向

で考えているか、お考えがあればお教えください。

 議  長  村長

 村  長  黒川議員の質問にもお答えいたしましたように、まずはですね、このＪＲ日田彦山

線問題、ある程度解決の目途がついたのではないかなと思っているところでありま

す。

 そういった中で、今、議員ご指摘の、今後の交通体系をどうするのかということは、
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やっぱり喫緊の課題だと思っております。

 そういった中で、総務常任委員会の中でも、そういった委員会を立ち上げて研究等

を行っていただくということでありますけれども、執行部といたしましても同じよう

な中でですね、今後の村における交通体系をどうするのかというのは、検討をしてい

きたいと思っております。

 たまたまですけれども、今日お昼の福岡版のNHKのニュースで、西鉄タクシーが
オンデマンドバスをやっているというところが紹介がされておりました。

 オンデマンドバスとか、そういったデマンドバスとかですね、そういった手法もあ

るとは思いますけれども、村民の方にとって何が一番いいのか、そういったところは

きっちりとやはり調査なり模索をしていきながら、村民の方に喜ばれる交通体系とい

うのは確立をしていかなければならないと思っております。

 そういった中で、執行部のほうもですね、いろいろ調査研究等はやっていって、で

きるだけ早い時期にですね、実行できるような体制はとっていきたいと思っておりま

す。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  そうですね、やっぱり村民が一番喜ぶというのは、自分たちが年配者の方を送迎す

るときにですね、一番困っているというのは買い物です。お医者より買い物です。や

っぱり食べるのは毎日ですから、医者は１週間に１回とか三日に１回とかなってきま

すけれども、そういうふうでありますので、これもよその自治体ですよね、何と言い

ますか移動スーパー、移動スーパーを買うのに、車に補助を自治体が出して、やって

いるというところもあるそうです。

 でありますので、その交通体系の中にですね、そういう移動スーパーと協力と言い

ますか、そういうやれる方がおればですね、そういう方たちとの協力もしていって、

村民に便利のいい、暮らしやすい東峰村を作っていただきたいと思うんですが、その

お考えを聞いて、私の質問を終わらせていただきます。

 議  長  村長

 村  長  買い物、それから高校生あたりは通学ですね、それから働いている人は通勤、いろ

んなところでこの公共交通機関の充実というのは大切になってくると思っておりま

す。

 買い物難民等の問題もありますし、そういったところも含めてですね、どうやって

いけば村民の皆さんが喜んで受け入れてくれるのか、そういったところをしっかりと

考えて、対応をしていきたいと思っております。また、議員の皆さん方のご協力、ご

理解もよろしくお願いしたいと思っております。

 休  憩

 議  長  換気のため１時３０分まで休憩します。

（１３時２５分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。

 （１３時３０分）

 議  長  ８番 大蔵久徳議員の質問を認めます。

８番 大蔵久徳議員

 ８  番  今回ですね、新型コロナウイルスに関して、多大な被害を受けております。そうい

った関係で、今回５項目質問させていただきたいと思います。

 まず、商工業の振興について、お聞きいたします。

 今回のコロナによりまして、商工業者、打撃多大受けております。そういった打撃

をカバーする意味でも、国、県、持続化交付金いただきました。また、先月の臨時会
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におきましても、東峰村におきまして、村持続化緊急支援金給付事業、これを行って

おります。

 大変ありがたいことだと思いますけれども、やはり被害が大きかった分これで十分

かというと、そうでもないわけでございまして、この商工業者の給付金以外のですね、

支援策は村は考えておるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  今回のコロナウイルス感染症の問題につきましては、商工業者の方々等につきまし

てはですね、大変ご迷惑をおかけしているというところでございます。

 そういった中で、現在、地方創生臨時交付金を活用した村の持続化緊急支援金、そ

れと国、県の持続化給付金や雇用調整助成金等の申請に対する支援をですね、商工会

等に行っているところであります。

 また、今後はコロナウイルス感染症緊急融資を受けた事業者へのですね、利子補填

制度等のですね、創設も予算計上をしていきたいと考えておりますので、議会の皆さ

んのご理解とご協力をお願いしたいと思っているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  国が、第２次補正がありまして、その前から国は多額の補正を行うということが分

かっておりました。そういったことも含めて、今回国から指定される前に、村独自で

今回これだけ頂ければ、これだけのことをやりたいと。そういった考えはなかったの

か、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  今の質問は、先を見越した計画ということですか。

 当然、そういったこともですね、考えられると思いますけれども、やはり国、県等

がですね、行う事業が重要でありますので、そういった１２日に第２次補正予算、国

会のほうで通りましたので、それを踏まえて今後の対応等もですね、やっていきたい

と思っているところです。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  よそはですね、独自の支援策等々行っておるところがあると思います。村におきま

しても近隣を見習うとか、国が指定した事業だけやるとかじゃなくてですね、そうい

ったことを考えておってほしかったところで、そういった質問をしたわけでございま

すけれども、今のところないようであればですね、そういったことを望んで、次の質

問に移ります。

 災害のときに自治体のほうから休業要請をして、そして、それに応じたところには

協力金等々があったと思います。東峰村におきましては、今回民陶むら祭のときも窯

元さんは自主休業されました。

 そういったことで、よそには協力金等々を自主休業したところには、あるかどうか

分かりませんけれども、東峰村単独でですね、この協力金等々を払うことができない

か、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  前段のことなんですけれども、村独自でも子育て支援とか、あといろんなことはや

っておりますので、全くやってないということではありませんので、そういった村が

県、国のとおりじゃないことはご理解をお願いしたいと思います。

 それから、自主的に休業した事業主への協力金の支払い、これにつきましては、国、

県の給付対象者にはですね、上乗せという形でやっているということは、前回の臨時

議会の中でもご承知のことだと思っております。

 今後につきましてもですね、状況を見ながら支給範囲の拡大とかですね、そういっ

たところについては、考えていきたいと考えております。
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 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  私は今、商工振興について質問しておりまして、商工振興でそういったことがあっ

たかということで、なかったんじゃなかろうかということで言っております。

 ちょっと聞きます。

 先月の臨時会、それで村からの支援金事業、まだ２０日程度しか経っておりません

けれども、どのくらい申請があったかお聞きします。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  村の持続化緊急支援金ですね、これにつきましては、今現在約２０件の申請が上が

っておりまして、昨日付で２０件の申請が上がっております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  これは、担当課の説明によりますと、商工事業者の数以上に予定を組んでおったよ

うでございますけれども、それから考えると、この人数２０件というのは多いのか、

少ないのか、お聞きします。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  当時と申しますか、臨時議会の折に予算計上させていただいたときには、約２００

者という計算で予算を計上させていただいておりました。

 それでもちょっと多いのではないかとご意見もいただいておりまして、実際今２０

件ではございますけれども、今現実に、実際申請されている事業者の方もいらっしゃ

るというふうに聞いておりますので、もう少し状況を見てですね、どのぐらいの事業

者さんから上がってくるかというのを見て、予算的には若干ありますので、その辺り

をもう少し把握をさせていただきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ２６日から、今日がまだ１０何日だから、その数で良かった、悪かったと言うわけ

じゃないですけれども。

 このせっかくの給付金がですね、早めに使われることが一番いいのかなと思ってお

ります。この支給については、これで終わります。

 続いて、大打撃を受けた陶器組合、この振興についてお聞きしますけれども、今回

トーキコーディネーター事業、村は行うようになっております。

 このトーキコーディネーター事業は当然頑張っていかなければいけないと思って

おりますけれども、この陶器組合振興について、どういった方向で考えておるのか、

お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  前段から申し上げますと、陶器組合の振興につきましては、既に春の民陶祭の中止

に伴いまして、開催しましたネットでの民陶祭の送料等について助成を行っておりま

す。

 また、先ほど議員が言われましたように、コロナウイルスに伴う販売促進のために

ですね、トーキコーディネーター事業への早急な取り組みを行ってほしいという要望

があっておりますので、先日この事業の委託業者の選定を行ったところであります。

 早速業務に着手しておりますので、陶器組合の振興については、この中で進めてい

きたいと思っております。

 また、秋の民陶祭が開催可能な状況であれば、それに向けての振興策を組合と協議

をさせていただきたいと考えているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  陶器組合、陶器のお店にですね、何軒も調査にまいりました。

 そういったとき言われるのは、今度のこのトーキコーディネーターにだいぶ期待し

ておるといったことでございました。
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 これが多大な期待を受けております。そういった中で担当課なり村なりは、どうい

ったサポートをしていくのか、お聞きします。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  委託する業者さん決まりましたので、早速ですね、委員会等の開催を計画しており

ます。

 その中で、当然村も入りますけれども、やっぱり陶器組合さんが主になって事業へ

の取り組みはやっていただきたいというふうには、担当課では思っておりますが、当

然担当課としてもサポートはやっていく、当たり前のことだと思っておりますので、

そういう形では進めさせていただきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  サポート、当然だというわけでございますけれども、なんか商工会と担当課があん

まり会ってないのかなと、会ってないというか、密に会議をしてないのかなという、

今回のことに限ってではないんですけれども、前からよく思っているんですが、そう

いったことを考えてですね、サポートのほうを密に会議等々をやっていただいてです

ね、進めていただきたいと思います。

 次に、伝産館のことについて、質問をいたします。

 伝産館、コロナの影響で、小学校の子どもたちの体験学習なくなって収入が激減し

ております。また、伝産館の売り上げも激減して、結局経営状態が非常に悪化してお

ると聞いておるわけでございますけれども、村はどういった支援策を行うのか、お聞

きします。

 議  長  村長

 村  長  コロナウイルスの影響によりまして、全国的な休業要請や自粛の要請を受けて、村

の観光施設等についても大きな影響を受けているところであります。

 伝産館におきましては、組合費や陶芸体験事業等に伴う収益が大きくて、春の民陶

祭の中止や学校の休業等に伴う体験事業等の中止により、運営状況は悪化していると

いうことは聞いております。

 このようなことから、伝産館をはじめすべての村の観光施設につきましては、現状

または今後の状況を踏まえまして、対応を検討してまいります。

 したがいまして、改めて議員の皆さん方にもご協力をよろしくお願いしたいと思っ

ております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  村の基幹産業でありますので、村長がそういったことで、前向きに考えておるなら

ば、私たちもそういったふうで考えていかなければならないのかなと思っておるとこ

ろでございます。

 続きまして、商工振興最後になりますが、商工会から、いつですかね、４月に要望

書が出ておりましたね。そういった中に、結構多項目ありましたけれども、村はその

後どういった対応になっておるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  商工会からの要望というのはいただいております。

 大きく分けまして、３点の要望をいただいていると理解をしているところでありま

す。

 １つ目が、廃業・倒産を防止する緊急対策につきましては、持続化給付金や融資に

係る利子補給制度の創設についての要望でありました。

 持続化給付金につきましては、現在実施しているところでありますけれども、また、

今後利子補給につきましては、前向きにですね、先ほども言いましたように、検討を

いたしてまいりたいと思っておりますので、予算が絡みますので、議会等のご理解を
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お願いしたいと思っております。

 ２点目の、感染収束後の地域経済策につきましては、今回の補正予算に計上してお

りますが、２割のプレミアム付商品券の発行に対してのですね、助成を行いたいと考

えておるところであります。

 ３点目の商工会支援体制の強化につきましては、国、県の持続化給付金や雇用調整

助成金の申請に対する支援等をですね、商工会に現在行っているところであります。

 なお、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、事業者等の皆さんを積極的

に支援をしていく所存でございますので、改めて議会のご理解をお願いしたいと思っ

ているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  現時点のところでお話をいただきました。今後また、これに増えて助成があるとか、

そういったことがあるんでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  先ほども答弁をさせていただきましたように、補正予算が国のほうでもついており

ますので、今後村といたしましても積極的にですね、支援をしたいと思っているとこ

ろであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  それでは、そういったことで進めていただきたいと思います。

 続きまして、防災について質問させていただきます。

 午前中黒川議員のほうから避難所についての質問がありましたけれども、重複する

部分があるかもしれませんが、質問させていただきます。

 まず、避難所での感染防止策はどうするのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  黒川議員の質問等にも回答させていただきましたけれども、まず、避難所での感染

防止対策、これはやはり３密を避けるような対応を取ることが大事だと思っておりま

す。

 そういった中で、やはり避難所施設のですね、拡大とか、そういったところを今後

もやっていきたいと思っているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ３密を避ける、それは当然のことでございますけれども、先日内閣府から提出され

ました自治体向けのあれを見ましたけれども、避けるだけじゃなくて、清掃、消毒が

大事だということでございました。

 これを見ると大変なことをしなくちゃいけない。１日３回の掃除等々があります。

こういったことを避難所で、現状でできるのか、お聞きします。

 議  長  総務課長

 総務課長  避難所の運営につきましては、当然そういう飛沫防止とかですね、除菌に係る部分

については当然行う。それについては、ちょっと回数等のマニュアルとか、その辺り

はまだ定めておりませんが、少なくとも国の基準に達することができる。ちょっと確

約はできませんけど、そういうふうに努力はしたいと思います。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  職員の方だけでは当然できないことだと思います。そういった中で、やはり地域の

方たちにこういったことを早めに教えていただいて、そして、みんなでこの避難所運

営をしていかなければならないと思いますけれども、その辺りはどう思いますか。

 議  長  総務課長

 総務課長  当然そういう形でやっていただく、自分の避難しているところのスペースの衛生管

理とかですね、その辺りについては、職員等の指導等は必要、また、次亜塩素酸水で
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したっけ、あまりコロナに対する影響は報道等では言われておりますが、そういった

ものをライオンズクラブ等から寄付していただいております。そういったものを有効

に使って、まめなそういう形での衛生管理については、一緒にですね、当然行ってい

かなければいけないというふうに思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員 

 ８  番  ぜひともですね、避難所からコロナが感染しないようにお願いしたいところでござ

います。また、感染しないためにも分散避難をしなければならないということを言わ

れております。

 今回、村の指定の場所が、いずみ館、村民センター、そして小石原公民館ですかね、

それと宝珠の郷がありました。これ以上に避難所を増やす考えはあるのか。

 ありましたね、いくつか、船の館とかありましたけど、それ以外はもうないんです

かね。

 議  長  村長

 村  長  黒川議員の質問等にも答えましたように、最悪の場合を考えますとですね、東峰学

園、そういった教室等もですね、使っていかなければならないのかなと思っておりま

す。そういったところも順次、適宜判断をして、取り組んでまいりたいと思っており

す。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  １０日ですかね、NHKの視点論点があっておりました。「今考える災害時の避難」。
 これで、東大の片田教授が述べておりましたけれども、３密を避けるために、今ま

で体育館等々を使っておりましたけれども、それじゃなくて教室を使えと。

 そして、よその自治体においては学校の統廃合があって、学校、うちの東峰村みた

いに使ってない校舎、それを使った避難所を設けているところがあります。

 東峰村は旧宝珠山小学校の活用は考えなかったのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  前回もそういう質問をいただきました。なかなか電気を引き込むにしても、それか

ら水道施設等についてもですね、事前からやはり調査なりをしておかないと、そうい

ったところは、なかなか至急は無理だと思っております。

 そういった中で、現在ある、現在動いている東峰学園等につきましてはですね、そ

れはその時期が来れば、また活用できるところでもありますので、まずは子どもたち

の学業等の影響もあるかと思いますけれども、そういったところも今後視野に入れ

て、やはり考えていくということは必要じゃないかと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  小学校の再利用については、去年の６月議会、９月議会で検討委員会を立ち上げて

くれという話をして、村長は行うようにしておりました。それから１年間何もやって

おりません。

 今回もし、そういった検討委員会をしておって、その中で私は、住民からあそこを

避難所にしてくれという意見をいっぱい聞きます。

 そういったことを話しておけば、今回もいちいちあそこをどうしようかと今考える

んじゃなくて、ずっと前から考えておることができたと思いますが、今まで何でそう

いった検討委員会を行ってこなかったのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  旧宝珠山小学校の利用につきましては、大蔵議員が一番ご承知だと思いますけれど

も、私どもの提案に対して、提案が受け入れられなかったという実態がございます。

 そういった中で、先ほども言いましたように、いろいろと私も再度企業等のですね、

誘致等については考えて、行動を起こしておりますけれども、なかなか難しいところ
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であります。

 私の考えとしては、いずれにいたしましても、あの旧小学校跡地につきましては、

何か企業等を持って来て、そして、村民の方がやはり稼げる場所をつくりたいと考え

ているところであります。

 その後、大蔵議員あたりが、何かいいお考えがあれば、またお聞かせを願いたいと

思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  私は何度も避難所がいいと言っております。

 だから、そういった中で、村長、６月も９月も検討委員会やりますと言ったんです

よ。

 今は何ですか、私は工場がいいから、企業誘致をしたいので。じゃあ、答弁したの

は、あれは何だったんですかね。そういったことを行うと言ってたんですよ。その辺

りお聞きします。

 議  長  村長

 村  長  そういう発言もしていたかと思いますけれども、まずは、やはり災害復旧、それか

ら日田彦山線問題等々もございまして、なかなかそういったところに取り組んでいけ

なかったというのは、まずもってお詫びをしたいと思っております。

 今後につきましても、また検討委員会、それは、できれば議会の皆さんを含めまし

て、検討委員会等を立ち上げていければいいのかなと思っておりますので、そういう

提案があった場合には、ひとつご協力をよろしくお願いしたいと思います。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  １年遅れでありますけれども、早急に立ち上げていただきまして、村民の意見を十

分に聞いて、そして行政の移していただきたいと思います。

 続きまして、この指定された避難場所だけじゃなくて、これも午前中言いましたか

ね、安全な場所に避難すればいいかということで、これは勧めるということでよろし

いんですかね。

 議  長  村長

 村  長  これは、勧めていただきたいと思っているところです。

 黒川議員のところにも言いましたけれども、昨日こういうパンフをですね、ちゃん

と配布しております。

 まずは、自分の住んでいるところが安全なのか、安全じゃないのか、まずは防災マ

ップ等で確認をしていただき、そして安全な場所であればですね、ここに書いてあり

ますように、避難等の、する必要はないと言いますか、避難等の判断はそこでやって

いただき、そして行動を起こしていただきたいと思っているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  避難はですね、今までがやりすぎるかな、なんですかね、避難に躊躇したらいかん

と言われますけれども、やはり土砂災害特別警戒区域にも入ってないのに避難を呼び

かけておったのが、そういった感じで緩められるのは良いことかなと思っておりま

す。

 そういった中でも、やはり大変なところは避難所に行きたい、避難所に行ってもそ

こは心配だから車の中で避難したいというところがあります。

 グラウンド等々ありますけれども、グラウンドはぬかるみがあります。だから、そ

の車中避難するその人たちの場所は確保しておるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  車中避難につきましては、避難所へ避難した方の３密回避のため、避難者の判断と

して車中避難になると思っております。
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 車中避難者専用の場所の確保は行いません。ただし、車中避難をする方は、河川や

山の近くの駐車場の区画には停めないようにするとか、車中避難の場合のエコノミー

クラス症候群予防等のチラシを配布して、注意喚起など対応を行っていく予定であり

ます。

 ただですね、そうは言いましても、村民グラウンドとかトイレの建て替え等もやっ

ておりますし、それから村民センターですね、ここにつきましても、外部からのトイ

レ等も設置をしているところでありますので、車中避難をされる方につきましては、

くれぐれも注意をしていただいて、対応をしていただきたいと思っているところであ

ります。

 休  憩

 議  長  大蔵議員、換気のため休憩を、２時５分までしたいと思います。

（１４時００分）

 再  開

 議  長  一般質問を再開します。

（１４時０５分）

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  車中避難は、やはりエコノミー症候群等々が出やすい等で、やはり気を付けなけれ

ばいけない。そういったこと等は対策していかなければなりませんけれども、避難者

においてもですね、やはりマスク着用で避難しておると、やっぱり熱中症の心配もあ

る。また、体を動かさないから、それこそまたそちらにおいてもエコノミー症候群の

心配がある。

 このための、避難した人たちのですね、健康確保はどうなっておるのか、お聞きし

ます。

 議  長  村長

 村  長  健康確保の件でございますけれども、これまでと同様にですね、まずは避難所の生

活環境、衛生環境を常に良好なものになるように努めることが先決だと思っておりま

す。

 また、自己申告による避難者の体調確認はもちろんのことですが、診療所の医師そ

れから保健師等保健福祉課が中心となり、外部の医療チームや保健所などとの連携を

はかりながら、ケアをはかっていきたいと考えているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  村が用意したところにはエアコンが効いて快適な場所もあれば、村民センターに行

けばやはり蒸し暑く、避難するときは不快指数の高いときに避難をします。そういっ

た中で、いかに健康を保つか、老人の方もいらっしゃいます。高齢の方もいらっしゃ

います。そういった中で、いかに涼しく快適に過ごしてもらうかということで、村民

センター等々はエアコンはありませんけれども、扇風機等々の準備は当然あるんです

よね。

 議  長  総務課長

 総務課長  ３年前のときにですね、整備いたしました部分を、まだ備蓄という形で置いており

ますので、それを活用するという形になります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ぜひともですね、健康な人たちばかりではありませんのでですね、そういったとこ

ろの対策を万全に行っていただきたいと思います。

 続きまして、こういった今日村長は、資料を１５日に配ったと言いました。大行司

地区は今朝でございましたが、私はまだ見てないんですけれども。

 これまでですね、避難について、住民説明会等々が行われてこなかったのはなぜか、
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お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  住民に対してのですね、避難に対する説明会、これまで開催しておりません。

 しかしながら、避難に関するための必要な情報等はですね、適宜区長会等で協議を

行い、また、見てないということですけれども、全戸配布によりお知らせをしている

ところであります。

 避難につきましては、区長会での協議を踏まえた村からの情報や避難行動、要支援

者支援計画の作成、地区防災マップ、タイムラインなどを参考に、地域の役員や防災

班長、支援者などで協議をしていただき、毎年実施している防災訓練により、避難行

動についての訓練を実施しているところであります。

 村といたしましては、説明会より訓練を通じた経験を積み重ねることが重要と考え

ているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  梅雨にはもう入りましたけれども、東峰村の訓練は６月２８日です。実際村民の方

たちは、資料を配ったから見ているかというと見てない方もいらっしゃる。私も今回

恥ずかしながら見ておりませんでした。

 そういった中で、やはりこの説明等々をですね、早めから行って、たぶん県からの

説明はあったんじゃないですかね。早めに住民説明会を行えというのは、ありません

でしたか。

 議  長  総務課長

 総務課長  通常５月の下旬にですね、防災対策の担当課長会議等行われるんですが、今回コロ

ナの関係で会議が中止になったという部分もあります。そのときに説明が、本来であ

ればあったのかなと思いますけど、住民説明会を行ってくださいという部分について

は、ちょっとすみません、申し訳ございませんが、自分の記憶の中ではそういう話が

県からあったということは、記憶してございません。申し訳ございません。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  テレビのニュースでございますけれど、朝倉地区におきましては、小規模の説明会

があっておりました。職員が出向いてですね。やはり災害を体験したところはですね、

やはりこういったことを素早く動くんじゃなかろうかと思います。

 だから東峰村が、今まで行ってこなかったのは、私はほんと落ち度があるんじゃな

かろうかと思います。もう梅雨に入る前にこういった話を住民に話して、今回は、避

難はこのくらいで大丈夫です。口頭で言っていただければよかったと思いますが、そ

の辺りはどう思いますか。

 議  長  村長

 村  長  東峰村におきましては、九大の三谷教授等も入っていただき、村歩きをやっていた

だきまして、防災マップそれからマイタイムライン、そういったものの作成等もやっ

ております。

 そういった中で、やはり個々の方がですね、防災意識等は相当向上しているのでは

ないかと思っておりますし、また、地区防災マップ等も通じまして、ぜひとも、やは

りその地域に根差した区長さん方等が中心になって、防災計画等は作っていただいて

おりますので、そういったものの実行等はやっていただければと思っております。

 村が説明会を行っていないわけでございますけれども、そういった中で、皆さんが

一緒になって考えて作ったのが地区防災マップとかタイムラインでございますので、

ぜひともそういったものの活用等を今後ともお願いしたいと思っています。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  防災マップとかタイムラインのことは分かっているんですよ。今回なんで説明しな
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かったかというのは、コロナウイルス関係で避難所にどうするのかということを、大

丈夫だから、３密を避けております。どこに避難してください。そういった話ができ

たんじゃなかろうかと思うんですよ。

 コロナがなければ普通どおりでいいです。コロナがあったから、そして、避難所に

行っても安全だというようなことを村のほうから示してくれれば、場所も増やしたし

大丈夫ですよ、そして無理に、なんですか、土砂災害警戒区域に入ってないところは

避難しなくてもいいですよということを、説明することができなかったのかと思いま

すが、村長どうでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  既にもう梅雨に入っておりますし、また東峰テレビ等でですね、そういった対応は、

今年に限ってはさせていただきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ぜひとも、よその手本になるような避難所の運営ができればいいと思っておりま

す。

 続けて、高齢者福祉について、質問をさせていただきます。

 このコロナ禍の中で、やはり外出自粛を行っておりました。特に高齢者の方にとっ

てはですね、健康被害が心配されるところでございます。持病の悪化、また要介護・

要支援の認定を受けてない認定前の高齢者の方たち、こういった方たちの健康が危惧

されるわけでございますけれども、今から先は緊急事態宣言が解除されておりますか

ら、外出は自粛はしないでしょうけれども、これまで、そういった中で健康被害があ

ったのか、そして、その対策はあったのか、お聞きします。

 議  長  保健福祉課長

保健福祉課長  高齢者の健康被害が懸念されるということは、テレビ等でもですね、報告されてお

ります。

 本村におきましても、やはりゲートボールやグラウンドゴルフなど、そういったの

を自粛して、体を動かす機会が減ったという話は伺っております。

 ただ、この自粛期間中において、特段対策を取ったかと言われますと、そのような

情報提供のみに終わっていたのが現状でございます。

 今後考えておりますのが、高齢者の健康維持ということで、フレイル予防と言われ

ておりますが、そういった家庭でできる、自宅でできる運動方法などを東峰テレビで

流すなど、また、社会教育のほうと連携を取りながら、簡単な運動をまた東峰テレビ

等を活用して流すと、そういった対策は考えているところでございます。以上です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  集落支援員の方たちがいらっしゃいますけれども、やはりコロナでどうだったのか

分かりませんけれども、集落支援員の方たちの活動はどうであったのか、お聞きしま

す。

 議  長  保健福祉課長

保健福祉課長  大蔵議員質問の、次の質問のほうに繋がってくるかと思っております。自粛による

孤立ということで、ご質問を受けておるわけですが。

 外出機会が失われますとですね、孤立感というのが当然高まってまいりまして、そ

ういったときにですね、孤立感を感じさせないように、村のほうとしても対策は考え

ております。

 新型インフルエンザ特別対策措置法の中におきましても、要支援者の安否確認を行

うことということが謳われております。

 そういった観点から、集落支援員と包括支援センターとで連携を取りながら、緊急

事態宣言期間中は、平日毎日安否確認を行ったところでございます。
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 解除後につきましては、従来どおりの訪問を開始しております。以上です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  本当にですね、そんなことしていただいておったならば、本当にありがたいことだ

と思っております。

 コロナということで、集落支援員の活動も制限されておったのかなと思っておりま

したけれども、本当にありがたいことだと思います。

 この自粛に繋がる孤立ですね、またこれもネットばっかり調べているんですけど、

ネットの中では元気な人が「元気にしてますか」と電話をかけると。そちらからまた

別の方に電話をかける。お元気コールというのがあったそうですね。こういったこと

は参考になるか、お聞きします。

 議  長  保健福祉課長

保健福祉課長  この安否確認を行ってくる中でですね、集落支援員の活動日誌等を見させていただ

きますと、やはり自分が元気と思っている方は、もう毎日電話しなくていいよとおっ

しゃられる方もいますし、やっぱり孤立化を感じている方は、毎日電話してくれるの

がありがたいと言う方もおられると、そういった活動内容をですね、日誌のほうにま

とめております。

 そういう状況を考えますと、やはり特別な期間中であったというのは思っておりま

すので、そういった対策は必要かと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  コロナの影響でですね、次のですが、今後の地域での集い方の在り方、これは変わ

ってくるのか、お聞きします。

 議  長  保健福祉課長

保健福祉課長  以前より実施しておりましたいきいきサロンでございます。緊急事態宣言解除後は

徐々に各地で再開されております。

 地域コミュニティで集まりましてですね、そういった活動を行うことは、やはり先

ほどからあります孤立を防ぐとかフレイル予防とか、そういったことに繋がってまい

りますので、重要なことであると村のほうとしても考えておるところでございます。

 しかし、この地域での集いの在り方はですね、コロナ緊急事態宣言以前の状況でで

きるのかというと、やはりそうではないかと、新型コロナウイルス感染症の予防対策

を徹底しながら、このいきいきサロン事業を行っていただきたいと思っております。

 そのためにはですね、厚生労働省が示しております感染拡大防止に配慮して、通い

の場との取り組みを実施するための留意事項と、そういったものを示しております。

 それをですね、資料に作成しまして、今月の２９日にいきいきサロンの代表者を集

めて、安全に活動していただけるような説明会を行う計画を持っておるところでござ

います。

 その他ですね、地域で集まる場合については、どうしてもやはり新しい生活様式と

言われておりますけど、細心の注意を払っていただいて、感染予防に努めていただき

たいと、そういった広報は努めてまいりたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  地域力を高めるためにも、やはりこういったいきいきサロン等々続けていただきた

いと思います。ぜひともお年寄りの方たちがですね、元気で地域に残っていただくと

いうことがベストであろうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。

 続けて、移住施策について、質問をいたします。

 ネットを見ておりますと、コロナ後を見据えてですね、移住者の受け入れ準備を進

めている自治体等々があります。

 やはりコロナで密接した土地にはおれないと。それとかオンライン、Ｗｉ－Ｆｉ等々
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の整ったところではそれで仕事ができると、テレワークですか、そういったことがで

きるということで、受け入れる準備をしている自治体がありますけれども、東峰村は

どんなふうに考えておるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  先ほど議員も言われましたように、このコロナに関しましてですね、やはり従前の

考え方から、やはり田舎でのですね、やはりテレワークとか、そういったところが見

直されたところかなと感じているところであります。

 こういった機会をチャンスと捉えて、移住者の希望が叶うようなですね、ワンスト

ップ窓口や引っ越しに要した経費の一部補助、受け入れ空き家の改修補助、そういっ

たところのですね、充実を図っていきたいと考えております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  この受け入れ態勢、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整ったというばかりでなくて、衣食住、結構

それが揃ってなくちゃならないと思います。

 東峰村におきましては、以前からコンビニがなかったとか、食べるところがないと

か、そういったこともありますし、そういったとこの、これは整備として難しいかも

しれませんけど、どうにか働きかけて来ていただけるとか、その村営の、例えばいず

み館に売店をつくるとか、そういったこと等々考えられないのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  移住者に限らずですね、先ほどから問題になっています地域交通の話等もございま

す。

 そういった中で、やはり村民の方が暮らして良かったと、住んで良かったと思える

ような村づくりというのは必要になってくると思いますので、今後そういったことも

含めてですね、村としても取り組みをやっていかないかんのかなと思っております。

 そういったことも含めまして、今後考えていきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  受け入れるにあたって、住宅の建設、また宅地の整備等々行うのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  住宅建設等はですね、この直近の５年間で３４戸の住宅を整備をさせていただいて

いるところであります。

 しかしながら、やはり移住者の方を呼び込むとか、そういったところの住宅という

のは不足をしていると、私も思っております。

 そういった中で、やはり村といたしましても、予算的には非常にこの災害復興で厳

しい中でありますので、民間企業のですね、力を借りたＰＦＩとか、そういった形で

の活用をして、住宅建設等ができないものか、そういったところも今後考えていきた

いと思っております。

 いずれにいたしましても、地域で見ますと、やはりどんどん過疎化している地域と

いうのが、ちょっと顕著になってきたかなと感じているところであります。

 そういったところを、いかに以前の活力を取り戻すのか、そういったところにつき

ましては、やはり住宅建設等もやりながら、子どもの賑わいが聞こえてくるような地

域づくりというのは、今後目指していきたいと思っておりますので、また一つ相当な

お金がかかると思いますけれども、議会のほうのご理解、ご協力をお願いしたいと思

っております。

 宅地がですね、なかなかないんですよね。

 議員もご承知のように、土砂災害警戒区域外になりますと、なかなかこの村でも安

全なところがない。

 ただ、大字小石原とかですね、そういったところでは、比較的あるのかなと思って
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おりますけれども、場所等も非常に狭いような状態でありますので、その辺りも考慮

しながら、また、そして中山間地の指定等も田畑等は受けているところもありますの

でですね、そういった等も考えながら、今後政策のほうを行っていきたいと思ってお

ります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  要するに住宅のほうは安全なところに建てますし、村の住宅等々はですね、安全な

ところに建てますけど、空き家等々はやはり山に張り付いたような家が多ございます

のでですね、ぜひとも前向きに進めていただきたいと思います。

 ちょっと時間がないので飛ばします。

 次に、教育関係を質問させていただきます。 

 東峰学園がですね、長い間休校になっておりまして、先ほど話が出ておりましたよ

うに、先生方がですね、東峰学園ですか、やられてですね、一生懸命先生方のそうい

った努力を見ることにつけまして、本当にすばらしいことだなと感心をしておりまし

た。

今回２カ月ぶりに始まりましたけれども、学校の感染対策は万全か、まずお聞きし

ます。

 議  長  教育課長

 教育課長  感染対策ということで、国の新型コロナウイルス感染症対策マニュアルに準じて、

保護者に毎朝児童生徒の検温をして、表に記入してもらって、学校に持って来てもら

っています。また、校舎に入る前にも体調チェックと体温測定を行っています。

 月曜日から、昨日からはＡＩサーマルカメラ、サーモグラフィーを導入したことに

よって、体温チェックを玄関で行っております。

 また、各クラスにかえっても非接触型体温計を常備して、児童生徒の体調に気を配

っているところです。

 学校の薬剤師、校医等とも連絡を取り、消毒液の確保や消毒の方法をお聞きしなが

ら、教室のドアノブ、スイッチ等の共有部分、机や椅子等の消毒を、全職員で毎日、

夕方、また必要に応じてその都度行っております。

 また、給食の前後にも机等の消毒、配膳は全職員で手分けして各クラス、３人ほど

の職員が各クラスに入りまして配膳をして、子どもたちが給食を食べている状況で

す。

 また、トイレ等の掃除、消毒等もすべて職員で行っております。

 職員等におきましても毎朝体温のチェックと体調、体温のチェックを行っていると

ころです。以上です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  通常の仕事以上の仕事をされておるということで、本当に感謝の気持ちでございま

す。

 子どもの感染者もですね、北九州等で出ましたのでですね、東峰村ではぜひともそ

ういったことがないようにお願いしたいところでございます。

 それから次の、この２カ月間の休暇がございましたけれども、この２カ月間の遅れ

をどう取り戻していくのか、お聞きします。

 議  長  教育課長

 教育課長  ２カ月間の遅れをどう取り戻すかとご質問ですが、今年度に限りまして夏休みの期

間を８月の８日から２３日までの１６日間とさせていただきます。

 例年行われていました集会等の行事を取りやめて、行事のスリム化により、その時

間を授業時間に充てて確保しております。

 また、郡内での学校等での授業の進め方等の協議を行っていますので、８月末まで
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には１学期の授業が終了する予定です。以上です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  夏休みが短くなる、子どもにとってはかわいそうなことでございますけれども、仕

方ないのかなと思いますが。

 １日の授業日数を増やすとか時間を増やすとか、そういったことはないんでしょう

か。

 議  長  教育長

 教 育 長  現在のところ時間数を増やすとなると、非常に今子どもの体力が低下した状態で、

やはりかなり生活リズムが乱れた状態で今来ております。だから、急に７時間とかに

増やすと、子どもにかなり負担が感じる。特に低学年の子どもにはそうなってきます。

 だから、できるだけの緩やかなあれで、そういうことも考えますし、土曜授業とか

も、これからもしかしたら考えていかなければいけないのかもしれませんが、今のと

ころ音楽とか体育とかそういうものがかなり制限されています。

 つまりボール運動ができない、音楽の合唱でマスクしたまましか、外を向いて合唱

指導しかできない、非常に制限されています。

 だからその分、やはり受験教科とかに絞って、ある程度５教科、４教科に絞って充

実させていくというところで、なんとかクリアしております。以上です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  伯夫議員が質問されましたけど、ＧＩＧＡスクール構想がありました。

 今そういった感じで、子ども一人一人にタブレットが配られておるということでご

ざいます。

 そういった関係、よその地域でもオンライン授業等々もあっておると聞いておりま

すが、これはどんなふうに進めるのか。また、可能性がどんなことがあるのか、お聞

きします。

 議  長  教育課長

 教育課長  東峰学園で各家庭のＷｉ－Ｆｉ環境の調査をした結果、小学校では７９％、中学校

では９３％の児童生徒のＷｉ－Ｆｉ環境が整っていることが分かりました。

 今後全生徒にタブレット１人１台整備することになりますが、オンライン授業がで

きるように、今後環境整備を整えていきたいと、全児童が同一の環境で授業が受けら

れるように環境整備を行っていきたいと思います。

 併せて東峰テレビの効果的な活用も検討していきたいと思います。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  画一的な授業ばかりじゃ理解度の違う子どもたちにとって、十分な教育ができない

のを、その子の理解度によって、そういったオンライン授業でそういったことが、理

解度に合わせた授業などができるのか、お聞きします。

 議  長  教育長

 教 育 長  このオンライン授業、タブレットが配布されることによって、家に持ち帰って、そ

して自分の課題、またどこまで積み上げたかに応じて課題が出てきます。それについ

て、やっぱ自分なりの習熟度に合わせて勉強が進んでいくという個別化、個別最適化

という重点課題として受けておりますが、そういう方向で進めていこうと思っており

ます。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員、最後の質問になると思います。

 ８  番  このタブレットがあることでですね、よそよりもほんと東峰村はすばらしいなと言

われるようなことができればいいかなと思っております。

 最後にですね、このコロナで大変な思いをしている東峰学園の方たちに、地域でど

んなサポートができるのか、お聞きします。
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 議  長  教育課長

 教育課長  現在、先ほどもご説明していましたが、先生方が消毒等を行っていまして、給食の

配膳等も行っていますので、地域の方々でお手伝いしていただける方がいらっしゃっ

たらいいなということで、現在、会計年度任用職員等の募集も行っていますので、そ

れを活用したいと思っています。

 休  憩

 議  長  ２時４０分まで休憩します。

（１４時３５分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。

（１４時４０分）

 議  長  ７番 長澤貞義議員の質問を認めます。

７番 長澤貞義議員

 ７  番  私の質問は、ＪＲ日田彦山線について、お伺いいたします。

 質問の順番に沿っていきます。

 まず、１番目の質問でございますが、ＪＲ日田彦山線が九州北部豪雨災害でああい

うふうに、もうひどい状態になって不通の状態が続いておりますが、先日の福岡県知

事と住民との懇談会で、結局知事の判断が示されたんでございますが、災害以来です

ね、わが村はですね、鉄道での再開、復旧を望むということで、ずっと通してきたわ

けでございますが、残念ながら知事の判断はですね、ＢＲＴという結果になってきた

わけでございます。

 その中で当村としてですね、災害が発生した以降、ＪＲ日田彦山線の復旧について

ですね、他の自治体、先進事例ですね、こういうことを模索して研究をしてきたのか

を、まず伺います。

 議  長  村長

 村  長  当然ですね、他の自治体の復旧方法とかですね、そういったものは調べた上での行

動でありました。

 只見線の問題とかＪＲ山田線の問題とか、そういったところは把握をしておりまし

たし、そういったところにならないようにですね、やはり東峰村としては精力を尽く

してきたというところであります。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  私もですね、福島県の只見線についてですね、ちょっと資料をいろいろ調べてまい

りました。

 その中で、福島県の只見線はですね、平成２３年の７月に新潟県と福島の豪雨で被

災をして、その結果ですね、６年後に結局ＪＲと福島県が災害の復旧の答えが出まし

て、上下分離方式ということで解決をしたそうでございます。

 その中で、福島県の災害の復旧工事や、それから毎年の維持運営ですね、これに係

る２億１，０００万の金額に対しまして、福島県が７０％負担をして復旧をすると。

それから、各沿線自治体にもですね、負担を求めまして、２９％ぐらいの、沿線自治

体が７市町村ですかございますが、そこに求めて復旧をすると。

 それから、周辺の自治体に対しましても１％切るぐらいの負担をしていただいて、

只見線が完全に元の状態に復旧するという結果が出ております。

 ところが福岡県においては、福岡県知事が災害当初はですね、私も記憶しておりま

すが、鉄道以外の復旧はあり得ないというような言葉を、知事が言ってたのを確かに

記憶をしております。

 しかしながら、今までですね、鉄道復旧という言葉は、その後聞かれなかったです
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ね、結局。

 こういうふうにですね、福島県においては県が大々的に主導をいたしまして、沿線

の市町村に対して、それから周辺自治体に対しても協力を依頼して、こういう結果に

なったんだと思います。

 しかしながら福岡県においてはですね、そういう全体的な復旧に対する会議もなか

っただろうし、本当に残念なことではございますが、村長にちょっとお聞きします。

 福岡県知事に災害後ですね、知事と彦山線の問題でお話をされたことが何回かあり

ますか。

 議  長  村長

 村  長  福岡県知事とのですね、話で最たるものは復旧会議です。５回行っております。

 それから、知事がですね、一度東峰村にみえられましたね。これは日田彦山線がメ

インじゃなくて、朝倉市の応急仮設住宅、それの撤去のときの話、地元の話のときに、

東峰村も当然、応急仮設住宅ありましたので、そこを視察に来られました。その後、

村長室で知事とは話をさせていただいたところです。

 知事とは、復旧会議等ではですね、そういった中では話す機会とか、それは当然あ

ったわけでございますけれども、今振り返ってみますと、広瀬知事のほうがですね、

大分県知事のほうが主導権と言いますか、発言は多くてですね、自治体の中でも発言

をするというのは、私が多かったほうじゃないかと、今思っているところであります。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  ということは、現在の福岡県知事は、そういった地域を取りまとめるという力とい

うんですかね、そういうのが発揮できなかったから、こういうことになったのかなと

私も思うんですよね。

 次のＪＲ九州の考えですよね、結局もう災害が起きて、ある程度の時間が過ぎてか

ら、もう１億６，０００万の負担を、地元自治体に負担をしてくれが復旧の条件だと

いうことでですね、それが出されたら、もう日田市も添田町も、もう負担はあり得な

いということしか言わないし、もうＪＲの考えそのものがずっと押し通されてきたよ

うな感じで、今日まで来たんだと思います。

 復旧してですね、運行を求めるということがですね、もう無理かなと私は、当時は

思っていました。県も動かないしですね、もうこれは復旧しても運行そのものを求め

るならば、もうＪＲは動かないなと、１億６，０００万の負担をぜったい外さないな

と。

 しかしながら、福島県においてはですね、県が主導して、さっきご説明したとおり、

７０％県が負担して、復旧ができる話ができたわけですね。ところが、福岡県におい

ては、人口の違いもですね、ちょっと言いますと、福島県の人口は約１８３万です。

福岡県は５１１万です、約。もう３倍近い人口がいるんですね。もう福島県のですね、

只見線の沿線の自治体はですね、７市町村ですが、一番多いところで、会津若松市で

１１万８千人、約。その次に多いのが会津美里町が１９，３８１人、あとはですね、

一番少ないところは三島町で１，４５２人です。わが東峰村よりもずっと少ないです。

そういう状況の自治体が集まったところですね。

 ところがですね、福岡県のＪＲ日田彦山線を見ますとですね、まず北九州が約９３

万７千人住んでいますね。それから香春町が９，９７５人、これも確かな数字ではあ

りませんので、約で言っておきます。田川市が４万６，２３０人、それから川崎町が

１万５，１７４、添田町が８，８６１、東峰村が２，０５３、日田市が６万２，３３

１人でございます。圧倒的に福岡県の沿線自治体の人口はですね、もう圧倒的に福岡

県が多いんです。

 それなのに、なぜかこのＪＲ日田彦山線はですね、もう鉄道での復旧が難しいとい
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う状況になった次第でございます。

 村長は、最初からですね、鉄道復旧を言っておられました。

 しかしながら、ＪＲ九州の考えと県がそういう対策を行わないということを感じて

ですね、鉄道での復旧というのは、できるという思いがありましたか。

 議  長  村長

 村  長  結果論の話でございますね、そう言われても。

 福岡県知事も鉄道での復旧だと、ＢＲＴなんてあり得ないという発言を当初してた

んですよね。それがご承知のように、ＪＲのＢＲＴ案を容認してくれということで、

住民説明会等でも明言をしたわけでございます。

 そういった中で、東峰村といたしましては、やはり災害復旧ですから、鉄道で復旧

するのが当たり前だということですね。それと、やはり沿線住民の皆さん、それから、

日田彦山線の早期復旧を求める会、ましてや議会の皆さん方もですね、３回も決議文

をですね、出していただくなど、これは村挙げてのですね、戦いであったんだろうと、

私は自負をしているところであります。

 そういった中で、今、議員が言いますように、知事が県民に寄り添ってとか被災し

た住民に寄り添って県政を行いますと言ってる中でですね、なかなか言ってることが

実現できてなかったと。

 しかし、そういった中で、先ほども言いましたように、村民一丸となったこの取り

組みの中で、当然栗原県議会議長も地元出身という形でおられましたけれども、県議

会の各派がですね、東峰村を応援してくれました。

 これはですね、非常にやっぱり大きな力となりましたし、これも議員の皆さん方、

そして村民の皆様方が、やっぱり思いは一つだというところで頑張って来ていただい

たおかげだと、私は感謝をしております。

 そういった中で、残念ながら鉄道での復旧ということは叶えられませんでしたが、

当初ＪＲが提示をしておりました彦山駅から筑前岩屋駅までのＢＲＴ、これを宝珠山

駅までやはり延ばせたと、延伸させたということにつきましては、これはやっぱり村

民の皆さん方の頑張って勝ち取ったものだと、この場を借りて感謝を申し上げたいと

思っているところです。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  ＢＲＴということを村長おっしゃられましたが、村民の方からは、そういう声はあ

がってたんでしょうか。どうですか、これ、ＢＲＴという声がですね、村民の中から

聞こえていたという記憶は、私は、ないんですが。どうでしょうか。

 議  長  長澤議員、再質問してください。

 ７  番  県知事が説明したとおりのＢＲＴですね、あの案に対しまして、村民からは、その

声、それを待ってましたとかいう話は聞こえてきたんですか、村民からは。どうでし

ょうか。

 議  長  村長

 村  長  知事の説明会のときは、議員はおられませんでしたか。おった。

 その中でＢＲＴ容認論というのは出てませんよね。３、４名の方が質問を知事に対

してしましたけれども。すべての方が鉄道での復旧ということであった。

 したがって、今、議員の言われるような、ＢＲＴ容認と言いますかね、それは、そ

の時点まではありません。

 ただ、これは、断腸の思いで、苦渋の決断をしたということを申し上げております

けれども、これはそのとおりでありまして、福岡県知事が明言をし、そして日田市、

それから添田町がＢＲＴ、ＪＲの提案のＢＲＴを容認しているという状況の中でです

ね、東峰村だけが鉄道での復旧というのは、もう現実的に判断をさせていただいて、
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苦渋の決断をしたということであります。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  ３番目の質問で、周辺の自治体、添田町と日田市との連携ですね、これもやっぱり

結局はできなかったですよね。もう最初から、日田市が特に、なんかＢＲＴとかいう

話が聞こえてきてたもんでですね、そこのとこの、村長はやっぱり一緒に戦いたかっ

たでしょうけれど、日田市と添田町との、市長と町長との懇談の中で、そういったで

すね、一緒に鉄道復旧という話ができなかったんでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  当初はですね、日田市が事務局を持つから、鉄道での復旧で頑張ろうということで

言っていただいたわけです。これは議会のほうでも、日田市議会のほうがそういう声

をかけて、議員の皆さん方も確かやってますよね。

 そういった状況の中で、ＪＲからの説明会とか、それから日田市におきましてはで

すね、吉武地区ですかね、橋に詰まって、流木が詰まって、そして大鶴駅の近辺まで

被害に遭いましたけれども。そういった地区の方はもうＢＲＴ容認論でしたね。

 しかし、私も大鶴のほうでありました住民説明会ですね、これは日田市が行った住

民説明会、その中でも圧倒的にですね、やはり鉄道での復旧という声は大きかったわ

けですね。また、添田町で行われました、町が行った住民説明会の中でも、圧倒的に

鉄道での復旧というのは多かったわけです。

 そういった中で、最大の原因、これは私の考えと言いますか、思いですけれども、

期間がやっぱり長くなりすぎたといったところが、１つあったのかなと思います。

 やはり添田町、日田市の市民の方が言っておられるのは、１日でも早い復旧という

ことが、非常に私は頭の中に残っております。

 ただ、こういったところをですね、やはり東峰村としても頑張りました。その後の

首長による復旧会議というのは、すべて東峰村が音頭を取って東峰村の村長室、そこ

でやっておりました。

 しかしながら、ＪＲが出した３案についての案で、１．６億円の地元負担、これに

ついては、やはり２つの自治体は絶対出さないということでありまして、現在でも私

は、ＢＲＴで復旧を、容認を３自治体が一緒になって確認したという事実関係はあり

ません。今でも皆さんは鉄道での復旧だというところで終わっておりますので、そう

いったこともあった中でですね、今回苦渋の決断をしなきゃいけなかったということ

でございます。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  本当に鉄道復旧を願う人たちの考えとは反対に、段々と鉄道復旧の考えが薄れてい

くような感じになったということですよね、結局。

 そうであればですね、私は、鉄道で復旧の運行そのものを求めると、やっぱりＪＲ

は赤字しか発生しないから絶対に認めないと思うんですね、誰かが負担しない限りに

は。県であれ自治体で。

 それを思いますと、県も福島県のように動かなかったということを考えると、もう

絶対的に不利ですよね、鉄道で復旧をいくら言っても、ＪＲも県も動かないなら。

 てあれば、もう最終的な判断としてですね、鉄道だけを残すための手段、戦略、こ

れを私は考えるべきではなかったのかなと思うんですね。

 やっぱり県も動かない、ＪＲが取り下げないということになると、もういくら東峰

村住民が言っても、やっぱり行うのはＪＲであり、運行ですね、ＪＲがやる以上はで

すね、赤字が出るということは分かっていますんで、そうであるならば、とにかく被

災してからすぐ、もう代行バスがずっと走ってますんで、私は早急なですね、復旧は

急がなくても、それの乗り換えというですかね、代行バスが役目を今でも果たしてい
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ると思うんです。村民の方の多くの方はですね、やっぱり鉄道だけは残したいという

気持ちはあるんだと思うんですね。

 県知事の来たときの夜に、いずみ館でまた住民説明会ありましたけれど、どなたか

住民の方が５０年後、１００年後を考えた鉄道を提案なぜしないのかということを、

なんかおっしゃられた。私は記憶にあります。

 だから、今後ですね、鉄道が残っておれば、運行はですね、今の私は代行バスでも

いいと思うんです。あとはですね、臨時列車とかななつ星、こういう宝珠山地区で祭

りがあるじゃないですか、岩屋まつりから竹の火祭り、それからほたる祭りがありま

すよね。そういうときに臨時列車を通してもらうとかですね、いろいろななつ星を通

してもらうとか、そういうやり方で鉄道を残すのであれば、ＪＲも運行を常にするん

であれば赤字だけれど、そういった観光に特化した線路ですね、こういうことは提案

をできなかったのかなと、私は現在でも思いますが、村長のお考えはどうでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  自治体が負担をしてでもということにつきましてはですね、全員協議会の中でも説

明をさせていただいて、東峰村だけはですね、負担をしてでも鉄道での復旧だという

ことは言いました。

 しかしながらですね、今、長澤議員の言ってるようなところはですね、やはり観光

に特化したという考え方もあるかと思います。しかし、地元としてはですね、という

か、村としては、やっぱりこの日田彦山線というのは、やっぱり交通の手段なんです

ね、生活の。ですから、通勤、通学、買い物、医療、こういったところで利用しなけ

れば、観光だけでは当然やっていけない。そういった中で、観光にも利用できるとい

うところはあるかと思います。

 話をすれば長くなるんですけど、やはり私としてはですね、青柳社長が衆議院、参

議院の国土交通委員会の中で、民営化をするときに何と述べたかということですね。

鉄道ネットワークを守ると、それから被災した路線はちゃんと復旧をしますよと。そ

れに対して３，８７７億の経営安定資金を貰っているわけでしょう。

 そういった中で、まさしく、この九州北部豪雨を見据えたようなですね、国会議員

の皆さん方の質問、それに対して青柳社長は、やっぱりそういう答弁をしているわけ

ですね。

 ですから、ＪＲ九州は完全民営化になったわけです。その株式上場して、１年も満

たないうちに起ったのが２９年の７月の豪雨災害です。つまり青柳社長は国会でちゃ

んと手形切っているわけですよね。

 ですから我々としては、災害復旧だから元通りに復旧せろよというのが、当然私ど

もの言い方です。

 しかしながら、復旧会議の中でもいろんなことがありまして、小川知事が鉄道ネッ

トワークから交通ネットワークという言い方になったんですね、第３回の復旧会議の

ときに。

 だから、私は強く抗議しました。我々が求めているのは鉄道ネットワークだと、交

通ネットワークじゃないと、知事には言いました。

 そうするとすぐですね、広瀬知事のほうが入ってきて、ＪＲに交通ネットワークあ

たりがどんなのがあるか考えろというような話ですよ。それでチャンスだというよう

な、その後の定例記者会見で、青柳社長がチャンスじゃないけど、良い機会に言って

もらったとか何とか言いましたよね。

 この辺りを考えていると、もうほんと最初からそういう具合になってたのかなと、

なんか私個人は思ってしまうんですけれども。

 そういった中で３案が出てきて、鉄道での復旧は１．６億円、それかＢＲＴ、それ
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か今の代行バス、これを選べということ。

 それで、表現の仕方は悪いですけれども、各自治体が結束できないような状況を作

り上げていったのかなと、今の結果としてはそのように私は感じております。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  １つお聞きをしたいんですが、自民党県議団の方たちも今年になって来られました

よね。自民党県議団は村を応援するという話でございましたが、１回でもですね、鉄

道復旧を応援するとかいう話は出ましたか、県議団から。

 議  長  村長

 村  長  岩屋駅での集会には来ておられましたよね。あのときに栗原議長なんかも、やっぱ

り災害で被災したんだから鉄道での復旧だと。それをやっぱり子どもや孫たちの時代

まで、この鉄道ネットワークは維持していかないかんというようなこと、大体そうい

うことは言われましたよね。

 当然県議会の中でも、各党鉄道での復旧ということをですね、先ほど言いました青

柳社長の国会答弁とか、そういったものを引き合いに出していろいろと言ってくれま

した。

 そういった中で、結果的に、何度も言いますけれども、日田、添田のほうがＢＲＴ

容認ということを出しましたので、結果的にもう鉄道というのは、今考えますと、も

う無理なことなんですよね。そういったことを私は思いました。

 県議団の中でも鉄道での復旧というのは、当然言ってもらっておりました。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  そういうふうに栗原議長もおっしゃられてたんであったのに、実現が難しかったこ

とになりますね。

 私なりに思ったんですが、県が、そういう福島県みたいに動かなかった、動けなか

ったのはですね、やっぱり知事選挙で、昨年のですね、小川知事は自民党から外れた

形になりましたね。結局知事をバックアップする自民党から外れたということが大き

なですね、あれが１つのあるのかなと。

 やっぱり県知事がですね、鉄道を言い通せる環境が一つはなくなったのかなと、私

はそう思うんですね。

 だから、今年県議団が来たときもＢＲＴのあれしかなかったですよ、結局。岩屋駅

に皆さん来られたときに、自民党県議団独自のＢＲＴ案で、それしかなかったですね。

鉄道が、押しますということはありましたか、中で。説明お願いします。

 議  長  村長

 村  長  知事がどうこうということは、もう言いたくないんですけれども。

 やはり長澤議員が一番言いたいのは、福島県知事と違って、小川知事がもっと強力

に、やはり地元の、県民の皆さんの気持ちに立って、やっぱり鉄道での復旧、これを

なぜもっと頑張らなかったのかと、いうようなことだと思いますけれども。それはも

う私としても当然、そのとおりだと思います。

 そういった中で自民党県議団が来てくれましたね、栗原議長、それから樋口元議長

とかですね、あと香原議員あたりが来てくれました。

 その中で、ＪＲの３案以外に出さなかった案というのは、やっぱり４つ改めて出し

てくれたんですよね。

 それが彦山駅から夜明駅までの鉄道、それから筑前岩屋駅から夜明駅までの鉄道、

それと添田から夜明駅までの全線ＢＲＴ、それと彦山から宝珠山の手前までのＢＲＴ

という４つの案が出されております。

 そういった中で、結果的に彦山から宝珠山駅までの全線ＢＲＴということを、知事

のほうが明言をしたわけですけれども。
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 自民党県議団といたしましても、鉄道での復旧というのはですね、当然そのように

は考えていた案を持ってきたということであります。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  そうであればですね、ぜひ、その鉄道を推進していただきたいということをですね、

わが村としてはですね、伝えたんでしょうか、強くですね。伝わったんですか、それ

を、県議団の方々。

 議  長  村長

 村  長  東峰村民の方が、やはり鉄道での復旧ということで、大きな取り組みの中でですね、

これは本当残念ながらというか、苦渋の決断ですけれども、宝珠山駅までのＢＲＴが、

俗にいう、勝ち取れたと言いますかね、そういうことだと思っております。

 東峰村、新聞等でいろいろ出ておりましたけれども、やはり正直言って孤軍奮闘で

した。復旧会議の中でもいろいろ述べているのは、私が主でした。

 そういった中で、やはり東峰村としては、鉄道での復旧というのを、まずは住民の

皆さんのアンケート等を通してですね、それから守る会の皆さん方の１万８千強の署

名、そういったものを通して、いわゆるわが村としては鉄道での復旧だということで、

しっかりと頑張ってきた成果が、残念ながら今の結果だと、そういう具合に私は考え

ております。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  只見線のことを例に挙げますと、平成２３年災害に遭いまして、結論が出たのが６

年後ですね、６年かかっているんですね。

 それで、平成２３年に災害が起きて、平成２８年です。福島県が主催する復興推進

会議ですね、只見線の。それが立ち上がって、５回開催されております。その中で県

が主導して各沿線自治体、周辺自治体にお願いをして上下分離線。

 それから、新潟県も魚沼市が隣で通っていますので、新潟県も基金で応援するよう

なことが載っておりました。

 そういう形でですね、やろうと思えば県がやっぱり動かないと、これはやっぱり難

しい話でございますので、線路さえ残しておけばですね、将来福岡県知事がですね、

こういう福島県知事みたいに決断をして、周辺自治体まとめきるような知事、それと

自民党とかの応援が得られるような知事さんが出てきた場合ですね、また、上下分離

方式とかですね、再開ができる可能性が残るんですね。鉄道が残っておれば、仮に運

行はしてなくてもですね、私はそれを言いたかったんですね。どうですか、村長。

 議  長  村長

 村  長  福島県の只見線の話は上下分離方式、これはＪＲ東日本が当初から言っていたこと

です。それで一歩も引かなかったわけですね。それは、やはり理由は赤字路線という

ことです。

 ＪＲ九州の青柳社長もですね、これはもう当初からそういうことを言っておりまし

た。新聞を見てもらえば分かります。上下分離方式ですね。

 ただ、長澤議員もいろいろとお調べでございますけれども、何と言っても福島県と

福岡県の違いはですね、今の長澤議員の説明からいたしますと、やっぱり知事ですよ。

知事がどんだけ県民に寄り添うとか被災した住民に寄り添う、これを本気でやっぱり

やってくれたか、くれなかったかですよ。私はそう思います。残念ながら福島県知事

みたいなことはやれなかった。

 したがって、もう１つ付け加えますと、朝倉市の応急復興住宅でも２年間でバッサ

リ切りましたね。熊本地震それから東日本大震災、東日本大震災は今でも確か、まだ

復興住宅はあるとか、応急仮設住宅はあると思います。

 そういったところがですね、あったんで、私も非常に危惧してたところなんです。
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 ただ、私もいろいろと国会の先生方にも働きかけを行っていただき、そしてお話を

したと思いますけれども、自民党の自見英子先生あたりが中心となってですね、これ

は、鉄道軌道法改正法案を出してくれて、全会一致でこれは通して、３０年に通して

くれたんですよ。

 したがって、ＪＲは、この法案を適用しますと、半分の負担で済むわけですね。そ

ういったことまで、やっぱり国のほうもやっていただいたんですけれども、ＪＲ九州

の考え方というのは、やはり企業理念、やっぱり経済性に則った企業理念でやったの

かなと思うところであります。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  ＢＲＴということで話がまとまったような感じでございますけれど、実際ＢＲＴと

いうことで、線路の上をバスが走るようになりましても、今一つ住民の便利というか

利用するのにちょっとやっぱりこう障害というか、高齢者の方には特に不便だなとい

う感じがします。

 それであれば、もう本当に代行バスこれで、今の代行バスでいいんではないかなと、

私個人は感じております。

 村長はどうお考えか分かりませんが、ＢＲＴを通すことによってですね、結局線路

敷きだけは残るような感じでございますが、あれはやっぱり列車が通らないと絵にな

らないしですね、しょうがないですけれど、ＢＲＴよりも代行バスのほうが、私は住

民の方の利用するのには、代行バスが便利だと思うんですが、村長のお考えはどうで

すか。

 議  長  村長

 村  長  村民の方のですね、いろんな考え方というのは、当然あっていいことだと思います。

長澤議員がＪＲの提案の代行バスでしょう。それでいいという方もおられるかと思い

ます。

 しかしながらですね、やはり一つは沿線住民の方は、この日田彦山線を東峰村の宝

だという表現もしているわけですね。やはり沿線住民の方にとっては、それだけやっ

ぱり思いが違うわけです。そういった思いの中で、やはり署名も集まったろうしです

ね、皆さん方も議会の中で決議を３度も要請文みたいな形でやっていただいたことだ

ろうと思っております。

 鉄道敷きを走るＢＲＴでありますけれども、眼鏡橋の上とかですね、そういったと

ころには、鉄道ではありませんけれども、やはりそういったバスですけれども、もの

が走るということになっております。

 そういったところは非常に残念ですけれども、容認をして、受け入れざるを得なか

ったと思っているところです。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  残念なことでございますが、私はですね、線路敷きだけは残しておいたほうがいい

と思ったもので、こういう質問をした次第でございます。

やっぱり本当に住民の方おっしゃられておりました。５０年後、１００年後に残る

鉄道、将来どんな使われ方をするか分かりません。残しておけば将来の方たちがまた

利用価値を見いだせるものではないかと思います。

残念ですがＢＲＴということになってしまうのが、もう規定どおりだろうと思うん

ですが、私の思いですね、それはやっぱり鉄道敷きだけは残したかったという思いを

伝えたかったんで、この質問になりました。終わります。

 議  長  村長

 村  長  長澤議員が言われる、その軌道敷きはですね、残るわけです。その上をバスが走る

わけです。
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 したがって、先ほど代行バスのほうがよかったというようなことで言われましたけ

れども、代行バスになると軌道敷きそのものが、将来的に残るのか残らないのか、こ

れは分かりません。

 ただ、今回のＢＲＴというのは、東峰村内を走っている日田彦山線については、き

っちりと軌道敷きが残ると。レールが残るのかどうなのかというのは、ちょっとそれ

は分かりませんけれども、いずれにしてもその軌道敷きの上をバスが走れるような、

コンクリートを打つのか、舗装するのか分かりませんが、そういった形での残し方は

できたということです。

 もしかしたら、その軌道敷きさえ残っておればですね、５０年後、１００年後、ま

た鉄道復旧しようよといった場合でも、それは可能かなと思うところであります。

 散  会

 議  長  これをもちまして、本日の日程はすべて終了しました。

 明日１７日は、午前９時３０分から開会します。

 本日は、これにて散会いたします。

（１５時３０分）
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 開  議

 議  長  おはようございます。

 ただ今の出席議員数は、１０名です。

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。

（９時３０分）

 日程第１

 議  長  日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。

 ６番 髙倉寛視議員の質問を認めます。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  私の通告書の関係で、新型コロナのほうを先に質問させていただきます。

 まずですね、昨日より同僚議員がいろんな質問をしておりましたが、私も改めてこ

の質問をさせていただきたいと思います。

 未曾有のウイルスによって村内の方たちが２９年災害以上の被害を受けていると、

私は思っております。行政として、どのような形で村民を支援していくのか。

 先月の臨時会で、国からと県からの補助金と、村から二百何十万か出して支援はし

ておったとは思いますが、それだけで終わるのか。

 先日の国会で次の予算もできてはおりますが、その前にですね、それが処置される

前に村として単独で何かやれることはないのか。そこのところはどのように考えてお

るのか、質問したいと思います。

 議  長  村長

 村  長  先般の臨時議会の中でも議決をしていただきましたように、村といたしましても、

国、県とは違ったですね、支援策、方法というのはやっているところであります。

 また、先ほど議員言われましたように、今月の１２日、臨時交付金が国会のほうで

も、補正予算ですね、通りましたので、それにつきましてもできるだけ前向きにです

ね、取り組んでいきたいと思っておりますし、先ほど議員が言われました２９年災害

以上の被害を受けているということでございます。私も形態は違っても、非常に重篤

なあれだと思っております。

 そういった中で、今後につきましても、事業者等の皆さんを積極的に支援をしてい

き、また、そういった形での取り組みをやっていきたいと思っておりますので、議会

のご理解をお願いしたいと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  次にですね、先月の臨時会のときにもありました。鼓のポーン太の森に電気代など

で、４月分で９万弱出しますというふうにおっしゃっておりました。これはおそらく

５月分までだろうと思います。５月分はどれくらいの出資というんですか、出す予定

があるのですか、ないのか、それを伺います。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  議員おっしゃいますように、４月分と５月分と基本的には考えております。

 ５月分につきましては、今、請求書等を精査というか、しておりますので、ちょっ

と正式な金額はまだ確定しておりません。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  一般の事業者でもないのに、何を基準に予算の流用をしてまで出したのか、また、

どなたからの要請があったのか、そこのところはどのようになっていますか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  まず、そこに至った経緯といたしましては、まず事業者の方、ポーン太の森のグリ

ーンジャンボさん、それから村、この二者で協議をしたわけでございます。
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 指定管理の協定をですね、４月１日付で行っておりまして、その中の、臨時議会の

ほうでも申し上げましたが、不可抗力によると、経費の負担ということを基準に、ど

うしてもやっぱり開業してすぐでございましたので、もう対処方法がどうしようもな

いと、国、県の持続化給付金にも対象にならないということで、いろいろ話をさせて

いただいた中で、そういうふうなことに決定をさせていただいたということでござい

ます。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ということは、ポーン太の森はグリーンジャンボさんが、要請があった。最初から、

先ほどから言うたように、契約の中でそういうふうなものを謳っておったから出した

と、村から出したということなんです。それともグリーンジャンボさんのほうから、

いくらか補助はできないかというふうに言われたのか、どちらなんですか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  どちらかと言うと、基本的にはグリーンジャンボさんのほうから、ちょっと４月入

ってすぐでございましたので、４月７日の日に緊急事態宣言が出されましたので、ち

ょっとそれまでは実際オープンをされておったわけですね。

 ただ、そういった形でなりましたので、ちょっとその中で話をする中において、ど

うしてもやっぱり開店、指定管理を開始したばかりで、ちょっと資金関係は私も、ち

ょっとその辺りの審査等は行っておりませんのではっきり申し上げられませんが、こ

の約１カ月ぐらい、５月の６日までは厳しいという話の中でそういった経緯に至った

ということで、両者の協議のもとに、そういうふうな対処をさせていただいたという

ことでございます。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  このように事業者を村で募集しています。ある程度のやはり資金はですね、持って

おかなければならないんじゃないかな、私は思っております。私事でございますけど、

私たちもポーン太の森の経営にしたいなと思ってやってましたけど、ある程度の資金

は、３カ月分は用意しておりました。

 そういったところもやはり、ちょっとこれからもしそういった管理業者の選定があ

るときは、やはり調べるべきじゃないかなと思います。

 これは、これで終わります。

 でもですね、こういうふうな形で、電気代などといってですね、補助するのであれ

ば、非常に私ここが疑問なんですけどね。

 一般家庭も当然、村長自身がですね、不要不急の外出は控えてくださいと、しっか

りと村民にお願いしておりました。各家庭で過ごした方がたくさんおられると思いま

す。

 さすればですね、当然各家庭の電気代も高くなったんじゃないかと、私は考えてお

ります。そういったところに対する補助というか、そういうのも僕は逆に、この上の

方たちの補助をするんであれば、やっぱしていくべきじゃないかなと思いますが、そ

このところはどのように考えておりますか。これは村長にお伺いします。

 議  長  村長

 村  長  そういった一般家庭等のですね、窮地を救うために国のほうからですね、１０万円

の給付等があったのではないかなと、私は思っております。

 村が１人当たり１０万円ということになりますと、結果相当なお金になるかと思い

ますけれども、国のほうがそういった政策をされたということで理解をしておりま

す。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  確かにですね、国もそういったことで出したんだろうと思います。
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 しかし、やはりこういった１つのところにこういうふうな考えでするというのであ

れば、やはり村民の不満も出てくると思いますので、今後はやはり考えていただきた

いと思います。

 それとですね、それこそ国から来ておりました１人当たり１０万円、持続化給付金

は、今のところ村内はどの辺まで支給ができておるのか、そこをお伺いしたいと思い

ます。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  村の独自の持続化給付金につきましては、昨日のご質問の中で約２０件とお答えい

たしましたが、昨日現在で２２件の申請があっております。以上です。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  件数じゃなくて、どれだけ支給ができたのかを聞いているんです。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  失礼しました。

 支給につきましては、毎週金曜日に支給をさせていただいておりまして、先週の金

曜日に８件終わっております。今週の金曜日に８件予定しております。

 週締めで行っておりますので、若干２週間ぐらい時間いただいておりますけども、

毎週金曜日に支払いを行っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  臨時会でもですね、提案いたしました。

 やはり国、県から来るお金だけでは、やはり本当に厳しい事業者さんたちもおられ

ます。村単独のですね、支給の考えはないのかということで、また伺いたいと思いま

す。

 先ほども言うたようにですね、流用ができるのであれば、予算の組替え等もできる

んじゃないかと考えておりますが、予算の組替えしてでもですね、この状況をなんと

か乗り越えていくべきではないかと思っておりますが、この件に関しては、村長どの

ように考えますか。

 議  長  村長

 村  長  先ほど言いました国の第２次補正予算につきまして、前回は１兆円が今回は２兆円

という規模になっております。単純に考えますと、前回１次のときは３，６００万い

ただいておりますので、７，２００万程度村のほうには交付金が来るのかなと思って

いるところであります。

 そういった中で、やはりできるだけ事業者の皆さん方を、今後とも積極的に支援を

していく所存でございますし、また、それがそれ以上のですね、２次、３次の感染拡

大等があれば、当然村のほうの予算の中からでもですね、やっていくということは、

また議員の皆さん方にお諮りをして、決めていきたいと思っております。

 まずは国の２次補正予算、それをきっちりと対応していきたいと思っているところ

です。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ということは、今のところは村の予算の組替え等は考えてないということですね。

あくまで国からのお金を待つということでございますね。分かりました。

 次に行きます。

 本村のですね、代表的観光産業の小石原焼、高取焼にかかわっておられる方たちは

ですね、一大イベントでありました民陶祭が中止になりました。本当に多大な影響を

受けておられます。この方たちにやはり支援策も考えていかなければいけないと、私

は考えております。

 特にですね、伝統産業会館は、今までの都市部の子どもたちの体験学習等で収入を
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確保してきておったのが、コロナの影響で３月から完全にストップをしている状態で

す。このような危機的状況でございますので、やはり村がいろんなことを考えて、や

はり助成していくべきではないかと考えておりますが、そこのところはどのように考

えておりますか。これもやはり国からの、国、県からの補助を使えということで、ま

た言うわけですか。

 議  長  村長

 村  長  昨日の大蔵議員の中でも述べさせていただきましたけれども、現在、地方創生臨時

交付金を活用した持続化給付金の支援等を行っているところでありますけれども、こ

のコロナの収束が、どういう具合に収束するのかというのは、まだ分かっておりませ

ん。

 そういった中で、先ほどからも申しておりますように、事業者等の皆さんにはです

ね、今後やはり積極的に支援をしていく所存でございますけれども、それ以上のもの

があればまた議員の皆さんからもですね、ご提案等をお願いしたいと思っておりま

す。

 村といたしましては、１次のときに子育てからいろんな形での支援はやっておると

ころでございますので、また、そういうご意見があれば、ぜひ、ご教示をお願いした

いと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  私が言いたいのは、先ほどから言うように、本村の一番の観光産業、その土台であ

ります伝統産業会館、ここが非常に今危機なんですよね。だから、そこをなんとか救

えないかと言ってるんです。

 非常に何ですか、子育てとかあんなんとに使ったとか言います。それはそれで別に

悪いとは言いません。

 でも、この伝統産業会館というのがないと、ほんと東峰村の小石原焼、高取焼、焼

き物産業自体がですね、ほんと言うと潰れるかもしれないんですね。そうすると、ま

すます衰退しますよね。そこを私は一番に考えていただきたい。やはりこれがあるか

ら、また小石原のほうでもですね、跡取りがいるから人が減らなくて済むんですね。

 やはりこういった一番、村長がいつも言ってますよね。何と言うんですか、将来に

繋がる村づくりと言っておりますけど、こういったところをやはり支援していかない

と、本当の村づくりもできないんじゃないですか。

 ですからね、私たちに教えてくださいとかそんなんじゃなくて、村長独自で考えた

らいいんじゃないですか。先ほどから私は何回も言っております。予算の組替えとか

できるでしょうもん。全然できないんですか、考えてないんですか最初から、そこは

どうなんですか。

 議  長  村長

 村  長  度々申し上げておりますけれども、今後につきましてもですね、事業者の皆さんを

積極的に支援をしていきますということは明言しております。そういったところをぜ

ひお含みおきいただきたいと思っておりますし、そのためには議会のご理解も必要と

なってきます。そういったところもひとつよろしく、今後お願いしたいと思っており

ます。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  事業者というふうなことでございますが、ここは事業者というよりも、まさに村の

根幹を担っているところなんですよね。伝産館の収入は、今のところ窯元組合員さん

たちの会費だけなんですね。組合員の方もですね、売り上げがどん底の状態の中で会

費を出しておられます。このような状況が続けばですね、伝産館、窯元さんとも共倒

れになるかもしれない。
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 何度も言いますけど、東峰村を支えてきたですね、伝統産業を守らなければならな

いと、私は考えております。

 だから言うように、不要不急の事業を見直してでも予算確保するべきではないでし

ょうか。いかがでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  具体的に今どうこうというのは申し上げられません。

 先ほどから言っておりますように、そういったことは私も十分理解をしておるとこ

ろでありますので、積極的にという言葉の重みをですね、取っていただきたい。そし

て事業者の皆さん、それから観光関係についてもですね、やはり村としてはしっかり

と対応してまいりたいと思っておりますので、そういったことに関しましても、議会

のご理解をお願いいたしますと、再三申し上げているところです。

 議  長  髙倉寛視議員区

 ６  番  次に行きます。ＪＲ日田彦山線問題です。

 まず、先月からですね、知事や村長の報告によると、ＢＲＴ一本しか考えていない

ようでございますけど、本当にそれでいいんですか。いつ、誰がＢＲＴでいいと言っ

たんですか。そこをまずお聞きしたいと思います。

 議  長  村長

 村  長  私といたしましては、今でもやはり全線鉄道での復旧というところは望んでいると

ころでございますけれども、住民報告会等の中でも申し上げましたように、既に添田

町それから日田市、福岡県、大分県、そういった中でＪＲのＢＲＴを容認していると

いう状況の中でですね、福岡県知事の鉄道での断念という明言がありました。前後を

考えますと、やはり私たちが求めている鉄道の復旧、このＪＲ九州の提案を覆すとい

うのは、非常に困難であると考えまして、私としても苦渋の決断をさせていただいた

ところであります。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ＢＲＴというのは、小川知事もＢＲＴというのは、そんなに言ってなかったと思い

ます。

 それでですね、ＢＲＴを県がこれで行ってくれということで、村長も先ほどからで

すね、何度も苦渋の決断でということでございますが、ＢＲＴを本当に村民の方が望

んでいると思いますか。

 いつも村長がずっと言ってきておりました。アンケート結果ですね、９８％の方が

鉄道、２％が代行バス、ＢＲＴは１人もいなかったということだったはずですが、な

んでＢＲＴなんですか。

 これは、逆に私に言わせれば、小川知事に言うべきじゃないですか。ＢＲＴじゃな

いやろと。鉄道じゃなかったら、２％しかなかったかもしれないけど、代行バスじゃ

ないんですか。そこはどのように考えます。

 議  長  村長

 村  長  苦渋の決断をしたというのは、それなりの私の判断があったわけでございます。

 そういった中で、何と言いますか、彦山から宝珠山駅までの鉄道敷きでのＢＲＴと

いうのは可能になりました。

 そういった中で、昨日も黒川議員の答弁、それから梶原伯夫議員の答弁もいたしま

したように、今後につきましてはですね、やはり村内での地域交通、これをどう考え

ていくのかというのが大事になっていくかと思っております。そういったところに今

後は注視と言いますか、力を入れていきたいと思っておりますし、また、総務常任委

員会のほうでも地域交通の検討等を行っていただくということでございますので、一

緒になって、そういったところについてはですね、住民の方にとってより良いもの、
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そういったものを今後作り上げていく必要があるかと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  先ほど村長が言われました。添田から宝珠山駅までの延伸がということで、ごめん

なさい、彦山からですね。

 確か最初は岩屋までというふうな話だったと思います。それがなんで宝珠山駅まで

の延伸案が出てきたのか、どなたが言いだしたのか。何か唐突に延伸案が出てきたよ

うに考えておりますが、それはどのような形で宝珠山までの延伸案というふうになっ

たわけですか。

 議  長  村長

 村  長  話せば長くなりますが、この日田彦山線問題といいますのは、復旧会議の場で鉄道

での復旧ということでですね、復旧会議というのは開かれ、第５回の復旧会議が終わ

ったわけでございます。

 そういった中で、ＪＲが提案をしております案以外についてはですね、なかなか両

県ともその案に対して自治体を説得と言いますか、それ以上の案は出なかった。

そういった中で福岡県議会、自民党福岡県議団がですね、第４案を提示し、そして

住民報告会を行っていただいたところであります。

 その中で、鉄道での復旧が２本、それから全線ＢＲＴというのが１本、それと筑前

岩屋駅から宝珠山駅の手前までのＢＲＴ化、それが１本という提案があっておりま

す。

 そこの中で、やはり住民の皆さんのご意見としては、①・②案のですね、鉄道によ

る彦山駅から夜明駅までの関係、それから筑前岩屋駅から夜明駅までの関係、これは

両方とも鉄道でございますけれども、そういったご意見もあったわけでございます。

当然、全線ＢＲＴという発言もあっております。

 そういった中で、やはり福岡県議会全会派挙げてですね、東峰村を強力に支援をし

ていただいた。そういった中で出てきたのが、宝珠山駅までのＢＲＴの延伸というこ

とを、私は理解をしているところです。

 休  憩

 議  長  １０時５分まで換気休憩をいたします。

（９時５９分）

 再  開

 議  長  一般質問を再開いたします。

（１０時０５分）

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  先月２６日の報告会でもですね、ＢＲＴにもろ手を挙げて賛成という方は、あまり

いなかったように考えております。

 昨日の答弁の中で、鉄道がだめな場合でも村民の方々が納得できるような解決方法

を目指したいと言っておりました。

 村民の方々がですね、ＢＲＴ以外の選択を望んだら別の道を選ぶのか、そこをお伺

いしたいと思います。

 議  長  村長

 村  長  村民の方が、ＢＲＴ以外のことを望んでいる方がどのくらいいるかというのはつか

んでおりません。

 しかしながら、これまでの経過を総合しますと、やはり現状での苦渋の選択をした

結果しか、私はないと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  村長は、今のままでいいのかもしれません。
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 しかし、村民の方の意見を聞かずに、いくら小川知事がＢＲＴで宝珠山までの延伸

をしたと言ったところでですね、やはり村民の総意がないと、はいそうですか、じゃ

あ県知事さんの言うとおりにします。なんか出来レースみたいじゃないですか、逆に。

おかしいでしょ。最初からそういうふうな話ができ上がっているみたいに聞こえます

よ、そういうふうな判断をするんであればですね。

 やはりこれは住民の方に、本当に意見を聞くべきです。今すぐＢＲＴに着工するわ

けでもないでしょうからですね。やはり村民の方の意見を確実に聞いて行動するべき

だと、私は考えておりますけど、そこのところはどのように考えますか。

 議  長  村長

 村  長  今月下旬からですね、来月にかけまして、住民説明会を行いたいと思っております。

 そういった中で住民の皆さんのご意見等はお伺いをしたいと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  今年の１月にですね、村長は、東峰村はお金を出してでも鉄道を通したいというよ

うな発言をしております。また、その中でですね、村民の方からもそのような意見が

あると言っておりました。

 そのような方たちに対してはどのような説明をなされたのか、この間の報告会で終

わりなわけですか。

 議  長  村長

 村  長  これにつきましても、先ほど言いました、これから行います住民説明会、そういっ

た中で、質問等が出ればですね、それは答えていきたいと思います。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  村長、あなたは今まで長い間、鉄道での復旧以外は考えていない。事あるごとに発

言しておりました。

 あなたがいつも言っておりました。先ほども言いましたけど、９８％が、アンケー

トですね、アンケートで９８％の方が鉄道での復旧、２％が代行バス、ＢＲＴは１人

もいない。署名も１万８千人近く集まったと。ずっと発言しておりました。

 しかしですね、その鉄道復旧がとん挫した今ですね、ご自分の発言に対する責任と

いう、やってきたことに対しての発言、鉄道でないと納得できんということで、日田

市と添田とも決別したようなですね、東峰村単独ででもやるみたいな言い方をずっと

してきました。そういった発言の責任というものは、全然考えていないわけですか。

 議  長  村長

 村  長  最終的にこういう結果になりましたけれども、この結果を導き出したというのはで

すね、ここにおられる議員の皆さん、そして村民の皆さん、日田彦山線の早期復旧を

求める会の皆さん方の総力を挙げた取り組みのおかげだと、この場を借りて感謝を申

し上げたいと思っております。

 何度も言っておりますけれども、知事の明言を苦渋の決断で受け入れましたけれど

も、決断をしたからにおいてはですね、東峰村の村民の方にとっても良いものにして

いくというのが、今後、私が取るべく責任じゃないかと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  やはりですね、少なくともあなたは首長なんですね。そういった方が、２年半ほと

んど鉄道だ、鉄道だと言い通してきて、新聞でも大騒ぎし、マスコミに大騒ぎしてや

ってきたのに、結局はできなかったわけですよね。それに対する責任をやっぱ取って、

私はいただきたいと。

 やはりそういったことの責任を取ってですね、辞任する考えはないか、まず、それ

を聞きます。

 議  長  村長
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 村  長  端的に答えますと、先ほども言いましたように、私の責任といたしましては、今後

東峰村民の方にとって、やっぱりより良いものにしていくというのが、私の今後の責

任の取り方だと思っておりますので、先ほど言われましたような考えは、現時点では

持っておりません。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  やはりですね、村民の方に、今まで言ってきた、本当に村長を信じてついて来た方々

もたくさんおられると思います。しかし、結果的にはこういった形になりました。

 やはり村民の方に、あなたが発信してきた言葉の信を問うべきではないかと考えて

おりますが、辞任する考えはないということでございますので、これは致し方ないで

すけども、やはりですね、今度住民説明会があるということでございます。その住民

の方々の意見をですね、尊重していただきたい。

 先ほどからＢＲＴ、ＢＲＴと言ってますけど、私は議会の中で事あるごとに、竹地

区までバスが行ってもらって、竹地区からずっと下ってくるような代行バスのほう

が、本当の村民に対する利便性というのはあると思います。

 だからですね、そういったところをやはりよく聞いて、村民の方がどこまで望んで

いるか私も分かりませんが、やはりですね、ＢＲＴ一本でみたいな考えだけでなくて

ですね、せっかく住民説明会をなさるということでございますので、よく意見を聞い

て、やはり住民の意見を尊重して、今後の運営にあたっていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  住民説明会でいろんなご意見が出るかと思いますけれども、そういったところにつ

いてはですね、やはり尊重をしながら、また今後の村政運営のほうにでもですね、活

かしていきたいと考えているところでございます。

 ６  番  終わります。

 休  憩

 議  長  １０時２５分まで休憩します。

（１０時１４分）

 再  開

 議  長  休息前に引き続き、５番 高橋弘展議員の質問を認めます。

（１０時２５分）

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  まず、今回の一般質問について、新型コロナウイルス対策について、お伺いをして

まいります。

 新型コロナウイルス対策について、５月１２日から１７日にかけて大蔵議員、長澤

議員、高倉議員とともに村内の約８０件近くの事業所を周らせていただきました。お

忙しい中にですね、いろいろお話を聞かせていただいて、本当に切実な事業所の方々

の思いを聞いてまいりました。

 臨時議会等でもいろいろ、こういうふうなことをしてはどうかという部分言ってま

いりましたが、今回一般質問という形で、大枠の部分いろいろお尋ねしてまいりたい

と思います。

 まず１点目、観光イベント開催について、ということで。

緊急事態宣言が解除されました。徐々に観光客、お客さんが、本当に徐々にではあ

りますが戻ってきている中であるかと思います。

 その中で、今後やはり村外そして県内、県外へとお客さんの域が広がってくるかと

思います。その中でやっぱりどんどん、どうなるか分からない恐怖も同時に訪れると

いうことが予測されます。
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 その中で新型コロナウイルス対策会議、このコロナウイルスの危険性というかです

ね、が出てきてから、もう何回もこの会議が行われていると思うんですけれども。こ

れから増えてくるであろう観光客等の、村外からの入込客の動向等は、把握はされて

いるのでしょうか。お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  これまでの新型コロナウイルス対策会議の中ではですね、入込客の動向等について

特段の把握は行ってはおりません。イベントの中止や自粛の要請によりましてです

ね、人の動きは減少していることは間違いないと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  キャンプ場あたりについては、かなり土日宿泊者数が増えて、逆に予約が取れない

ような状況を聞いております。

 そんな中で、この動向を把握するというのが、一番今後の事業者対策に役立つので

はないかという部分で、ちょっとご質問させていただいたんですけども、もちろん感

染の予防対策にもなりますし、あとは事業所の、やはり売り上げ回復がどこまで達成

できそうなのかという読みにも繋がると思うんですね。

 そういった部分で、やはり正確な動向を調査しなければ、正しい対策が打てないの

じゃないかなという部分で質問させていただきました。

 そんなに難しい話じゃないと思うんですよね。村内の指定管理施設にお話を聞くと

いうだけでも分かりますし、あと組合であったり商工会であったり、いろんな部分調

査できると思います。

 そんな部分で、やはり東峰村がこのコロナを克服していくのに、どういう段階にな

るのかというのをきちっと把握する上で、やはりこういう対策会議でもそのような動

向、把握すべきではないかなという部分で、もう一度お尋ねしますが、いかがでしょ

うか。

 議  長  村長

 村  長  的確なですね、把握等はなかなか難しいとは思いますけれども、そういった実績等

についてですね、検討は今後していくことはできるかと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  ぜひ、前向きに検討していただきたいな。本当に電話一本で、じゃあ、１週間後数

字を教えてくださいだけで、結構分かる部分あるかと思います。レジとかで、大体Ｐ

ＯＳ入れられているところ多いので、客数はすぐ出ますので、そういった部分、ぜひ

参考数値としてお使いいただきたいなと。

 なぜ、この数値が大事になってくるかというと、２番目の質問、今後第２波、第３

波が訪れた際に、村内事業者に対して営業自粛等村が行うのかどうか、というお尋ね

です。

 この緊急事態宣言の折には、一般の事業者等に対しては営業自粛等については、要

請という形はされなかったと思います。その中で第２波、第３波が訪れた際に、今回

の経験を踏まえて、営業自粛等を要請するおつもりなのかどうか、お尋ねいたします。

 議  長  村長

 村  長  今回の対応につきましては、特に緊急事態宣言が出されてからは、県の指針に基づ

き対応しているところであります。

 今後、仮に第２波、第３波がやってきたといたしましても、村としてはこれまでど

おり国、県の指針に基づき対応していきたいと考えております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  このやはり、自粛をするのかしないのかというのが、その事業所任せになるという

のが、一番事業所にとっては心苦しい部分なんですよね。
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 第１波と言われるこの緊急事態宣言の部分に関しても、やはり開けるのか閉めるの

か。開けていたら開けていたで、俗に言う自粛警察と言われる方々がですね、公的機

関に通報されたりという事案もあったということをお聞きしております。

 やっぱ悩んで悩んで、いろんな対策をしても開けている店舗、そうでもない店舗、

いろんな部分出てくるかと思います。

 そういった部分で、本当に感染症対策完結できるのでしょうか。という問いで、第

２波、第３波、自粛をかけずに、おそらくもう第１波で大丈夫やったけん、開けとっ

てもよかろうもんという方が出てきた際に、対策、対応を取れるのかどうか、お尋ね

いたします。

 議  長  村長

 村  長  村の中で爆発的にそういう感染等が広がるというのは、なかなか考えにくいんじゃ

ないかと思っております。

 これにつきましては、やはり福岡県全体とか、そこの県、自治体でのレベルの考え

方かなと考えております。

 そういったところで、村が判断するにしましても、なかなか難しいと、私は今考え

ているところでありますので、そういった点につきましては、やはり先ほど言いまし

た国、県等の動向を見ながらですね、また、その国、県からの指針に基づいてですね、

村としてはやはり対応せざるを得ないのかなと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  やはり皆さん危惧されるのが、この東峰村が県内で一番高齢化率が高いという部分

で、やはりこの新型コロナウイルスで、死亡者率が高い年代等がやはり高齢者層にな

っているという、いろんな危機感、いろんな情報が入って来るので、皆さん、本当に

この村でウイルス感染者が出てしまったら大丈夫か、私は１人目になりたくないとい

うことで、皆さん本当に一生懸命感染症対策されているんですけれども。

 やはり早い対応が感染拡大の分かれ目になってしまうのじゃないかなという部分

で、ちょっとかなり飛んではしまうんですけれども、後の質問に移ってしまいますが。

 要は、第２波、第３波が訪れた際に、やはり危険、これはもう村にとって危険とい

う場合に対して、やはり自粛要請というカードを用意しておくべきじゃないかなと。

その場合において、やはり自粛要請する際には、協力金という部分を用意しておいて、

迅速な対応を取れることを準備しておく必要があるかなという部分で、これ質問して

います。

 村にかなり危険が迫っているとか、もう感染者が出て増えはじめているという部

分、いろんなたぶん条件というのが出てくると思うんですけど、そういうふうな準備

をされてはどうかという部分でご検討いただけないでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  いろんなパターンが考えられると思いますけれども、やはり緊急事態宣言はです

ね、国等がやっぱり発するものでありますし、それについて県等も休業要請等はです

ね、県知事が行うということになっているのはご承知だと思います。

 そういった中で、確かに言われるように、村としてはどういう対応をするのかとい

うところの検討はですね、できるのではないかと思っておりますが、やはり一人ひと

りがですね、この新型コロナウイルスについての対応、今までもやって来ていただい

ておりますので、それを続行してほしいと思っております。

 しかしながら、この緊急事態宣言の解除等があっている中で、やはり東峰村として

は、小石原焼とかのほうへの交流人口は多い場所でございますので、そういったとこ

ろの対応についてはですね、村としても考えていかなければならないのかなと、それ

は、そう思っているところであります。
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 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  やはりもう今回の第１波の緊急事態宣言下において、多くの事業者さんが大幅に売

り上げを落とした結果であります。今後やっぱり第２波、第３波がいつ来るか分から

ない。おそらく来るんだろうという体で、なんとかその間に売り上げを上げていかな

いといけないというジレンマの中で戦っているということをぜひとも頭に入れて、そ

の辺の対応をしていただきたいなと思います。

 次の、じゃあ、今後どういうふうにいろいろなイベントであったり催事、そういっ

た部分が解放されていくのかについてお尋ねいたしますが、現在も村内の対外的なイ

ベント等は自粛をされています。徐々に緩和されていくという向きもあるかと思うん

ですけども、今後の見通しが不透明なままではなかなか、いろいろ事業を行うにも目

途が立たないのかなと思いますが、現時点でどういうふうに村内のイベントを行って

いくのか、その辺のロードマップがあるのかどうか、お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  議員ご承知のように、今月の１９日でですね、国等はその解除をやります。その以

降がですね、実を言うと一番心配だなと思っているところであります。

 そういった中で、先ほどからやはり答えていますように、村内の方は、極端に言え

ば今までどおりのですね、注意を払っていただければ、その感染ということ、それか

ら拡大ということは考えにくいと、現状では考えます。

 しかしながら、交流人口の多い小石原地区とかですね、例えばキャンプ場とか今か

ら開設になりますけれども、そういった中で、当然都会の方が、これも聞くところに

よりますと、３密を避けるために東峰村に来ているという方が多いということを伺っ

ております。

 そういったところの注意をですね、どのようにするのか。これは、当然村といたし

ましても考えていかなければならないことだと思っておりますし、東京都みたいにで

すね、ロードマップと言われるようなところができるのか、ちょっと難しいと思って

おりますけれども、村としてもそれなりの対応というのはですね、考えていきたいと

思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  その都度、その都度の判断という部分がなってくるので、なかなか当面先が見通せ

ない部分もちろんあるかと思います。

 でも、やはり直近の部分どうなっていくのか、という部分すごく気になるところも

ありますので、県はですね、県の資料の中でも段階的、おそらく国の焼きまわし的な

部分で県もされていると思うんですけれども。村もこれを焼きまわすなら焼きまわし

てですね、どの時期でどういうふうなイベントを解禁していくであったりとか、住民

の方が、こういうイベントならいいんではないだろうかという目安をですね、しっか

りと出していただきたいな。それが県に準じるなら県に準じていますという体で、し

っかりと明らかにしていっていただきたいと思います。

 そこに合わせて、例えば、この夏以降のイベントがどういうふうになっていくのか、

その辺の協議次第とか、村としてのある程度の考えですね、というのを折り込んでい

っていただきたいなと。あまりにもちょっと未定すぎると、やっぱり先行き不安しか

ないんでですね、特に事業をされている方々にとっては、やっぱり入込客というのが、

そういうイベントによって左右されます。

 もちろん小石原のほうの方々にとっては、特に秋の民陶祭がどうなるのかというの

が、もうずっと春が終わった瞬間からの課題だと思います。

 ですので、いつのタイミングでそれを判断するのかでも構いません。ですので、そ

れをいち早く出していただきたいと思います。
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 ２番目の質問にまいります。

 村内の事業者への対応についてということで。

 夏場にかけて観光客がおそらく増加していくのは間違いないかと思います。

 感染症対策に対する補助対応をすべきではないかという部分で、もうこの月曜日、

１５日の全戸配布で、新しい補助金を作っていただいたので、細かくは少し聞かせて

いただきたいんですけれども、この非接触式体温計及び手指消毒用製剤品の購入費を

助成しますということで、半額補助の上限２万で、４月１日まで遡及していただける

という形で、とても事業者さんにとっては、感染症対策しやすくなったのかなと思い

ます。

 ちょっと対象者の部分がですね、東峰村内に不特定多数の人が利用する施設を所有

する法人及び住民基本台帳に登録のある個人という書き方をされているんですけれ

ども、いろんな話聞くと、「あっ、これでちょっとうちも消毒液買えるかな」「体温計

買えるかな」という部分で、個人、要は、事業を営まれてない方も対象になるんだと

いう部分で思われているんですけれども。

 行政読みと言われる部分ですると、事業を行われている方しか対象に入らないんだ

ろうなと思うんですけれども、一般の方が見られると、住民基本台帳に俺登録あるけ

ん申請できるわと思われかねないかなと思います。実際のところどうなんでしょう

か。

 議  長  総務課長

 総務課長  １５日の全戸配布により配布いたしましたチラシについてのご質問だと思います。

 これにつきましては、大前提として、やはりこういったものが必要な不特定多数の

方が来られる施設を所有されている方で、法人に限るとまた焼き物屋さんとかござい

ましたので、個人にという形で、村としては制定をさせていただいたものでございま

す。

 ですので、表現がですね、及びで切るか切らないかという世界になってくると思い

ますが、一応この事業につきましては、不特定多数の方が利用する施設を所有する。

というところで切って、法人または個人という形で考えておりますので、先ほど議員

さん質問いただきました自宅で使うというものについては、この事業では対象とは考

えていないということで、ちょっと表現の仕方についてですね、ちょっとそういう誤

解というか、あるようであればまた東峰テレビや放送を通じまして、きちんと告知は

させていただきたいと思います。ありがとうございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  それについて、２点お伺いしたいと思います。

 まずは１点、法人及び住民基本台帳に登録のある個人なんですけれども、おそらく

イベント等をされるような方々は住民グループであったりするので、そういった方々

に対しても、今後イベント等を広げていくにあたっては、そういったところも範疇に

入れてはどうかなという部分思うんですけれども、あくまでも個人事業主あるいは法

人というところで止められるのでしょうか。

 あるいは村内で、結構この東峰村というのは自主的にというか、村おこし、地域お

こしグループ多いと思います。そういった部分にも広げるのか。

 プラスして、ちょっと範疇外れるかもしれませんけれども、公民館、自治公民館あ

たりというのは、対応として、村が貸与若しくはお渡しするべきものなのか、につい

ても併せてお尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  最初に質問いただきました地域づくり団体とか、そういった方がイベント等で考え

られているかという部分については、実際については、正直言って考えていないとい
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う結論で今のところは考えています。

 イベント等について、そういう必要があるときにはですね、村のほうでも今、１０

台ほど買っている部分がございますので、それを貸し出しをするという形とかで対応

できれば。

 当然イベント等について、村からの補助金等もですね、出ている部分がございます

ので、その中で対応していただければというふうには思っているところでございま

す。

 また、公民館とかの部分につきましては、今のところほとんどの公民館が指定避難

所という形で、一時避難所として登録をしております。この中の区長会の中では、そ

ういうところに対しましては、一応村のほうで、非接触式の体温計を購入して、配布

したいという形を言っておりました。

 ただ、ちょっと日にちがですね、すぐ来なくて、昨日ちょっと４０台到着いたしま

したので、避難所についてはそれの部分をですね、お貸し出しという形で管理をして

いただく。また、アルコール消毒液については、ちょっとまだ数のほうの設置ができ

ておりません。区長会においては、自分たちの持っているやつ、また、原則としては

個人でやっぱり準備をしてください。なかなかアルコールの部分は個人で準備という

のは難しいかなとは思っておりますが、一応今日、明日ぐらいまでに、その体温計と

アルコール消毒液はうちも配るほどの数はございませんので、アルコールのウエット

ティッシュですかね、その部分をお配りしたいというふうに考えているところです。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  あと、もう１点に関してが、要は、個人の人も、事業を行ってない個人の人も対象

になるんじゃないかと思ってしまった方もいらっしゃるかと思います。

 そういった方々もやはり必要なのかなと思われて、そういう思いを言われたのかな

とも思いますので、今後そういう方々に対しての、そういう補助であったりとか、対

応という見込みがあるかどうかだけお尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  個人の部分につきましては、一応村としては、国のほうの給付金等の話をするわけ

にはいかないんですけど、そういった形の中でですね、対応していただければという

ことで、この事業として配布をするとか補助の対象にするということは、現時点では

考えていないところでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  また、事業者の対応についてのほうに戻ってまいります。

 次の質問、コロナ後に向けて村内事業者も５月末まわった時点で、様々な取り組み、

やはりもう今までどおりの販売の形態であったり、商売の形態ではなかなかなり行か

ないんだということで、新たな取り組み始められている方も多く見受けられました。

 特に若い方々に関しては、自前でＥＣサイトというか、要は、自前のホームページ

内で販売ができるように等の自助努力をされて、もう実際業者と話をしてますよとい

うところもありました。

 そういった部分で、東峰村も数年前に小規模企業振興基本条例というのを作りまし

た。やはりその小規模事業者を守っていく部分、特にやはりこのコロナ禍においては、

一番この条例が生きてくる部分ではないかなと思っております。

 その中で、今度この補正予算の中でもプレミアム商品券の発行というのが出ており

ます。国のほうもちょっといろいろ今問題になっている「Ｇｏ Ｔｏキャンペーン」

みたいなクーポンもありますが、村では、国も県もいろいろこの助成やっているんで

すけれども、小規模事業者持続化補助金、村版をですね、創設すべきではないかなと。

 要は、新しい事業であったり新しい展開に向けてですね、国等よりかは少額等にな
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るかもしれませんけれども、やはりそういった部分で、新たな取り組みをする事業者

をやはりどんどん盛り上げて、村内の税収アップであったり、経済が回るように村も

後押ししていくべきではないかと思いますが、村としての対応、考えをお尋ねいたし

ます。

 議  長  村長

 村  長  今回の議会の中でプレミアム商品券、２０％ですね、これは計上させていただいて

いるところであります。

 議員が言われる村内限定版のクーポン券とかですね、商品券、こういったところに

つきましては、このプレミアム商品券あたりで対応できるのかなと考えておるところ

であります。

 また、小規模事業者が、今後新たな展開等やっていくための支援、こういったとこ

ろにつきましては、やはり小規模事業者持続化補助金ですね、こういったところも活

用している人についてはですね、やはり村としても対応ができるのかなと思っており

ますので、また今後そのことについては、検討をさせていただきたいと思っておりま

す。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  国の補助金は何名か受けられているという話聞いております。

 私もいろいろ勉強して、事業的な部分で受けようとしたんですけど、かなり国のこ

の持続化補助金といわれる部分は、文章を緻密に構成して、できれば出せなくはない

んですけれども、やはり相手が国の補助金なので、やはり会計の部分とかですね、か

なり難しいと言いますか、すべて振り込み決裁であったりとか縛りがすごいんですよ

ね。

 実際に、じゃあ、それに対応できる村内の小規模事業者、個人事業主がどこまでい

るかと言うと、やはりなかなか難しいと思います。

 事務手続き等が、できればもちろん受けていただければ、村としてもですね、国の

ほうを使っていただくとありがたいというのはあるかと思うんですけれども、それよ

りかはやはりすごくスピーディーに、早くこういうことをしたいので、村も応援して

よという相談に乗っていただいてですね、村と一緒に進めていただくようなことがで

きると、もう少し村内の事業者さんは、すごくスムーズに行くと思うんですよ。

 なかなかやっぱ国のを受けようと思うと、準備が大変というのを少し申し上げてお

きたいと思います。

 その部分で、国の補助するんではなく、国を受けられる人はですね、どんどん受け

ていただいて、今は県の補助も追加で付いてきたりするのがあったりするので、それ

はそれでいいんだと思うんです。

 ただ、やはり村内には、なかなかパソコンで申請というかですね、ままならないけ

れども、これやっていかないかんな、あれやっていかないかんなと考えられている方

もいらっしゃいます。その中でぜひ、村版、村独自の形でやっていただきたい。

 その中で、今、なかなかイベントが組めないという部分もあるので、例えばのとこ

ろ、観光プロモーション事業５００万ありますけれども、それを流用したりですね、

今年の場合に限っては、そういった部分でコロナ対策としてやってみるのもありかな

と思います。

 もう一度お尋ねしますが、ぜひ、そういう形で前向きに村独自の案を考えて、まず

はグループよりかは個々の事業者を活性化というかですね、前向きにしていただく策

を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  議員の言われることはよく分かるんですが、やはり国のほうもですね、県も、非常
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にそういう手続き的に大変だというところについてはですね、やはり公正公平の理論

の上に、そういったところがなっているんじゃないかと思っております。

 ただ、村が仮に、議員が言われるようなことを対応するにしても、やはり金額的に

は非常に小さな金額となっていくかなという懸念もしております。

 そういったところが、非常に公平公正の問題等からどうなるかなというのは、難し

いかなという気がしておりますけれども。 

 いずれにいたしましても、今回の議会の中でも述べておりますように、商工業者さ

んのですね、支援については、今後も確実に行っていくということは申し上げており

ますので、そういったところも加味しながらですね、どういった具合にやれば一番い

いのかというのは、今後検討をさせていただきたい。

 また、そういった中で、議員等の教示等いただければですね、またいいのかなと思

っているところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  なぜ、この観光プロモーション持ち出したかと言いますと、これ５００万で、大体

５０万上限の１０団体ぐらいというような事業であって、結構申請等もですね、そこ

まで煩雑ではなく、申請と、あと報告という部分の二手に分かれてやる部分で、そう

いった要領の中で、もちろん事業なんでもう少し明確な部分、先にどういうふうな売

り上げ向上に繋がっていくかとかあると思います。その中でも１００％、事業者なの

で補助という形ではないと思います。国もそうですし。

 だとすると、例えば５０万上限でいくと、事業規模は７０弱ぐらいになってくるか

と思います。そうすると１０件やれば、補助額は５００万だけども、事業額はもっと

上がってきますよね。そういった部分よく考えて対応していただきたいなと思いま

す。

 次に、利子補給について、お尋ねいたします。

 先般の一般質問の折、また臨時会の折から、この利子補給についていろいろ言及を

していただいております。事業者さんにとってもとっても心強いかと思いますが。

 実際のところ、現状どういうふうな利子補給の形になっていくのか、お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  これは公庫及び県の融資に係る利子補給の件だと解釈をしております。

 また、商工会のほうからもですね、そういったご要望もいただいているところであ

りまして、昨日の同僚議員のですね、質問にもお答えをさせていただきました。

 これは、商工会から２年間の利子補填ということで、要望等がなされておりますけ

れども、これは、最初の３年間は無利子で、その後が利息が付いてくるということで

あります。

 そういった中で、何％がいいのか。商工会のほうからは１％ということを言ってお

られまして、要望が上がっておりますけれども。できるだけそれに向けたですね、取

り組みというのはやっていきたいなと思っております。

 ただ、現時点においては、何％かというところはですね、ちょっとその辺りは検討

させていただきたいと思っております。

 休  憩

 議  長  １１時５分まで換気休憩いたします。

（１０時５８分）

 再  開

 議  長  一般質問を再開いたします。

（１１時０５分）

 議  長  ５番 高橋弘展議員
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 ５  番  先ほどの利子補給の件に関してなんですけれども、パーセンテージが分からないと

いうことだったんですけれども、この利子が発生するのが４年目、５年目以降ですね、

なるので、実際のところ、その行政の形としてですね、どういうふうなことをされる

のかな。この臨時交付金に関しては、やっぱ今年度で使いきったりしないと、なかな

かいけないという仕組みだったかと思います。

 その中で、この質問に書かせていただいたんですけれども、やっぱり行政、これか

らいろいろ人も動いたりします。それでもやはり４年目、５年目以降にしっかりと制

度としてあるんだという確約をですね、いただきたいために、こういう要綱等をです

ね、早急に作っていただきたいなと思いますが。

 確認の上、要は利子補給が支払われるのは、その４年目、５年目以降ということで

よろしいんでしょうか。

 議  長  副村長

 副 村 長  議員おっしゃるようにですね、今後４年後、５年後にもし利子補給をするというこ

とであれば、そのときに当然財源も必要になってくるわけでございます。

 金額についてはですね、今定かではありませんので、なかなかこの将来にわたって

いくら出るというのがですね、今の段階から決めておくのは難しいのかなと思ってい

ます。

 コロナの関係について申し上げれば臨時交付金というのがありまして、それについ

ては、今年度の事業であれば対象にできるのではないかと思っております。

 ですので、例えばですね、今後４年目、５年目に発生する利子分をですね、今年度

の事業として、前もって一括して給付すると。そういったことができないだろうかと

いうことで、今検討をちょっとさせていただいているところでございまして、いずれ

にしろ村として利子補給をするとなれば総額がいくらになるか、その辺を商工会とも

相談させていただいて、その上でですね、決まりましたら、また議会の皆さんにお知

らせして、当然、要綱等もですね、今後作っていかないといけないというふうに考え

ております。以上です。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  前もった財源確保ということで、とても先行きがもっと明るくなるのかなと思いま

すので、ぜひ、そういう形が可能であれば、なかなか先に利子を貰うというのも、な

かなかない部分であるので、どういったものかなとは思うんですけれども。事業者さ

んにとってはすごく安心材料になるのかなと思います。

 次の質問にまいります。

 先ほど高倉議員も発言されたんですが、第４回臨時会において、ポーン太の森キャ

ンプ場の指定管理業者に対して、休業時の固定経費に対する給付と言いますか、経費

を支払うということで言及されていたんですけれども。

 やはり他の指定管理業者であったり、村内事業者等々に対しては、それはどういう

ことじゃろうなと、いうお話をいろいろ耳にします。

 個別にですね、いろいろされるというのは分からなくはないんですけれども、それ

だったらそういうふうな対象になるような業者も含めた公平、平等なですね、基準制

度をまずは設けてからそういった議論をするべきじゃないかなと思うんですが。

 まず、その部分について、お考えをお尋ねしたいと思います。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  先ほど高倉議員さんのご質問の中でもお答えしましたが、基本的にはそういうこと

で、今回はさせていただいております。

 あくまで村の指定管理施設ということでございます。

 一般の事業者の方につきましては、当然基本となる持続化給付金等そちらのほうの
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申請等を行って、まずいただくと。その中で、村として独自の支援金を今給付いたし

ておりますが、そういったことで支援をさせていただきたいというふうに思っておる

ところです。 

 繰り返しになりますけども、ポーン太の森さんに関しましては、あくまでやっぱり

村の指定管理施設ということで、協定書の中で謳われておる条項を基にですね、そう

いった対処を今回はさせていただいたということでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  じゃあ、その指定管理業者によると、他の指定管理業者からも請求が出てきた場合

には、支払う構えはあるということでよろしいんでしょうか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  同じような形、村が管理委託をしている指定管理施設については、もちろん考え方

としては同じような形になるかなとは思っております。

 今回につきましてはですね、そういった未曾有というか、予測のつかないことでご

ざいますので、ただ、他の事業者さんは、お伺いすると、持続化給付金の対象になる

という事業者さんもおりますので、その辺りはもう少しその金額等をですね、こちら

のほうで把握をさせていただきまして、運営状況等を、どこかで一度情報をいただい

て、もしそういった形で、必要性があるということであればですね、再度農林観光課

としては検討をさせていただくべきかな、というふうには思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  なんか話の筋道が、持続化給付金と経費を補填するというのが、全く別だと思うん

ですけれども。あくまでも持続化給付金というもの自体は、売り上げが減った分に対

しての補填だと思うんですよね。

 ただ、今回されているのは、持続化給付金ある、ない関係なく、その経費に対して

出しているという部分が全然違うと思うです、性質が。その持続化給付金が、国、県

が該当しないというのなら、じゃあ、村はそういう事業者も対象になるような村の持

続化給付金の制度にすればいいじゃないですか。

 例えば、その制度の対象にならないのは、要は、国も今年の３月３１日まで開業と

いう部分まで広げましたよね、確か。その該当団体に関しては４月１日から事業を始

めているので、自治体によっては緊急事態宣言開始される４月７日までに開業したと

ころも見ますよ、というふうなところに改定されている部分もあります。それはやは

り開業をされたから、そういった部分も応援していかないといけないというので、自

治体が独自に対応しているという部分あるんですよね。

 なんでここにくどくど言うかというと、なんでポーン太の森だけなんだと、そこだ

けをターゲットにしてやるんだと、そこありきの話じゃないですかという部分を、や

はり困っているのはどこも同じなんだから、じゃあ、制度という形でしっかりと整え

るのが行政の役割じゃないですかという部分で、質問しています。

 なぜ、持続化給付金というところの枠を広げて、そこを救済するという措置に向か

わないのか、お尋ねいたします。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  議員さんおっしゃるとおりでですね、固定費とかの助成はですね、あくまで損失等

の補填と、持続化給付金については収入に対する補填。

 まず１点目が、要するにこの持続化給付金の計算基になる、昨年の売り上げの状況

が全く比較できなかったということにございます。

 今言われました結局４月の何日までに操業された方というのが、確かに対象になっ

てきておりますので、その辺りのもう少し要綱をですね、検討を考えさせていただけ

ればと思っております。
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 じゃないと、そういった不公平感ということであればいけませんので、もう少しそ

の辺りは検討させていただければと思っております。

 議  長  ５番 高橋委員

 ５  番  村独自の部分で立てるならですね、いろんな制度設計可能だと思うんですよ。

 だから、前年の対象施設が経営してたデータを使うとかですね、国、県ではできな

いかもしれないですけど、村だったらそういう制度を作れば可能なんだと思います。

 なので、そういった部分、今、３０％という部分の、下限のラインを設定されてい

ますけども、やはりそれで本当にいいのかという部分も、若干ちょっと声があがって

きているとも聞いております。

 今一度やはり持続化給付金のこの枠自体が、本当に村内の事業者をカバーできてい

るか、救えているかという部分を、今一度検討いただきたいなと。

 前言われていた１５％程度まで落とすのかどうか。そうやっても線引きが生まれま

すので、ぜひ、どういった形がいいのか再度検討いただいて、ポーン太の森に関して

も考えていただきたい。

 プラス先ほど言ってた村版の持続化補助金、設定しましたらですね、おそらくこの

ポーン太の森もすごく対象になると思うんですよ。遡及措置で、コロナ前あたりの２

月中旬あたりまで遡って、いろいろこのキャンプ場も準備されてきたものとかをです

ね、併せてコロナ対策を加味してやればですね、いろんな経費等も救われたりとか、

いろんな業者も救われてくると思うんですよ。

 なので、そういう部分の制度という形で、もっと他の事業者も一緒たくりになるよ

うに、もう少し検討していただきたいなと思いますが、その辺の持続化給付金のあり

方、あとポーン太の森のこの請求支払いに関しての考え方、もう一度ご検討いただけ

ないでしょうか。

 議  長  副村長

 副 村 長  ポーン太の森の給付につきましてはですね、先ほど来課長から答弁申し上げていま

すように、本年４月に操業したということでですね、国の、県の持続化給付金の対象

にならないということでですね、今回は基本協定書に基づきまして、不可抗力という

ことでですね、村のほうから一部負担をさせていただいたということです。

 議員おっしゃるように、民間の事業者も含めまして、村の持続化給付金のあり方と

いうのをですね、もう少し考えたほうがいいのではないかというご意見でございまし

た。

 ３０％という括りを今作っておりますけども、確かにおっしゃるように、当初１

５％という考えもありましたけれども、いずれにしろどこかで括りをつけないといけ

ない。そうなると例えばですね、自粛の協力金というような形でですね、一律に給付

したほうがいいんじゃないかという考え方も出てくるだろうと思いますので、そうい

ったところはもう一度村のほうでもですね、検討いたしまして、また、議会の皆さん

にもご相談しながらですね、改めて事業者さんにどういった補助ができるのか、とい

うのは検討させていただきたいというふうに思います。以上です。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  もうくどくどは言いたくないですけど、基本協定書の部分に関して言うと、やはり、

今回コロナで、もちろん同じく皆さんこれで疲弊しました。そのやっぱり３年前、約

３年前になる部分で、災害で同じく疲弊した後にこのコロナなんですよね。

 おそらくどこの施設を運営しているところも、資本金であったり、持っているお金

減らしています。

 災害のときは、村から基本協定書に基づいて、いろんな団体から要請あったと思い

ますけれども、それに村は応えてくれなかったはずです。出さなかったですよね。



19 

 じゃ、なんでポーン太、今回出したんだという部分の思いがあること自体を、ちゃ

んと頭の中に入れておいていただきたいなと思います。

 次の質問にまいります。

 災害時の避難について、お尋ねします。

 先般の一般質問から、複数の議員の方々からですね、質問しているので、かいつま

んでお聞きしたいんですけれども。

 この指定避難所指定緊急避難所ですね、収容人数について定めているのかについて

お聞きしたいんですが。

 なぜかと言うと、昨日の黒川議員の質問に対する答弁の中で、場合によっては人数、

要は、収容されている人数によっては、別の避難所に移動をお願いすることもあると。

かなりこれは災害時にとって、急を要する部分で移動をする余地があるのかという部

分あるかと思います。それも含めて、収容人数を定めているのか。そして、本当に避

難してきたけども、その避難場所に入れないという事態が発生してしまうのかどう

か、お尋ねいたします。

 議  長  総務課長

 総務課長  昨日の質問に対しまして、村長が言った部分でございますが。

 避難所につきましては、ここは何名ですよという形で、大きく告知をしている部分

はございません。

 ただですね、昨日もあったかと思いますけど、実際に今回コロナウイルス関係で２

ｍの間隔をあけたときに、例えばいずみ館の多目的ホールであれば１６世帯、１６組

ですかね、しか入らないという部分で、それについては、今回１５日にお配りしまし

たチラシの中にも、字はちょっとあんまり大きくないですけど、書かせていただいて

いるところでございます。

 ただ、あまり収容人数ばっかりを言うと、逆に避難しないという方も発生する恐れ

もありますので、やはり避難された方につきましては、やっぱり場所の確保を行う。

 元気な方と言ったら失礼になるんですけど、もし、例えば学園とかへの移動手段を

持たれている方に、移動の協力をお願いするということはできるかもしれませんけ

ど、実際に避難した方につきましては、安全の確保というのが第一でございますので、

その時点になりましたら、やはりその間隔をあけている部分であっても、やはり詰め

て避難するとかですね。いずみ館であれば、これまで最大１６０名ぐらいが避難した

ことがあります。もうかなりぎゅうぎゅうで、一部は車の中で避難されたとかいう場

合もございます。

 そういった形で、今年についての人数、どれぐらいの雨が降るかというのもござい

ますが、移動につきましては、基本的にはその避難所、避難された方の受け入れは、

その避難したところで行うという形にはなるかと思います。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  結果、もういいやと思って、車中泊になりかねないのかなという結論が予測された

り、在宅避難という形だと思うんですけれども。

 おそらく行政から、そういったこと推奨するということは、なかなか言えないとい

うのはもちろん理解しております。

 ただ、おそらくもうあり得るだろうというところの対処、リスクマネジメントはし

ないといけないと思うので、その辺の対策は検討されているか、なかなか車中泊に対

しては避難者の把握であったり健康管理という部分、難しい部分あるかと思います。

 ただ、やはりこのコロナ禍においては、家庭の中でやっぱり対外的な接触を減らす

という部分に関しては、すごくもうベストなのかなと思わざるを得ない部分があるか

と思いますが、その辺の対策というのは、村として今考えられているのでしょうか。
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 議  長  総務課長

 総務課長  車中泊の件につきましても、昨日村長が答弁したとは思いますが、その繰り返しに

なると思いますが。

 村としては、車中泊を推奨するということはない。車中泊も１つの方法であります

という国の方針を、チラシの中には確か書いてなかったと思います。実際に避難所の

状況によって、その方が本人の判断にとして車中泊を判断されるという部分につい

て、村としては受け付けのときに、チラシの中にも最後のほうに書いておりました。

申し訳ございません。判断されたときにですね、やはり想定されますエコノミークラ

ス症候群とかそういった部分、また、車で寝るときには一酸化炭素中毒の部分もござ

いますので、必ずエンジンを切ってという話とかですね、そういった部分は当然しな

ければいけないというふうに思っております。

 村として、そういう選択をされた方に対するフォローと言いますか、そういう注意

喚起ですね、そういった部分については、当然行うという形で考えているところでご

ざいます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  今回もしある程度の災害が起きた際は、村民が今どこにいるのかという部分が、か

なり捕捉するのが難しいような状況になりかねないかなと思うので、ぜひとも、どう

やって捕捉していけばいいのかという部分に、もう少し対策を練っていただきたいな

と思います。

 もう１つ、すごく先日からの一般質問で気になっているのが、発熱者がいた場合に

避難所としてはどういう対応を取られるのでしょうか。

 受け入れて、そういう発熱者対応のゾーンを設けるのか、あるいはお帰りいただけ

ますかといって、お帰りいただく場所が危険な場所であったらどうするのか、かなり

大変な問題だと思います。

 どの団体も、国もそうですけど、やはりそういうゾーニング的な部分で、発熱者と

の仕分けであったり、する必要があると言われていますが、今のところ指定避難所若

しくは緊急指定避難所のあり方をお尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  実際にですね、受付等で発熱のあった場合の対応等については、もう対策会議のほ

うでも確認をしておりますが、避難所の中で、極力別室を確保するという形にしてお

ります。

 どうしても別室が確保できないときには、パーテーションの高さを１段上げて、ち

ょっと離すとかですね、そういった形で対応するということで、一応マニュアルと言

いますか、本部の対応としては考えているところでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  確認のため、仮に自宅で発熱しているということが分かって、しかしながら、言わ

れる危険な場所と認定されているところであれば、とりあえず避難をしていいという

ことでしょうか。

 というのと、あと、この発熱されている方々が集中的にというか、発熱されてたら

ここに避難していただければという部分、特別何か設けることができれば、もう少し

受け入れて待つ側も対応しやすいのかなと思うんですが、その辺の福祉避難所であっ

たり、コロナ対策の避難所等は設定されているか、お尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  先ほど言われたコロナ対策対応避難所というものは設定はしておりません。

 福祉避難所につきましては、村としては宝珠の郷のほうと協定を結んでおります。

宝珠の郷のほうの対応についても、昨日村長の答弁もございましたが、やはり発熱等
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のある方につきましては、あそこは結構部屋がございますので、そういった部屋を活

用するという形で、回答というかですね、協議は行っているところでございます。

 また、家で体温を測ったときに熱があるという方に対して、村としては、避難所に

来ないで下さいということは全く言えませんので、来られたときに、そういった村と

して対応を取るという形にしておるところでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  なかなか時間が無くなってきたので、ながらも災害大事なのでお尋ねしますが。

 このチラシ、なかなかどう読めばいいかがよく分からなくて、危険な場所から避難

みたいな形で書かれてる。私は危険なのかどうか、ご自分でまずご判断くださいとい

う部分も、読んで分かるのかなと思うんですが、誰か教えてくれないのですかという

質問で、もう答えを申し上げたいんですけども。

 例えば２８日に避難訓練をするのであれば、サイレンかかって、みんなでいつもど

おり避難、もちろん体温を測ってでしょうけども。

 その前に、今年はこういうことで、こういう対策をしないといけないというのを、

前もって１０分前とかに東峰テレビで見てくださいというので、せっかく防災担当の

方もいらっしゃるので、そういうふうな取り組みで、まずは今年こういうことなんだ。

大蔵議員も言われてましたけど、こういう説明、住民説明はないのかという部分、ま

だ取り組みの余地はあるかなと思います。

 で、避難所にはどういう態勢が整っててとか、そういう説明がないとなかなか、じ

ゃあ縁故避難、縁故避難、どこに頼ればいいかなとか、要は、その考える機会もない

と思うんですよね。

 ぜひ、ちょっとそういう避難訓練の前の取り組みというのができると思いますが、

いかがでしょうか。

 議  長  総務課長

 総務課長  避難訓練前ということで、出水期前の呼びかけという形で、東峰テレビのほうで少

し長めの画面を使いまして、こういった形の部分をですね、放送をさせていただいて

いるところでございます。

 避難訓練のときに放送等でですね、いろんな呼びかけはしようと思っております

が、そういった前もった部分で、今放送している部分の内容の精査また、その直前の

呼びかけ等につきましては、ちょっと今ご提案いただきましたので、検討させていた

だきたいと思います。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  あと質問がいっぱい控えてましたが、１問ずつ質問します。

 ＪＲ日田彦山線復旧について、かなりいろいろ聞きたいこともあったんですが、い

ろいろ同僚議員聞いていただいたので。

一番聞きたかったのは、やはり知事ご決断いただいて、そして村長ご決断いただい

て、今に至るということで、宝珠山駅までの延伸というのが、ＢＲＴの延伸が決まっ

たんですけれども。

 やはり村民の声はどこに届いているのかというのが、すごく分からないです。今の

状況で。

 やはり知事は、村民に寄り添ってないなと、僕も思います。村長もやはり寄り添っ

てないから鉄道が断念せざるを得なかった。もちろんその意味すごく分かります。

 その村民に寄り添わなかった知事がまた出してきたのが、宝珠山駅までのＢＲＴの

延伸。これはいつ村民に寄り添ったのか、知事は、いつ村民に寄り添って、この案が

出てきたのか。村長、分かればお聞きします。

 議  長  村長
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 村  長  本来であれば知事もですね、復旧会議の第一次時点では鉄道での復旧だと、それか

ら、ＢＲＴなんてあり得ないと、いう発言はしているところであります。

 当然復旧会議におきましても、鉄道での復旧をするので、審議のために復旧会議を

開いてくださいということで、ＪＲのほうから提案を受けて、復旧会議は始まったと

ころであります。

 そういった中で、やはり復旧会議の回数を重ねていく段階で、どうしても鉄道での

復旧というのが困難と、知事あたりが判断したのかどうか知りませんが、鉄道ネット

ワークから交通ネットワークという考え方に、小川知事のほうも変わりまして、そし

て広瀬知事のほうが、そういったことであれば、ＪＲ九州はどういう交通ネットワー

クを考えるのだということで３案が出てきたわけですね。

 率直に申しまして、知事は県民に寄り添う、それから被災した住民に寄り添う県政

を行っていくということでございましたけれども、私から考えますと、それはとても

知事は実行に移されてないなと思っているところです。

 そういった中で、やはり地元選出の栗原議長あたりが私どもの思いを強く受け止め

ていただいて、県議会のほうに働きかけを行っていただき、そして、最終的には、知

事が考えたのかどうか私は分かりませんけれども、宝珠山駅までの延伸という形で、

知事が提案をしてきたというふうに、私は理解をしております。

 じゃあ住民の思いはどうだったのかと言いますと、それは知事の住民説明会でもあ

りましたように、ＢＲＴでいいという方は１人もいなかったわけですね。それがまさ

しく村民の声だと思っておるところでありますけれども、そうは言ってても現実的に

添田、日田がそういうＪＲ提案のＢＲＴでいいということであれば、じゃあ、東峰村

だけが鉄道での復旧というのは、やはり前後を考えると無理である。

 そういった中で、断腸の思いで、苦渋の決断をさせて、知事の提案を受け入れたと

いうのが、簡単な流れじゃないかと思っております。

 議  長  高橋議員の質問は６０分を超えましたので、終了いたします。

 以上で、一般質問を終了します。

 散  会

 議  長  これをもちまして、本日の会議を終了します。

 明日１８日は、午前９時３０分から開会します。

 本日は、これにて散会いたします。

（１１時３４分）
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 開  議

 議  長  改めまして、おはようございます。

 ただ今の出席議員数は、１０名です。

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。

（９時３０分）

 議  長  これより質疑、討論、採決を行います。

 日程第１

 議  長  日程第１ 議案第２８号「令和２年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）」

を、議題といたします。

 説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ２２ページでですね、総務費国庫補助金というのが１，０００万円ほど削られ、削

られるというちょっと言葉は悪いかもしれんけど、減らされておりますよね。これ、

どういうことか、説明をいただきたいと思います。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  これにつきましてはですね、農山漁村振興交付金ということで、ほうしゅ楽舎に係

る国庫補助でございますが、当初予算計上の段階では、全体事業費を５，８００万の

２分の１の２，９３５万７千円というふうに計上をしておりましたけども、その後で

すね、交付申請をする際に、補助対象経費のそういった率がありますので、その率に

基づきまして交付申請をした結果ですね、その減額の差額分を今回減額して交付決定

額のみをですね、残したような形になっております。以上でございます。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  これほうしゅ楽舎の分ということでございますが、どういうふうな査定でしたのか

というのは、もちろん僕は分かりませんけども、これに対して逆に村から追加の予算

を出す可能性というのが当然あると思うんですけど、そこはどのようになりますか。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  その分につきましては、その下のですね、歳出の２３ページを見ていただきたいと

思いますけども、国庫支出金の減額分につきましては、地方債を１，１００万、一般

財源はマイナスの２０万７千円というような形で、地方債をですね、充てさせていた

だきたいと考えております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  同じ項目についての、２３ページの２款１項６目企画振興対策費のほうしゅ楽舎の

分なんですけれども、先ほど査定が減額されたということなんですが、何の査定がこ

の補助金通らなかったのか、その項目をお教えいただきたいな。それが地方債でなけ

ればならなかったという部分。

 続いてですね、そのほうしゅ楽舎の分なんですけれども、３月の定例会の折に予算

委員会の中で佐々木議長のほうからの質問で、このほうしゅ楽舎の建設については、

議会と協議をしながらという話だったんですけど、未だ協議等があっておりません。

状況としてどうなっているのか、今後のスケジュールですね、その辺も併せてご説明

をお願いいたします。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  交付申請の際においてはですね、外構工事等が、比率が７３％であったりですね、

付帯事務費につきましては１００分の１であったりですね、そういった交付上限額と

いうのが各項目ごとにありまして、主なものは外構工事等のですね、対象外部分等が
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ありまして、そういった減額になっております。

 それとですね、議会のほうにご説明をさし上げるというスケジュールでございます

が、こちらがコロナであったり、ＪＲの関係であったり、ちょっとその辺が遅くなっ

ておりますけども、再度その辺をまた打ち合わせしまして、お示しをさせていただい

て、全協なりでご説明をさし上げたいと考えております。

 議  長  他に質問はありませんか。

９番 伊藤均議員

 ９  番  ２３ページ、まず７款１項１目の商工振興費の中でプレミアム商品券、これについ

ては、内容等々については確かにお伺いしたところなんですが、これにおきます、今

まで村内とか村外とかいうような分け方があったかと思います。そういう率のです

ね、配分割合というのがまだ説明をいただいてないと思いますので、これについて詳

しく説明をいただきたいと思いますが。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  東峰村商工会さんのほうからいただいた資料を基にですね、若干説明をさせていた

だきたいと思います。

 まず、応募期間につきましては、７月の１０日から２６日を予定しております。７

月の２９日に抽選を行いまして応募者へお渡しするということで、引き換え期間につ

きましては８月５日から１１月３０日になります。

 申し込み限度額につきましては、お一人様１０冊ということで、１０万円までにな

っております。

 基本的には村内の方ということで、予約受付をいたしますので、応募はがきでのみ

の受け付けとなりますけども、基本的には村内の方ということになっているというふ

うに、今の時点では聞いております。以上です。

 議  長  ９番 伊藤均議員

 ９  番  そうしますと今回については、もう村内だけという形での応募、またプレミアム商

品券という形になるということで、今、説明をいただいたとこですが、そうしますと、

プラスですね、これ今まで当期の配分とか、そういうことまでいろいろあってきたか

と思います。

 それで、その辺りのところはですね、どのようなやり方で今回のプレミアム商品券

は進めていくか、ということについてお示しいただきたいんですが。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  具体的な流れと申しますか、そういったことにつきましてはですね、ちょっと今か

ら商工会さんのほうとお話をさせていただきたいと思いますけれども、現時点でそう

いったところまで、ちょっと申し訳ございません。実際うちのほうがまだ情報と言い

ますか、打ち合わせ等をいたしておりませんので、分かり次第ですね、打ち合わせし

て、詳細はご提示させていただきたいと思います。

 議  長  ９番 伊藤均議員

 ９  番  予算にですね、補正で上げるのに、まだそういうところが詳しく決まってないとか

いう話ではですね、補正上げる時点と違うんじゃないかと。しっかり煮詰めた中でで

すね、補正を上げてくるものが本当のやり方ではないかと思いますよね。

 その辺りのところ、もう今ですね、これをどうのという話じゃないんですが、前回

もそういうことが確かあったかと思います。しっかり煮詰めてですよ、回答できるも

のの中で補正等は上げてくださいよと、いう話を前回もしたかと思います。

 その辺りのところをですね、もう一度しっかりやっていただくということに関し

て、村長いかがですか。

 議  長  村長
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 村  長  誠に申し訳なく思っておりますけれども、そういったことが整理されての補正予算

と、私も思っておったところでございます。

 二度目ということで、今後は十分気をつけてまいりたいと思います。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  ２３ページの同じくプレミアムでございますが、毎年発行されておりますが、発行

されて村内の方は買われたのはいいんですが、買う商品が限られていると、村内では

ですね。

 １つ例を挙げますと、学校へ通っている子どもさんたちの保護者の方からちょっと

と聞いたんですが、制服とかですね、学校で着る運動着、こういうのは村内ではちょ

っと手に入らない。せっかくプレミアム商品を買っても、村外で、朝倉市等に行けば

買えるんですが、それは今のところ使えないという状況でございますので、今後です

ね、朝倉市とそういう面で提携をやっていただいたら、保護者の方たちももっとプレ

ミアム商品の有効に使えるという面がございますが、これは村長でしょうか、お願い

します。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  確かに議員おっしゃられるように、村内のみということになっております。今の段

階ではそういうことで、今回発行させていただくということございますけれども、商

工会議所とかですね、いろんなところにそういう調整ができるのかというのがありま

すので、ちょっとその辺りも含めて商工会と、詳細は打ち合わせをさせていただかな

いと、ちょっとこの場では、即答はちょっと難しいと思います。

 議  長  ７番 長澤貞義議員

 ７  番  ぜひですね、実現できる方向でお話をですね、商工会の方たちとしていただきたい

と思います。以上です。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  ２２ページの歳入です。

 １５款２項１目財政調整基金繰入金についてです。

 この令和２年度に関しても５億１，０００万円ほど、この補正をすることによって

繰り入れておりますが、現在の額面上と言いますか、の積立額がいくらになっている

のか、お尋ねします。

 もちろん令和元年度のですね、今後決算の繰越金が発生すると思いますが、その前

の段階で今、どれぐらいの積立額なのか、お尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  手持ちに資料ございませんが、平成３０年度決算のときに１１億８，０００万だっ

たというふうに記憶しております。

 令和元年度の決算において、財政調整基金の最終的な繰入額は５，０００万円でご

ざいました。予算は７億ぐらいあったんですけどですね。

 その辺りで、今のところ元年度末の見込みとしては１１億３，０００万円ほどとい

うことで、想定よりはですね、財調の分については猶予があるということの結果とし

て、数字がですね、上がっているところでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  最後の質問になりますが、２３ページ、１０款１項２目教育委員会事務局費の学校

給食に関してなんですけれども。

 今回夏休み期間が短くなるということで、通常給食がない期間もですね、給食が発

生する中で、食材の準備等ですね、そういった部分、通常ない期間に給食等が発生す

る部分の管理等ができているのかどうか、お尋ねいたします。

 議  長  教育課長
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 教育課長  今回３、４、５月と給食がお休みになりまして、８月に夏休みが短縮されまして給

食が発生しますが、学校給食会等を使っての食材の申し込みというか、調達をするよ

うにしております。

 議  長  他に質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結します。

 これから、討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 賛成討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 これより採決します。

 議案第２８号「令和２年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）」を、お諮

りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第２

 議  長  日程第２ 承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」を、

議題とします。

 これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  この件に関してもですね、交付額確定より予算不足ということでございます。

 先日説明はしていただいたんですけど、ちょっと理解しきらなかったことがありま

すので、申し訳ありませんけれども、もう一度ご説明をお願いしたいと思います。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  それでは、ページの３１ページ目のほうをお願いします。

 まず、歳入項目でございまして、雑収入としてですね、当初補正前が３千円、補正

額２，２４０万円となっておりまして、これにつきましては、平成２９年の九州北部

豪雨で被災しましたですね、村内の水道施設の災害復旧というのをやっておりまし

て、一時的にですね、歳出というのが大きくなりましてですね、前年度の予算が不足

したということからですね、歳入欠陥補填収入としまして２，２４０万円を歳入にて

計上しまして、次のページ、３２ページ目でございます。

 その歳入で入れました同額をですね、前年度繰上充用金としましてですね、同額を

計上しておるというところでございます。

 なおですね、この前年度繰上充用金につきましては、昨年２，９３０万円というと

ころがですね、本年度では２，２４０万円ということで、前年に比べまして６９０万

円の減というところになっております。以上です。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ではですね、この２，２００万ほど追加したのと合わせて、簡易水道会計に一般財

源から、現在のところどれくらい入れてるのか、そこを分かれば教えてください。

 議  長  総務課長

 総務課長  予算書上にはなりますが、令和２年度の簡易水道に係る部分の操出金につきまして

は、当然基準内、基準外ございますが、３，３５１万２千円。その内基準内につきま

しては１，２４３万８千円、基準外について、工事費等の負担等もございますが、そ
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れについては２，１０７万４千円ということで、３，３００万円ほどが令和２年度の

予算で計上されているところでございます。

 議  長  総務課長

 総務課長  すみません。

 今回の予算に上げております歳入欠陥補填収入については、一般会計からの操出金

ではございませんので、その分だけはご理解いただきたいと思います。

 議  長  他に質疑はありませんか。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  建設水道課長のほうから、前年度も２，９４０万円、この歳入欠陥補填収入並びに

前年度繰上充用金発生していると。２年連続でこれを発生させているという体で、結

局これをずっと続けるおつもりなのか。減っているということが一体どういうことな

のか、ちょっと意味が伝わらないんで、これすごい自転車操業的にですね、行ってい

るような意味合いに聞こえてしまうんですけれども、そういう意味合いで取ってよろ

しいんでしょうか。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  あくまでも先ほど申しましたように、２９年のですね、九州北部豪雨災害で被災し

た施設の災害復旧費というのがですね、今一時的に大きくなっているというところの

なかで不足が生じているというところでございます。

 先ほど言いましたように、前年度繰上充用金についてはですね、来年どうなるかと

いうのは、まだこの状況でお話できるところではないんですけども、少なくとも昨年

度よりはですね、減っているというところまでしかちょっと答えられませんけれど

も、そういうことですというところになります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  なんか説明がつじつまが合わないような気がしてくるんですけれども、補助金の減

額によってこれが発生しているという、補助金の減額がなくなってもずっと、この繰

上充用がずっと足りないから続いていくという話にならないですか。

 ちょっとずつ減らしていくという話だったら、結局それに充てれる収入がないから

ですね、次年度からずっと繰り越していくという話になりますよね。

 じゃあ、今積んでる基金はいったい何なのかというのと、前の建設課長においても、

今後料金の値上げ等が発生するのかという話も、若干質問させていただいた経緯もあ

りますが、そういったところで、現状のこの繰り上げを行うということが続くという

のは、ちょっと会計上よくないんではないかなと思うんですが、その辺の見解どのよ

うに考えられているのか、お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  暫時休憩をお願いします。

 議  長  暫時休憩します。

（９時５２分）

 議  長  会議を再開します。

（９時５５分）

 休  憩

 議  長  １０時まで換気休憩をします。

（９時５５分）

 再  開

 議  長  会議を再開します。

（１０時００分）

 議  長  建設水道課長
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建設水道課長  まず、今回のところの災害復旧というところなんですけれども、災害復旧につきま

してはですね、どうしても補助といった部分だけではなくてですね、どうしても手出

ししなきゃいけない部分というのも当然ございまして、その中で予算のほうが必要に

なったというところがございます。

 なお、災害復旧におきましては、現時点で９割、今のところ進んでいるという状況

もございますので、災害復旧に係る費用としましては一定の目途がたっているんじゃ

ないかなというところです。

 議  長  副村長

 副村長  今後の見通しの部分についてですね、私のほうから少し答弁をさせていただきたい

と思います。

 前回繰上充用ということで２，９００万円程度お願いをいたしまして、今回また改

めてですね、次の年になりまして、また２，２００万円ということでお願いをしてお

ります。

 本来であればですね、次の年度の収入を持ってくるということはですね、会計上適

当ではないと。適当ではないというか好ましくはないものだというふうには考えてお

りますけれども、水道会計についてはですね、基本的には独立採算が原則であります。

その部分を一般会計から穴埋めをする。これもまたですね、適当ではないのではない

かというふうに考えておりますので、前回２，９００万、今回２，２００万というこ

とでですね、水道会計の中で、例えば費用を抑えるとか、そういった工夫でですね、

最終的にはこれをですね、早くこういう次年度の繰上充用をしないように持っていく

という考えでございます。ということでございます。

 あと、基金の話も少しいただきましたけれども、水道の基金についてはですね、残

額は４００万円程度ということで、なかなか基金を活用するというのも難しいところ

であります。

 ですので、今の現状としましては、一般会計から繰り出すのではなくて、水道事業

の中で少しずつ改革を行って、繰上充用という形がないようにですね、早期に持って

いきたいと、そういう考えでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  基金残高が４００万という中では、なかなかこの繰上充用が２，０００万生まれて

いる会計運用としてはかなり厳しいのかなと思います。

 もちろん僕も基金がある程度あったのかなという部分で、それを繰入れして解消が

できないかどうかとか、そういうレベルの話じゃないので、もちろん特別会計ですの

で、一般会計からの繰入れはやはり最小限度に抑えないと、という部分ありますけれ

ども、見込的に、これがいつぐらい解消していくのかという目途は立っているのか。

 やはりこのような状況を、ずっと僕、決算とか予算のときに簡易水道の運営委員会

と言いますか、という部分を開催しないのかというのをずっと言っていたんですけれ

ども、やはり住民の方々にこういう水道会計の部分をお伝えしていかないと、いやー

厳しくなってという部分になって、急に水道料金の話をされたときに、なんで今まで

話ししなかったんだという話になりかねないと思うんですよね。

 ということで、ほんとに今後、これがどれぐらいの見通しでこの繰上を続けていく

のか、住民への説明について、最後答弁をお願いいたします。

 議  長  副村長

 副 村 長  今後どの程度でですね、これが解消するのかということであります。

 今、先ほど課長が申しましたように、はっきりといつまでということはですね、言

えないんですけれども、前回２，９００万から今回２，２００万ということで、水道

会計の中のですね、収支の見直しによって７００万程度圧縮ができております。この
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ペースでいきますとですね、あと３年ないし４年程度でですね、改善に持っていける

のではないかというふうに考えております。

 それからまた議員おっしゃいました簡易水道の運営委員会ですね、これについても

なかなか開催できない状況でございまして、その点についてはお詫びを申し上げたい

と思いますけれども、またそれについてはですね、早期に運営協議会を開催させてい

ただきまして、またその内容についてはですね、住民の方々に何らかの形でお知らせ

をしていきたいというふうに考えております。

 現在のところですね、これは一時的な九州北部豪雨災害の災害復旧工事に伴う減額

分ですので、これでもって直ちにですね、水道料金の値上げを行うとか、そういった

ことはですね、我々としては今のところは考えていないという状況でございます。以

上です。

 議  長  他に質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、採決します。

 承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第９号）」

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第３

 議  長  日程第３ 報告第１号「令和元年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」を、議題と

します。

 これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

９番 伊藤均議員

 ９  番  この中でですね、８款の土木費の１項土木管理費の中が２，５００万と。内容につ

いてが、ここに小さく書いてあるんですが、水源地域整備事業一般経費という形で、

下にまた詳細を書いてあるんですが、水源地域整備の関係については、今年度までで

すかね。

 要はですね、これが一般質問等でもありました農業倉庫、あの辺りまで絡んでいる

のか、それとこの中身がですね、どういうものなのかということをですね、ちょっと

説明をいただきたいと思いますが。

 議  長  総務課長

 総務課長  繰越明許に関しては総務課のほうでも協議しておりますので。

 水源整備の中で唐臼の整備工事と、唐臼ですね、皿山のところにございます。それ

と皿山交流公園、元工芸館の跡地の公園化の工事の部分で、これについて発注の時期、

また、いろんな諸事情によりまして、年度内に終了する見込みがないということで、

これ３月だったと思いますが、補正予算の中で繰越明許費ということで計上させてい

ただいて、ご議決いただいたものの２つの事業でございます。

 議  長  総務課長

 総務課長  もう１つ農業用倉庫の関連という質問がございました。

 農業倉庫との関連は、この事業については、関係はない、全く別の案件ということ

でご理解いただきたいと思います。
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 議  長  他に質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結します。

 報告第１号「令和元年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」を終了いたします。

 日程第４

 議  長  日程第４ 報告第２号「令和元年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告」を、議題と

します。

 説明は終わっておりますので、これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

９番 伊藤均議員

 ９  番  この中のですね、一番下の災害復旧費の中の農地・農業用施設災害復旧工事、この

ものにつきましてですね、翌年度繰越しが１億１，５００万というような数字が出て

おります。

 それで、上のほうにですね、公共災については、まだそれ以上の金額が翌年度繰越

しにはなっておるんですが、公共災については随分進んでおると。しかしながら農業

災についてはなかなか進まないということで、このもの自体はですね、事故繰越しと

いう形でやってきて、本来はそれで済むのかと。この令和２年度で全部終わるのかと、

この金額を予算化しておる中でですよ。

 これは進行状況等々、またいろいろ問題はあるのかと思いますけれども、その辺り

の見解を伺いたいと思います。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  議員ご指摘のとおりですね、公共災のほうの進捗状況は、発注としては９９％進ん

でおるというところでございます。

 農地災害復旧に係りましては、発注は進んでいるものの完成率が上がらないという

現状がございます。

 この事業者によります諸事情それから他事業案件によるもの等ございますが、令和

２年度中に完成ということで、事故繰越し案件でございますので、これは各企業、事

業体にもですね、徹底して監督し、年度内の完成ということで回答させていただきま

す。

 議  長  他に質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑をこれで終結し、報告第２号「令和元年度東峰村事故繰越

し繰越計算書報告」を終了します。

 日程第５～

日程第７

 議  長  日程第５ 同意第３号から日程第７ 同意第５号「東峰村固定資産評価審査委員会

委員の選任の同意について」を、議題といたします。

 これから、質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これより採決します。

 同意第３号「東峰村固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について」を、お諮

りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。
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 議  長  日程第６ 同意第４号「東峰村固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

て」

 これより採決いたします。

 質疑は一括質疑ということで、何号から何号までということで、固定資産の第４号、

一括質疑で終了です。

 あとは個別的に、今賛成、反対を採っておりますのでお願いいたします。

 日程第６ 同意第４号「東峰村固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

て」

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第７ 同意第５号「東峰村固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

て」

 お諮りします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 日程第８～

日程第１８

 議  長  日程第８ 同意第６号から日程第１８ 同意第１６号までの「東峰村農業委員会委

員の任命について」を、議題といたします。

 説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。

 この質疑については、一括質疑といたします。

質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 個別に採決をいたします。

 採決します。

 同意第６号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定いたしました。

 議  長  日程第９ 同意第７号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りいたし

ます。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１０ 同意第８号「東峰村農業委員会委員の任命について」

 これより採決いたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。
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 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１１ 同意第９号「東峰村農業委員会委員の任命について」

 これより採決いたします。

 お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１２ 同意第１０号「東峰村農業委員会委員の任命について」

 これより採決いたします。

 お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１３ 同意第１１号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りい

たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１４ 同意第１２号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りい

たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１５ 同意第１３号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りい

たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１６ 同意第１４号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りい

たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１７ 同意第１５号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りい

たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

 議  長  日程第１８ 同意第１６号「東峰村農業委員会委員の任命について」を、お諮りい
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たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

日程第１９

 議  長  日程第１９ 「閉会中の継続調査申出書」を、議題といたします。

 本件につきましては、議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、地方

創生調査検証特別委員会から閉会中の継続調査申し出がなされております。

 お諮りいたします。

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。

 議  長  日程第１９です。「閉会中の継続調査の申出書」を議題ということで、本件につき

ましては、議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、地方創生調査検証

特別委員会から閉会中の継続調査申し出がなされております。

 お諮りをいたします。

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありません

か。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認めます。

 したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定をし

ました。

 閉  会

 議  長  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。

 村長よりあいさつの申し出があっております。

これを許可します。

村長

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。

 ６月１６日より本日まで、令和２年第５回東峰村議会定例会を開催し、議員の皆様

の慎重審議をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。

 議案審議の中でいただきました貴重なご意見、ご提案を今後の行政運営に活かし、

持続可能な村づくりに邁進していく所存ですので、今後も議員各位のご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。

 さて、７月５日は、九州北部豪雨から３年を迎えます。新型コロナウイルス感染症

の問題等もありますが、本村は豪雨災害でお亡くなりになられた方々の御霊に、本年

も追悼式を行うこととしております。

 私たちは、未曾有の豪雨災害の惨禍が決して忘れられることがないよう後世に語り

継いでいくことと、そして、この豪雨災害により得られた貴重な教訓をもとに、尊い

命が災害によって二度と奪われることのないよう防災対策に万全を期していかなけ

ればなりません。

 このような中、今月２８日の防災訓練は、新型コロナウイルス感染症の中ではあり

ますが実施してまいりますので、議員の皆様方のご協力をよろしくお願いをいたしま

す。

 日に日に暑さが厳しくなりますので、議員各位におかれましては、お体をご自愛さ

れ、さらにご活躍をいただきますよう心からお願いを申し上げ、閉会のあいさつとい

たします。ありがとうございました。
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 議  長  これをもちまして、令和２年第５回東峰村議会定例会の全日程を終了いたします。

（１０時２３分）

        上記会議の経過を記載し、その相違ないことを

証するために署名する。

議  長

議  員

議  員


